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第２クォーター，前期末定期試験期間 ８月２日（火）～８日（月）
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授業開始 ９月２６日（月）

履修登録期間 ９月１９日（月）～１０月７日（金）

第２クォーター，前期末定期試験時間割発表 ７月２０日（水）
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入学式 ４月４日（月）
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２０２２年度経済学部 行事予定表
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ᒚ修全⯡について

長崎大学の教育課⛬は，長崎大学全体で行われる教㣴教⫱と各学部のᑓ㛛教⫱が⤌ࡳ合わされ，体⣔的

に⦅成されています。⤒῭学部間コースは，１㹼２年次前期には，初年次セミナーを㝖く教㣴教育科目

をᩥ教ࣕ࢟ンパスにおいて，また初年次セミナーと専門教育科目を∦ῡࣕ࢟ンパス（⤒῭学部）において

ᒚ修します。その後，２年次後期以降は∦ῡ（⤒῭学部）ࣕ࢟ンパスにおいて専門教育科目をᒚ修します。 

ᒚ修上の㔜要な注意点は学⏕౽ぴ（本Ꮚ）にᥖ載されています。また，各年度に開講される授業の詳

しい内容は学務情報システム（㹌㹓-㹕ebシステム）のࢫࣂࣛࢩにᥖ載されます。原則として入学年次の学

生౽ぴに記載されているつ則が༞業時まで適用されますので，入学時に㓄付された学生౽ぴやそのの㈨

ᩱは༞業時まで大切にಖ⟶しておいてください。 

ここでは，⤒῭学部の専門教育を中ᚰにㄝ明します。教㣴教育については，教㣴教育の学生౽ぴにㄝ明

されています。ྲྀᢅいが␗なる部分がありますので，ΰྠしないように注意して下さい。

ᑓ㛛教⫱⛉┠のᒚ修᪉ἲ 

１ 学ᮇ㸪ᤵᴗ㛫➼

（１）学期は，前期と後期の２学期ไ（前期１５㐌㸩定期ヨ㦂期間，後期１５㐌㸩定期ヨ㦂期間）です。

（２）各学期（セメスター）が，前༙・後༙（ࢡォーター）に分けられ，それࡒれにおいてヨ㦂をྵめて

８㐌で開講される科目があります。前期前༙を➨１ࢡォーター，前期後༙を➨２ࢡォーター，後期

前༙を➨３ࢡォーター，後期後༙を➨４ࢡォーターと呼びます。

（３）授業は１ᰯ時あたり㸷０分間で，᭶᭙᪥から㔠᭙᪥までの次の時間帯に行われます。

ᰯ 時 時 間

Ϩ ᰯ 時 ８時５０分 㹼 １０時２０分

ϩ ᰯ 時 １０時３０分 㹼 １２時００分

Ϫ ᰯ 時 １２時５０分 㹼 １４時２０分

ϫ ᰯ 時 １４時３０分 㹼 １㸴時００分

Ϭ ᰯ 時 １㸴時１０分 㹼 １㸵時４０分

２ ༢ไ

（１）大学は，学習の修を༢の認定によって行います。大学を༞業するには，一定の年限内に，定め

られている一定ᩘ以上の༢を修ᚓする必要があります。

（２）専門教育の授業は，前期ཪは後期のうࡕ 8 㐌でする科目（ࢡォーター科目），前期ཪは後期の

༙年間でする科目（セメスター科目），１年間の通年でする科目（通年科目。一部の演習科

目がヱ当します）があります。༢は，１授業科目について，授業に一定時ᩘ出ᖍし，かつ⪃ᰝに合

᱁すると１༢，２༢もしくは４༢が修ᚓできます。

（３）１༢とは，教室内外（授業と自Ꮿ等の学習）の学習を合わせた標‽ 45 時間の学習を要する内容

をもってᵓ成されています。授業の実施ᙧ態により教室内で行う授業時間ᩘと自Ꮿ等の学習を行う時

間ᩘが，次のように定められています。

ձ 講⩏・演習͐͐͐͐教室内での授業 15 時間 㸩 自Ꮿ等での学習 30 時間
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ղ 実習͐͐͐͐͐͐͐教室内での授業 30 時間 㸩 自Ꮿ等での学習 15 時間

ճ 教員චチ状ྲྀᚓのための≉ู指定科目͐͐͐͐͐ 教室内での授業 45 時間

１ᰯ時の授業時間は 90 分ですが，༢の計⟬をする場合には，この 90 分をもって２時間と計⟬しま

す。なお，集中講⩏等を㝖き１授業科目についてẖ㐌１回ཪはẖ㐌２回の授業が行われます。さらに，

༢修ᚓには，定期ヨ㦂やࣞポートなどの⪃ᰝに合᱁することが必要です。中間ヨ㦂やᑠテストが実施

される科目もあります。 

༢ไのほ点から，ẖᅇのᤵᴗ必ࡎฟᖍࡋ㸪自Ꮿ➼࡛の学習ࡼりண習習ࡀࡇࡿࡍ⥆⥅ࢆษ

です。

３ 修ᚓࡁࡍ༢ᩘ㸦[つ๎㞟] ཧ照㸧ࢆ

（１）༞業するには，学部つ⛬ู⾲➨１に♧された᭱ప修ᚓ༢ᩘ以上の༢を修ᚓしなけれࡤなりませ

ん。 

（２）専門教育の授業科目は，学部つ⛬のู⾲➨３により修ᚓしなけれࡤなりません。 

（３）ᅜ際ࣅジࢿス（SOXV）プࣟグラムについては，学部つ⛬およびࠕᅜ際ࣅジࢿス�SOXV�プࣟグラムに

関する内つࠖに定められています。 

ス実㊶ຊ育成プࣟグラムに関ࢿジࣅࠕス実㊶ຊ育成プࣟグラムについては，学部つ⛬およびࢿシࣅ（４）

する内つࠖに定められています。 

（５）教員චチ状のྲྀᚓ方法については，ูページにあるࠕ教育⫋員චチ状のྲྀᚓについてࠖに詳⣽をㄝ

明しています。 

４ ᒚ修⛉┠のⓏ㘓のୖ㝈

計画的な学修を行ってもらうために，ᒚ修Ⓩ録༢ᩘにไ限を設けています。この目的は，年間にᒚ

修Ⓩ録できる༢ᩘをไ限することで，自主的に学習する時間をቑやし，教育ຠ果を㧗めることにあり

ます。このไ度を༑分活用して，自Ꮿ等でのண習習を実させ授業に⮫んでください。

（１）ᒚ修科目のⓏ録༢ᩘは，一学年あたり，教㣴教育科目及び専門教育科目を合わせて，➨１年次か

ら➨４年次まで４８༢までと定められています。ただし，学部つ⛬ู⾲➨３やู⾲➨５，ู⾲➨㸴

の授業科目名の直後に࣐ۼーࢡのついている科目及び集中講⩏により開講される科目（⮫時に開設さ

れる科目に限る。）は，ᒚ修Ⓩ録の上限༢ᩘには⟬入しません。

（２）学部つ⛬の定めるところにより，ᡤ定の༢をඃれた成⦼をもって修ᚓしたと認められた学生につ

いては，（１）に定められた༢ᩘを㉸えてᒚ修科目のⓏ録を行うことができます。詳⣽は，本Ꮚ

のࠕ⤒῭学部の間コースᒚ修体⣔についてࠖにㄝ明されています。

５ ᒚ修ᡭ⥆

（１）授業時間 

当ヱ年度に開講される授業科目は，各学期ጞめに授業時間によってⓎ⾲します。ただし，集中講

⩏を開講する場合には，ᥖ♧等で通知します。 

（２）ᒚ修Ⓩ録 

 ᒚ修しようとする授業科目は，学務情報システム（㹌㹓�㹕HE システム）にⓏ録しなけれࡤなりま

せん。通年科目（専門ゼミ及び༞◊ゼミ），前期セメスター科目，➨１・➨２ࢡォーター科目は前期の

ᒚ修Ⓩ録期間内に，後期セメスター科目，➨３・➨４ࢡォーター科目は後期のᒚ修Ⓩ録期間内にᒚ修

Ⓩ録を行わなけれࡤなりません。ᒚ修Ⓩ録が行われていない科目は，༢認定の対㇟とはなりません

ので，確実にᒚ修Ⓩ録を行って下さい。 

 集中講⩏については，ᥖ♧等により♧されるᒚ修Ⓩ録期間中にᒚ修Ⓩ録しなけれࡤなりません。集

中講⩏はẖ年度必ࡎ開講されるとは限りませんので注意してください。 

 １㐌間に２回授業がある科目（えࡤ，᭶㸫Ϩ・ⅆ㸫ϩと分かれて授業がある科目）は，２回とも

ᒚ修Ⓩ録しなけれࡤなりません。なお，ྠ 一時間に２授業科目以上をᒚ修Ⓩ録することはできません。 

ᒚ修Ⓩ㘓ࢆ㛫㐪࠺ࡼ࠸࡞࠼ὀពࡲࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋた㸪୍ᗘⓏ㘓࠼⤊ࢆたᚋ㸪Ⓩ㘓ෆᐜㄗりࡀ

Ⓩ㘓ෆᐜのኚ࡚ࡋཎ๎ࡿࡂ㐣ࢆᒚ修Ⓩ㘓ᮇ㛫ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋㄆ☜ࡎ必ᒚ修Ⓩ㘓ᮇ㛫ෆࢆ࠸࡞

᭦ࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣ
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㸴 教室

授業時間，シラバス，ᥖ♧等に♧された教室で授業が行われます。本Ꮚの後にある教室㓄⨨ᅗで

確かめておきましࡻう。ただし，学期㏵中にูの教室を使って授業が行われることがあります。また，

学期末の⪃ᰝを行う教室がᬑẁ使用している教室と␗なることもあります。教室のኚ᭦は教員からのㄝ

明やᥖ♧等で㐃⤡されます。

㸵 受講のᚰᚓ

 １回目の講⩏時にその科目の内容や授業方㔪についてのㄝ明が行われます。その方㔪をよく理ゎした

上で，᪥々のண習習をᛰることなく，授業に⮫ࡳましࡻう。ၥ点や明な点は᪩めに教員に㉁ၥし

ましࡻう。⪃ᰝ及び成⦼については，ูページにㄝ明してありますので参照してください。

 講⩏中にᯈ᭩やスライࢻをス࣐ートフォン等でᙳする場合は，教員のチ可をᚓてから行ないましࡻ

う。また，周ᅖの学生に㏞ᝨがかからないように㓄៖しましࡻう。

 ༞業ㄽᩥや講⩏等で課されるࣞポート（以下ࣞࠕポート等ࠖという）の内容は，知㆑や事実をまとめ

ることにとどまるものから，それをもとに自分自㌟の意ぢなどを記載するものなどከ様です。どのよう

な内容がồめられるかは，各科目の担当教員の注意や指♧を༑分に理ゎした上でᥦ出することが必要で

す。

≉に，自分の意ぢを記載することがồめられているࣞポート等では，自分が意ぢとして㏙ているこ

ととே（ேもྵࡳます）が㏙ていることの༊ูが分かるように，自分の意ぢ等ではないᘬ用や参

⪃については，出情報（専門᭩，学⾡ㄽᩥ，᪂⪺・㞧ㄅの記事やインターࢵࢿトの࢙࢘ブࢧイト）を

必ࡎ明♧しなけれࡤいけません。出情報を明♧せࡎに，ேの意ぢを自分の意ぢとして利用すること

（コࣆーンࢻペーストをྵむ）は，┐用や✼とᢅわれ，正行Ⅽとしてฎ分の対㇟となる場合があ

ります。

ࣞポート等のᇳ➹にあたっては，初年次セミナー（または教㣴ゼミナール）で㓄ᕸされるࠕ長大生の

ためのラーࢽングテࢵプスࠖも参⪃になるので，⇍ㄞしてください。

また，インターࢵࢿト上の情報には，間違った情報やྂい情報がゞ正されないままᥖ載されているこ

とがከ々あるので，ᘬ用や参⪃にする場合には，このことにも注意をしましࡻう。間違った情報を㬼࿐

ていることの༊ูをしないままᥦ出することで，評価の点ᩘとにすることや自分の意ぢとேが㏙ࡳ

ならない場合もありますので注意が必要です。

８ 卒業論文，レポート等提出時の諸注意
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ᒚ修ୖのษ࡞ὀពⅬ 

１ 㹊㸿㹁㹑

主体的学習促㐍ᨭシステム（LACS: Learning Assessment & Communication System）は，学生

の主体的な学びを確❧するために長崎大学でᵓ⠏した教育ᨭシステムです。様々な授業でLACS を活

用して，授業の㐃⤡，㈨ᩱᥦ♧，課㢟ࣞポートの受付，オンラインテスト等を行います。また，１年次

前期から学修ポートフォリオのస成もጞまります。LACS を利用するには自分の長大 ID が必要です。

LACS の利用方法についてのၥい合わせは ICT 基盤センターで受け付けています。

２ ฟᖍ⟶⌮࣒ࢸࢫࢩ

長崎大学では，IC を利用した出ᖍ⟶理システムを導入しています。授業の出Ḟ確認（学生ド）ࢻー࢝

は，講⩏室等に設⨨された IC すことによって行います。ICࡊーに学生ドをかࢲリーࢻー࢝ リーࢻー࢝

，ーが設⨨されていない演習室や，授業担当教員が直᥋出ᖍ確認を行う場合もあります。その場合はࢲ

授業担当教員の指♧にᚑって下さい。

なお，出Ḟ情報は出ᖍ⟶理システム（https://attend.nagasaki-u.ac.jp/）から確認できます。出ᖍ⟶理

システムにࣟグインするには自分の長大 ID が必要です。

３ ࣒ࢸࢫࢩ࣭ࢢリンࣂンࢼ

長崎大学ナンバリング・システムとは，長崎大学で開講されているすての授業科目（教㣴教育科目・

学部専門科目・大学㝔専門科目等）に対し，授業内容・ࣞベル等に応じて≉定の記ྕやナンバーを付

し，教育課⛬⾲などに記載することにより，体⣔的な教育プࣟグラムの実⌧を目指す方法のことです。

ナンバリング・システムの詳⣽なㄝ明や，⤒῭学部で開講されている科目については，⤒῭学部ホーム

ページを参照してください。

４ Ḟᖍᒆ

Ẽ，ᚷᘬ，⅏ᐖ等のやむをᚓない理由により授業をḞᖍした場合，原則として理由Ⓨ生から２㐌間

以内にᡤ要のド明᭩をῧえてḞᖍᒆを学務係にᥦ出してください。担当教員のᢎ認があれࡤḞᖍ時ᩘに

ついて⪃៖される場合があります。 

Ẽの場合㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃デ᩿᭩等 

ᚷᘬの場合㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃会ⴿᚚ♩の࢝ーࢻ等 

そのの場合㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃ド明᭩等 

５ ྎ㢼㸪✚㞷その他 のែᑐࡿࡍఇ講ᥐ⨨

本学では，ྎ㢼及び積㞷等による学生の事故のⓎ生を㜵Ṇするため，ྎ㢼等の際の授業・定期ヨ㦂の

ఇ講等のᥐ⨨について，[つ則集]ࠕ全学的ఇ講ᥐ⨨の申合せࠖを定めています。

ྎ㢼等に際しては，ྠ申合せによりᥐ⨨されますので，申合せの内容を༑分理ゎのうえ，各自のุ᩿

により事故等がないよう␃意してください。

㸴 ᥖ♧ࡧࡼ࠾㐃⤡

  大学が学生に対して行う࿌♧，通知，㐃⤡はᥖ♧ᯈや電Ꮚメール（大学が㓄ᕸする bb 学生␒ྕ

@ms.nagasaki-u.ac.jp）ࠊNU-Web ᥖ♧ᯈࠊLACS 内での㐃⤡ᶵ能を通じて行われます。授業や⪃ᰝ等

の教務事項，授業ᩱච㝖・ዡ学生のເ集・課外活動等の学生生活事項及び呼び出し㐃⤡等はすてᥖ♧

ᯈࠊ電Ꮚメール㐃⤡ࠊNU-Web ᥖ♧ᯈにより通知されますので，一᪥に一度はᥖ♧ᯈ等をぢるようᚰ

けてください。ᥖ♧をぢなかったために㔜大な結果になっても大学は一切㈐௵を㈇うことができません。

  ᥖ♧ᯈは，学部については⤒῭学部学務係前やࣟࣆテ等に設⨨してあります。ᩥ教ࣕ࢟ンパスにも

教㣴教育用ᥖ♧ᯈ（教㣴教育事務室前）や学生ᨭセンター前にᥖ♧ᯈがあります。

なお，ᥖ♧∧で，学部のホームページをぢるようにとか，NU㸫Web の≉定ページやLACS の≉定ペ

ージをぢるように指♧されることもあります。授業によってはLACS だけで㐃⤡を行うこともあります

ので注意しましࡻう。
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その他 

１ 受講ふり返り

受講ふり返りは，授業内容や方法について学生の皆さんから評価を受け，その結果を授業改善に活か

していくこと，および，皆さんが大学での自らの学修成果を把握することによって自覚的な学習活動を

促すことを目的としています。

評価項目は，全学共通で設けられた項目に加えて，各授業科目の内容にあわせた項目が設定されてい

ます。学生の皆さんには，シラバスに記載されている各授業の目標やねらいが実際の授業において達成

されたか，教材や授業方法が適切なものであったか，といった点について評価してもらいます。授業を

真剣に受けるとともに，大学教育の改善という大きな視点から評価できるよう，率直に，真摯な態度で

回答してください。

なお，受講ふり返りは NU-Web システムで実施しますが，担当する教員に皆さんの氏名などの情報

が知られることはありません。学期末の時期に実施され，各授業の集計結果はNU-Web システム上に，

各部局の集計結果は大学イノベーションセンターのホームページで回答者の情報を秘匿化して公開され

ます。

２ 学修ポートフォリオ

学修ポートフォリオとは，在学中の学修を主体的に計画し，学習活動や課外活動などの状況を整理・

省察し，必要に応じて軌道修正を行っていくための記録のことです。入学時に自分の学修目標を明確に

し，また学期ごとに学修成果を記録することにより自分の成長を確認します。その記録を基に定期的に

メンター（指導教員）からコメントをもらい，必要に応じて，面談により状況確認・助言・指導が行わ

れます。

  原則，専門ゼミに着手するまでは初年次セミナーの担当教員が，専門ゼミ着手後は専門ゼミの担当教

員がメンターとなります。

３ 自主学習のための教室利用

授業等で使用していない演習室を自主学習に利用することができます。また，本館３階に，自由に利

用できる自習室があります。下記の注意事項を守り，演習の授業前後の学習やグループ学習などに積極

的に利用してください。

１）演習室の使用可能時間は，原則として８：５０から２１：１０までの授業等で利用しない時間帯で

す。

２）演習室を使用する場合は，学務係に申し出る必要があります。事前に学務係の使用簿に記入し，鍵

を預かり，使用後は施錠し学務係へ返却して下さい。なお，２１：１５以降は，本館玄関横の収納箱

に返却してください。

 ３）演習室の使用後は，戸締まり等を確実に行ってください。

４）自習室の使用可能時間は，原則として８：５０から２１：００までです。

４ 必携パソコンサポート窓口

長崎大学では，ノートパソコン必携となっています。様々な授業でパソコンが活用されますので，常

にパソコンを持参するようにしてください。

必携パソコンのトラブルや利用方法に関する相談は ICT 基盤センターで受け付けています。ICT 基盤

センターでは，故障等やむをえない理由でパソコンを持参できなかった学生に対して，一時的にパソコ

ンの貸し出しも行っています。詳しくは ICT 基盤センターのホームページを参照してください。

５ 電話照会

学生の皆さんが，大学にいろいろな事柄を電話で照会してきますが，間違いのもとになりますので，

内容によっては応じられないこともあります。

  また，電話での伝言及び学生呼び出し等の依頼にも応じられませんので，各関係者に周知しておいて

ください。ただし，緊急の場合はこの限りではありません。
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経済学部の昼間コース履修体系について

ここでは，経済学部の専門教育科目の履修に関する事項を中心に説明します。教養教育科目に関する事

項は，教養教育の学生便覧に説明されています。

㸯㸬ᩍ⫱⌮ᛕ

経済学部の教育理念及び各コースの教育理念は以下のようになっています。これらの教育理念は経済

学部が長年掲げてきた「実践的エコノミストの育成」という教育理念を現代の時代環境の中で明確にし

たものです。

⤒῭Ꮫ㒊のᩍ⫱⌮ᛕ

「グローバルな視野を持って現代の経済・経営の諸課題を解決できる実践的エコノミストの育成」

のᩍ⫱⌮ᛕࢫーࢥྛ

経済と政策コース
経済学の専門知識とその応用能力を基に，現代の日本や地域が抱える諸課題を，

国内及び海外との関係も踏まえ相対的に捉えて解決できる人材を育成します。

グローバル経済コース
グローバル社会において，経済学・経営学の基礎知識と高度な英語運用能力を

有し，多様な文化を理解して国際的な課題を解決できる人材を育成します。

ファイナンスコース

経済学・経営学の基礎知識とともに，金融に関する専門知識を有して，国境の

ない資本移動，資金の調達・運用にかかわる活動に関連する課題を理解し，解

決できる人材を育成します。

経営と会計コース
経営学・会計学の専門知識に基づいて，現実の企業が抱える多様な課題を適切

に判断し，状況に応じた解決ができる人材を育成します。

  また，地球規模の課題解決に挑戦する「志」であるGSR (Global Social Responsibility) マインドを持

った人材を育成するためのグローバル人材育成プログラム「ᅜ㝿ࢫࢿࢪࣅ㸦plus㸧࣒ࣛࢢࣟࣉ」、現代

の不確実なビジネス環境の中で価値を創造するために必要な実践力を有する人材を育成する「ࢫࢿࢪࣅ

ᐇ㊶ຊ⫱ᡂ࣒ࣛࢢࣟࣉ」を設置しています。

㸰㸬ᒚಟయ⣔

経済学部では，上の教育理念に従って，基礎から応用へ体系的な学習ができるようにカリキュラムが

構築されています。次頁以降で説明するように

学部導入科目⇒ 学部共通科目 ⇒ コース科目

という基礎から応用への科目体系に並行し

    国際ビジネス（plus）プログラム, ビジネス実践力育成プログラム

その他科目（キャリア教育科目等）

がおかれ，更に，教職科目も設置されています。

教職科目以外の全体を俯瞰した図が履修体系(A)と履修体系(B)です。履修体系(A)はᅜ㝿ࣟࣉࢫࢿࢪࣅ

を含む図であり，履修体系(B)は一般の᪩ᮇ卒業や，早期卒業後࣒ࣛࢢࣟࣉᐇ㊶ຊ⫱ᡂࢫࢿࢪࣅと࣒ࣛࢢ

大学院に進学するᅜ㝿ࢫࢿࢪࣅplus࣒ࣛࢢࣟࣉを含む図です。

  尚，学生便覧やシラバスに掲載されている授業科目のᶆ‽ᒚಟᖺḟとはこの体系の中で履修が好まし

い時期を示すものです。

― 6 ―



履修体系(A)

3・4
年次

経

済

と

政

策

コ

｜

ス

グ

ロ

｜

バ

ル

経

済

コ

｜

ス

フ

ァ

イ

ナ

ン

ス

コ

｜

ス

経

営

と

会

計

コ

｜

ス

Advanced Academic Writing(2)
海外留学(3か月～１年間)(単位取得)
海外インターンシップ / 企業研修 ☆(2)
Global Business Communication Ⅲ(2)
Global Business Communication Ⅱ(2)

プロジェクト演習☆

(4)
インターンシップ

☆(2)
Special Topics in
Global Ecnomy
(2)

キャリアデザイン

☆(2)

短期海外研修Ⅱ

☆(2)

短期海外研修Ⅰ

☆(2)

経済数学入門演習

☆(1)

2年次
後期

Economics Subjects in English(ESE) (2)
Global Business Communication I(2)

ビジネスリサーチ(2)

2年次
前期

学部共通科目

統計学(4)
経営学(2)
経済数学(2)

短期語学研修 ☆(2)〔長崎にて〕
留学生との共修ゼミ☆(2)
Academic Presentation & Discussion 
☆(2)
Intermediate Academic Reading and 
Writing ☆(2)

プロジェクト・リテ

ラシー(2)

基礎ゼミ☆(2)

1年次
後期

ミクロ経済学Ⅰ(4)
マクロ経済学Ⅰ(4)
簿記(4) 

GSR短期海外研修 ☆(2)
Introduction to Academic Reading ☆(2)
Introduction to Academic Writing ☆(2)

1年次
前期

学部導入科目

経済概論

経営概論

金融概論

国際関係概論

(GSR論)
法学概論

経済数学入門

(各 2)

年次

区分

学部導入科目・学部

共通科目
コース科目・演習

国際ビジネスプログラム（注１）
ビジネス実践力育成

プログラム（注２）
その他

基礎         応用

2年進級時にコースに所属する。4年以上在学し卒業する。
☆ 上限単位数に算入しない科目    ( ) 内の数字は単位数
（注１）1年次前期の（plus）プログラム説明会後，1年次前期に（plus）プログラム参加者決定。2年次以降でも参加可能。

詳細は[規則集]「国際ビジネス（plus）プログラムに関する内規」を参照してください。
（注２）これらの科目以外にプログラム参加者が受講すべき科目があります。1年次後期にプログラム説明会参加者募集及び，参加者決定を

行ないます。詳細は[規則集]「ビジネス実践力育成プログラムに関する内規」を参照してください。
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履修体系(B)ࠝ早期卒業 大学院進学ࠞ

⤒ ࢢ ࣇ ⤒ Advanced Academic Writing(2) 
海外␃学(3 か᭶㹼༙年間)(༢ྲྀᚓ) 
海外インࢱーンシࢵプ / 企業◊修  (2)ۼ
Global Business Communication Ϫ(2) 
Global Business Communication ϩ(2) 

インࢱーンシࢵプ

῭ ࣟ  Ⴀ
3 年次

 㹺  

ᨻ ࣂ ࢼ 

⟇ ࣝ ࣥ ィ

ࢥ ⤒ ࢫ ࢥ Economics Subjects in English(ESE) 
(2) 
Global Business Communication I(2) 

キャリアࢨࢹイン

2 年次 㹺 ῭ ࢥ 㹺

後期 ࢫ ࢥ 㹺 ࢫ

㹺 ࢫ

2 年次 ࢫ ▷期語学◊修 長ᓮにてࠞࠝ(2)ۼ

␃学生との共修ࢮミ(2)ۼ 
Academic Presentation & Discussion ۼ

(2) 
Intermediate Academic Reading and 
Writing (2)ۼ 

▷期海外◊修ϩ

๓期 Ꮫ㒊ඹ㏻⛉┠

⤫計学(4) 
経営学(2) 
経済ᩘ学(2) ▷期海外◊修Ϩ

ミࢡロ経済学Ϩ(4) 
マࢡロ経済学Ϩ(4) 
⡙グ(4)  

GSR ▷期海外◊修  (2)ۼ
Introduction to Academic Reading (2)ۼ
Introduction to Academic Writing (2)ۼ 

1 年次

後期

Ꮫ㒊ᑟධ⛉┠

経済ᴫㄽ

経営ᴫㄽ

金融ᴫㄽ

国際関係ᴫㄽ(GSR 
ㄽ) 
ἲ学ᴫㄽ

経済ᩘ学入門(各 2)

1 年次

๓期

経済ᩘ学入門₇習

年次 Ꮫ㒊ᑟධ⛉┠࣭ Ꮫ㒊ඹ

㏻⛉┠
⩦₇࣭┠⛉ࢫーࢥ

ᅜ㝿ࢫࢿࢪࣅ plus࣒ࣛࢢࣟࣉ（ὀ） のࡑ

༊ศ 基礎 応用

2 年進⣭時にコースにᡤᒓする。3 年⤊時または 4 年๓期⤊時に卒業する。大学院に早めに進学できる。

ۼ 上㝈༢ᩘに⟬入しない科目   ( ) 内のᩘᏐは༢ᩘ

（ὀ）1 年次๓期の（plus）プログラム説明会後，1 年次๓期に（plus）プログラムཧຍ⪅決ᐃ。3 年次進⣭๓に plus プロ

グラムཧຍ⏦ㄳをする。ヲ⣽は[規๎㞟]「国際ビジネス（plus）プログラムに関する内規」をཧ↷してࡔࡃさい。

(2)ۼ

Special Topics in
Global Ecnomy
(2)

(2)ۼ

(2)ۼ

(2)ۼ

(1)ۼ
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ᒚ修体⣔(A)（またはᒚ修体⣔(B)）にそって学習することで，４年間（または３年間）を通じてᖜᗈ

い基♏・専門知㆑と分ᯒຊをഛえ，༞業後直面するであろう⌧実の♫会・⤒῭ၥ㢟をゎỴする能ຊを㌟

に付けることができるでしࡻう。以下，ᒚ修体⣔中の専門教育の各科目༊分をㄝ明します。[つ則集]学
部つ⛬のู⾲➨１，ู⾲➨３，ู⾲➨㸴，ู⾲➨㸵を参照してください。⤒῭学部ホームページの࢝リ

 。タࣟグも参照してください࢝リー，科目ࢶ・ラムࣗ࢟リ࢝，プࢵ࣐・ラムࣗ࢟

㸦１㸧学㒊ᑟධ⛉┠（᭱ప修ᚓ༢ᩘ：8༢）

⤒῭ᴫㄽ・⤒Ⴀᴫㄽ・㔠⼥ᴫㄽ・ᅜ際関係ᴫㄽ（GSRㄽ）・法学ᴫㄽ・⤒῭ᩘ学入門

         （全て１年次標‽ᒚ修 6科目）

学部専門教育への導入を行う科目であり，⤒῭学部で学ࡪことのできる学ၥ分㔝のᴫ要を知ることを

目的に設⨨されています。これから学ࡪ専門的内容がどのような⤒῭⌧㇟を理ゎ・ㄝ明するためにどの

ようにᙺに❧つのか，その道しるをᥦ౪する授業科目です。1科目2༢で，すてを修ᚓすると12༢
になります。ᑗ᮶，≉定の分㔝を◊✲するようになるかもしれませんが，そのためにはᖜᗈい視㔝が

大切です。なるくከくの科目をᒚ修するようにしましࡻう。

なお，᭱ప修ᚓ༢ᩘ8༢を㉸えて修ᚓした༢は，自由専門科目の༢として᭱ప修ᚓ༢ᩘに

ྵめることができます。

㸦２㸧学㒊ඹ㏻⛉┠（᭱ప修ᚓ༢ᩘ：16༢）

簿記(4)・ミࣟࢡ⤒῭学Ϩ(4)・ࣟࢡ࣐⤒῭学Ϩ(4)      （１年次標‽ᒚ修 3科目）

⤒Ⴀ学(2)・⤒῭ᩘ学(2)・⤫計学(4)         （２年次標‽ᒚ修 3科目）

学部における専門教育の基♏となる授業科目です。学部導入科目がᖜᗈい⤒῭活動を理ゎするための

道しるをᥦ౪するとすれࡤ，学部共通科目は，ᖜᗈい⤒῭活動を分ᯒするための学ၥ的基♏を学ࡪた

めの科目ということになります。より専門的な◊✲を㐍めるためには㑊けて通れないࡤかりでなく，こ

このࣞベルまでఱ度もᡠってຮᙉしなおす必要のある大切な科目です。すてを修ᚓすると20༢にな

ります。学部導入科目ྠ様，ᖜᗈい◊✲の視㔝を確ಖするためにも，なるくከくの科目をᒚ修するこ

とがᮃましいでしࡻう。

㸦３㸧コーࢫ⛉┠（᭱ప修ᚓ༢ᩘ：36༢）

それࡒれのコースの専門的知㆑を῝めるために体⣔的に㓄⨨された授業科目です。 [つ則集]学部つ⛬

ู⾲➨３に᭩かれているように，コースごとにコース科目のテー࣐があり，また，テー࣐内の科目にも

適切なᒚ修㡰ᗎがあります。ᒚ修上の前ᥦとなる知㆑や科目に関しては各科目のシラバスに記載されて

います。

なお，コースごとに，㓄⨨されている科目が␗なるのでᒚ修の際には注意してください。

コース科目は，学部導入科目から学部共通科目まで体⣔的に積された学ၥ的基♏を前ᥦとした専門

的な講⩏内容となっていますので，それまでのテ࢟ストや講⩏ノートを⬥に⨨きながらண習・習をᚰ

がけてください。また，各科目の詳⣽についてはシラバスを参照してください。

㸦４㸧₇習（᭱ప修ᚓ༢ᩘ：8༢）

⤒῭学部の教育理ᛕࠕグࣟーバルな視㔝を持って⌧௦の⤒῭・⤒Ⴀのㅖ課㢟をゎỴできる実㊶的࢚コ

ノミストの育成ࠖを実⌧するために，学生ྠኈ，また，学生と教員がウ㆟し，専門㡿ᇦの学びを῝め，

ၥ㢟ⓎぢとそのゎỴ能ຊを育成するためのᑡேᩘ教育です。

1 年次教㣴教育科目のࠕ初年次セミナー にࠖ⥆き，専門教育科目にࠕ基♏ゼミ(2) 専門ゼミ(4)ࠕࠖ ༞ࠕࠖ

◊ゼミ(4)ࠖの 3 科目があります。᭦に，ᅜ際ࣅジࢿス（plus）プࣟグラム参加者ྥけに，ࠕGSR ▷期

ᾏ外◊修(2)ۼ のࠖ(2)ۼ学生との共修ゼミ␃ࠕࠖ 2 科目があります。また，ࣅジࢿス実㊶ຊ育成プࣟグラ

ム参加者ྥけに，プࣟグラム参加者が受講するࠕ基♏ゼミ(2) 専門ゼミ(4)ࠕࠖ， ࠖト演習(4)ࢡ࢙プࣟジࠕࠖ，
の３科目があります。これらの演習科目の必修㑅ᢥのู，開講時期，ᒚ修方法等についてはࠕ間コー
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スの演習についてࠖを参照してください。

⤒῭学部における学修の⥲まとめと言えるࠕ༞◊ゼミࠖにྥけて，各ゼミは以下のようなᙺを持っ

ています：

基♏ゼミ͐ 専門ゼミに積極的に参画し，活Ⓨなウ㆟を⤒て専門知㆑に関する῝い理ゎを果たすことが

できるようになるための‽ഛとして，相コミࣗࢣࢽーション能ຊとㄽ理的ᛮ⪃能ຊのᾰ

㣴を中ᚰとし，主体的で積極的な学修ጼໃを㌟に付けさせるためのᑡேᩘ教育。

。基♏ゼミࠖをᒚ修できませんࠕ学生との共修ゼミࠖに参加する学生は␃ࠕ

専門ゼミ͐ 学生ྠኈまた学生と教員とのウ㆟を通じ，専門㡿ᇦを῝く学修するためのᑡேᩘ教育。

༞◊ゼミ͐ ༞業◊✲の一㐃のプࣟセスを通してၥ㢟ⓎぢとそのゎỴ能ຊを育成するためのᑡேᩘ教育

であり，⤒῭学部の学修の᭱⤊成果≀として༞業ㄽᩥをᥦ出します。᪩期༞業ண定者やᅜ

際ࣅジࢿス plus プࣟグラム参加者は専門ゼミと୪行ᒚ修しなけれࡤなりません。

れのシラバࡒト演習ࠖについては，それࢡ࢙プࣟジࠕ学生との共修ゼミࠖ␃ࠕGSR▷期ᾏ外◊修ࠖࠕ  

スを参照してください。

また，ࠕ専門ゼミࠖ及びࠕ༞◊ゼミࠖについては，後㏙のࠕ㸴㸬ゼミのỴ定ࠖを参照してください。

なお，演習の᭱ప修ᚓ༢ᩘ（8༢）を㉸えて修ᚓした演習の༢は，自由専門科目の༢として

᭱ప修ᚓ༢ᩘにྵまれます。

㸦５㸧自⏤ᑓ㛛⛉┠（᭱ప修ᚓ༢ᩘ：26༢）

  各ᒚ修コースの専門㡿ᇦの科目とともに⥲合的な学修に㈨する授業科目のことで，༞業ุ定時には，

次のいࡎれかを‶たす༢はすて自由専門科目の༢となります。

ձ  ᡤᒓコースの科目⾲（ู⾲➨ 3）でࠕ自由専門科目ࠖに༊分されている科目を修ᚓしてᚓた༢

ղ  ᡤᒓコースの科目⾲（ู⾲➨ 3）でࠕ学部導入科目 学部共通科目ࠕࠖ コース科目ࠕࠖ 演習ࠖに༊分ࠕࠖ

されている科目であって᭱ప修ᚓ༢ᩘを㉸えて修ᚓした༢

ճ  コース（ኪ間主コースを㝖く）の専門教育科目であってᡤᒓコースに設⨨されていない授業科目

を修ᚓしてᚓた༢

մ  ᅜ際ࣅジࢿス（plus）プࣟグラム科目（ู⾲➨ 6）またはࣅジࢿス実㊶ຊ育成プࣟグラム科目(ู⾲

➨ 7)のうࡕ，ᡤᒓコースのࠕコース科目ࠖに༊分されていない科目を修ᚓしてᚓた༢

յ 学部大学等で修ᚓした༢のうࡕ本学部によりࠕ自由専門科目ࠖの༢として認定された༢

これらの関係をᅗに♧すと次㡫のᅖࡳ内のようになります：

㸦㸴㸧ᅜ㝿ࢫࢿࢪࣅ㸦SOXV㸧࣒ࣛࢢࣟࣉ⛉┠ 

  ከ様なᩥ化的⫼ᬒや価್ほを᭷する当事者間でしࡤしࡤ利ᐖが対❧するᆅ⌫つᶍの課㢟のゎỴにᣮᡓ

するࠕᚿࠖ，すなわࡕGSR (Global Social Responsibility) ࣐インࢻを持ࡕ，⤒῭学・⤒Ⴀ学・会計学の

基盤的知㆑を活用して，当事者間で合意可能なゎỴ⟇を導出し，それを実行しうるே材の育成を目的と

したプࣟグラムがࠕᅜ際ࣅジࢿス（plus）プࣟグラムࠖです。

学部つ⛬ู⾲➨㸴にᥖࡆる科目（これらをࠕᅜ際ࣅジࢿス（plus）プࣟグラム科目ࠖと言います。）を

ᒚ修しつつᾏ外␃学（␃学ඛ大学のᑡなくとも1学期間を在する␃学）を行い本学部に4年以上在学す

るᅜ際ࣅジࢿスプࣟグラムと，学部つ⛬➨23᮲➨2項に基࡙き本学部を3年間または3年༙で᪩期༞業す

るᅜ際ࣅジࢿスplusプࣟグラムがあり，୧プࣟグラムをまとめて，ᅜ際ࣅジࢿス（plus）プࣟグラムと

言います（学部つ⛬➨21᮲とࠕᅜ際ࣅジࢿス（plus）プࣟグラムに関する内つࠖを参照してください）。
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 ู⾲➨ 3（ᡤᒓコース） 成⦼⾲（༞業ุ定時）

学部導入科目

専門教育

科目

学部導入科目

学部共通科目 学部共通科目

コース科目 コース科目

演   習 演         習
自由専門科目 自由専門科目

  ᅜ際ࣅジࢿス（plus）プࣟグラム参加ᕼᮃ者は，１年次前期に行われるㄝ明会に参加し，ᡤ定の期間

にᡤ定の様ᘧで参加ᕼᮃ申ㄳをし，㑅⪃後，ᅜ際ࣅジࢿス（plus）プࣟグラム参加者となります。

  ᅜ際ࣅジࢿス（plus）プࣟグラム科目は，コース科目，演習科目（༞業ุ定時には自由専門科目に༊

分される），自由専門科目からなっており，どの༊分にᒓするかはᡤᒓコースごとに␗なりますので，

ご注意ください。

  ᑦ，ᅜ際ࣅジࢿス（plus）プࣟグラム参加者でなくても，一部のᅜ際ࣅジࢿス（plus）プࣟグラム科

目をᒚ修できる場合があります。

㸦㸵㸧ࢫࢿࢪࣅᐇ㊶ຊ⫱ᡂ࣒ࣛࢢࣟࣉ⛉┠ 

確実な⤒Ⴀ⎔ቃの中で，」㞧な課㢟の真ᅉをⓎぢし，㐀的なゎỴ⟇を❧し実行するࣅジࢿスの

⌧場で必要なࠕ実㊶ຊࠖを育成することを目的としたプࣟグラムがࣅࠕジࢿス実㊶ຊ育成プࣟグラムࠖ

です。ここで，実㊶ຊとは，⤒῭学や⤒Ⴀ学等のࠕ専門知㆑ࠖをಶูの課㢟に対してㄽ理的に適用する

知㆑活用ຊࠕ ，ࠖഴ⫈やフシリテーションなど༠ാするຊのもととなるࠕコミࣗࢣࢽーションຊ をࠖ指

し，これらを実㊶的にᾰ㣴します。学部つ則ู⾲➨7にᥖࡆる科目をᒚ修することによって修ᚓします。

㸦㸶㸧教⫋⛉┠ 

  本学部においては，㧗等学ᰯ教ㅍ一✀චチ状（ၟ業）をྲྀᚓすることができます。

  そのためには，１年入学時の4᭶初㢌に行われる教⫋ㄝ明会に出ᖍし，ㄝ明を受けたのࡕ，ㄝ明会で

㓄ᕸされるࠕ教⫋課⛬受講申㎸᭩ࠖで受講申ㄳをしなくてはなりません。

  申ㄳ後，ᒚ修していく必要のある科目が教⫋科目です。

詳⣽については，学部つ⛬➨22᮲➨1項とࠕ教育⫋員චチ状のྲྀᚓについてࠖを参照してください。

ᡤᒓコースのࠕ学部導入科目 学部共通科目ࠖࠕࠖ

コース科目ࠕ 演習ࠖの᭱ప修ᚓ༢ᩘを㉸ࠕࠖ

えて修ᚓした༢

ᡤᒓコースにない専

門教育科目を修ᚓし

てᚓた༢

（のコース） （学部・大学等）

学部・大学等で修ᚓした༢の

うࡕ本学部によりࠕ自由専門科目ࠖ

の༢として認定された༢

ᅜ際ࣅジࢿス（plus）
プࣟグラム科目（ู⾲➨ 6）

（ู⾲➨ 6）のうࡕ，ᡤᒓコース

のࠕコース科目ࠖに༊分されてい

ない科目を修ᚓしてᚓた༢

（ู⾲➨ 7）のうࡕ，ᡤᒓコース

のࠕコース科目ࠖに༊分されて

いない科目を修ᚓしてᚓた༢

ス実㊶ຊ育成ࢿジࣅ

プࣟグラム科目（ู⾲➨㸵）
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㸦㸷㸧⮫㛤タ⛉┠ 

  学部つ⛬ู⾲➨３には記載されていないが，教育上必要であるとして⮫時に開設される授業科目があ

ります。そのような科目を⮫時開設科目と言います。⮫時開設科目に関する情報は学務係前のᥖ♧ᯈや

NU-Webᥖ♧ᯈ等に㝶時ᥖ載されますので，ぢⴠとすことがないよう常᪥㡭からᥖ♧やお知らせに注意

しましࡻう。

㸦��㸧㞟୰講⩏ 

  通常の授業科目は１ࢡォーター，１学期間または１年間（ࠕ通年ࠖと言います。）開講されますが，

▷期間集中的に開講され༢の出る授業科目があります。このような授業科目を集中講⩏と言います。

集中講⩏はᒚ修Ⓩ録方法・ᒚ修Ⓩ録期間も通常の授業科目とは␗なります。集中講⩏に関する情報は学

務係前のᥖ♧ᯈやNU-Webᥖ♧ᯈ等に㝶時ᥖ載されますので，ぢⴠとすことがないよう常᪥㡭からᥖ♧

やお知らせに注意しましࡻう。

３㸬༢のㄆᐃ 

講⩏にはẖ回出ᖍしてください。授業に出ᖍし，かつヨ㦂等により実施される⪃ᰝに合᱁すると，そ

の授業科目の༢が認定されます。⪃ᰝの方法は科目及び担当教員によって␗なり，各科目の成⦼評価

の方法等はシラバスや担当教員のㄝ明により周知されます。ただしࠕ༞◊ゼミࠖは，༞業ㄽᩥにより成

⦼評価及び༢の認定が行われます。⪃ᰝについては，ࠕ⪃ᰝ及び成⦼について をࠖ参照してください。

成⦼の評価基‽等は次のようになっています：

ุ定 成⦼評価 標ㄒ 成⦼評価基‽

合᱁

100㹼90 点 AA A 以上にඃれている

89㹼80 点 A 
授業科目の฿達目標以上に㧗度な内容を㌟に付けてお

り，授業で㌟に付けるき内容を༑分に習ᚓしている

79㹼70 点 B C 以上にඃれているが A に‶たない場合

69㹼60 点 C 
授業科目の฿達目標を‶たしており，授業で㌟に付ける

き᭱ప限の内容を習ᚓしている

合᱁

59 点以下 D 授業科目の฿達目標を‶たしていない

Ḟᖍ K 

受講要௳(注)は‶たしているがࠊ成⦼評価 100 点‶点のう

合計で，ࡕ 40 点を㉸えるᚓ点を㓄分された評価項目（ヨ

㦂・ࣞポート・その）を受けない・ᥦ出しない等のた

め，成⦼評価を行っても 60 点に達しない場合

ኻ᱁ S 
出ᖍ回ᩘなど当ヱ授業科目において指定された受講要

௳(注)を‶たさない場合

（注）当ヱ授業科目を受講するための要௳として科目㈐௵者が課す᮲௳のこと。えࡤ，教㣴教育科

目では，つ定の出ᖍ回ᩘの 3 分の 2 以上出ᖍすることが要௳となっており，これを‶たさない場

合は受講したものとࡳなさない。

科目によっては，ࠕ合ࠖࠖྰࠕのࡳをุ定するもの，また，合᱁したことをࠕ認ࠖと⾲♧するものも

ありますので，注意しましࡻう。

４㸬ᒚ修ୖ㝈༢ᩘ 

  計画的なᒚ修を行うため，１年間にᒚ修Ⓩ録できる授業科目༢ᩘには次のようなไ限があります：

      ➨１年次㹼➨４年次 48༢

  通常，１年間の上限༢ᩘの༙分を１学期にᒚ修Ⓩ録します。

ただし，学部つ⛬ู⾲➨３やู⾲➨５，ู⾲➨㸴，ู⾲➨㸵で授業科目名の直後に࣐ۼーࢡのついて
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いる科目は，この上限༢ᩘのไ限を受けない科目です。

  また，1年間に40༢以上を修ᚓし，かつ，次の計⟬方ᘧによるグࣞーࢻ・ポイント・ベࣞージ(ࠕGPAࠖ

という。)が2.8以上である場合には，⩣年度のᒚ修上限がゎ㝖されます。

（評価AAの  （評価Aの    （評価Bの   （評価Cの  （評価D・Ḟᖍ・ኻ᱁
༢ᩘ�4）㸩  ༢ᩘ�3）㸩  ༢ᩘ�2）㸩 ༢ᩘ�1）㸩 の༢ᩘ�0）

GPA  =                                              
１年間のᒚ修Ⓩ録༢⥲ᩘ

 なお，ࠕ合ࠖࠖྰࠕやࠕ認ࠖという評ㄒの科目はGPA計⟬にはྵまれません。

５㸬ᡤᒓコーࢫのỴᐃ 

間コースには４つのコーࢫを設けています。コースのᡤᒓは１年次後期にỴ定されます。コースに

関するㄝ明会が開ദされ，それࡒれのコースのᴫ要について㈨ᩱを用意して詳しくㄝ明されます。

コースへの㓄ᒓは，１年次前期の成⦼と，本ேのᕼᮃによってỴ定されます。

成⦼は次のᘧでGPAが⟬出され，ᚓ点の㧗いேからᕼᮃのコースにᡤᒓコースがỴまります。

（評価AAの  （評価Aの    （評価B・認の  （評価Cの  （評価D・Ḟᖍ・ኻ᱁
༢ᩘ�4）㸩  ༢ᩘ�3）㸩  ༢ᩘ�2）㸩 ༢ᩘ�1）㸩 の༢ᩘ�0）

GPA  =                                              
ᒚ修Ⓩ録༢⥲ᩘ

 なお，ࠕ合ࠖࠖྰࠕという評ㄒの科目はGPA計⟬にはྵまれません。

㸴㸬࣑ࢮのỴᐃ（ࠕ間コースの演習についてࠖのページも参照してください）

  授業科目は主体的な学習によってこそ学習内容が㌟に付くものですが，演習，中でもࠕ専門ゼミ ༞ࠕࠖ

◊ゼミࠖはより積極的主体的な学習が必要とされる科目です。

れ通年（1年間）4༢の必修科目であり，３年次及び４年次が標ࡒ༞◊ゼミࠖはそれࠕ専門ゼミࠖࠕ  

‽ᒚ修年次となります。ただし，一⯡᪩期༞業ண定者やᅜ際ࣅジࢿスplusプࣟグラム参加者は，୧ゼミ

を３年次に୪行してᒚ修します。

ゼミのᡤᒓỴ定は２年次後期（通12᭶）に行われます。

年10᭶㡭にゼミのເ集要項（演習指㔪）が㓄付されㄝ明会が開ദされます。その後，ゼミぢ学・ಶ

ู相談の期間があり，この期間に演習指㔪に᭩かれたゼミを実際にぢ学し，ゼミでྲྀ⤌む内容について

ゼミ担当教員に相談することができます。これらの事前ㄪᰝの後，自分のᡤᒓᕼᮃゼミをᡤ定の様ᘧで

ᥦ出します。ゼミのỴ定までには，᭦に，教員による面᥋が行われたり，事前に課されたࣞポート等の

ᥦ出をồめられたりすることがあります。ゼミの㑅ᢥに際しては，さまࡊまな情報を集めるとともに，

自分の学ၥ的⯆やᑗ᮶の㐍㊰との関係についてしっかり⪃えるという主体的積極的なጼໃが大切です。

原則としてࠕ専門ゼミࠖࠕ༞◊ゼミࠖはྠ一教員のもとで学習と◊✲を㐍め，᭱⤊的に༞ᴗㄽᩥを᭩

かなくてはなりません（᪩期༞業ண定者やᅜ際ࣅジࢿス（plus）プࣟグラム参加者は指導体ไが␗なる

場合があります）。自分の⯆のあるテー࣐にྲྀり⤌むことが༞業ㄽᩥを᭩き上ࡆるための必要᮲௳と

なるのは自明でしࡻうが，大学生活を締めくくり，また自らの㐣ごした大学時௦のドとして長く手ඖに

ṧるのも༞業ㄽᩥです。大学生活の集大成としてどのようなテー࣐にྲྀり⤌むのか，ᑡしࡎつ自分の中

で‽ഛをጞめておきましࡻう。༞業ㄽᩥのస成・ᥦ出方法等についてはࠕ༞業ㄽᩥについてࠖを参照し

てください。

㸵㸬␃学ࡼり修ᚓࡋた༢のㄆᐃ 

外ᅜの大学ཪは▷期大学において授業科目をᒚ修し༢を修ᚓした場合，本学部が定めた᮲௳を‶た
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し，その学修が教育上᭷┈であると認められれࡤ，その༢を本学部において修ᚓした༢として認定

することがあります。認定をᕼᮃする場合は，[つ則集]ࠕ外ᅜの大学において修ᚓした༢を認定する

手⥆きに関する࢞イࢻラインࠖに定められた手⥆きにᚑってください。なお，明点は必ࡎ学務係にၥ

い合わせて下さい。

㸶㸬༞ᴗのㄆᐃ 

本学部に４年（⦅入学の場合２年。）以上在学し，教㣴教育科目及び専門教育科目の᭱ప修ᚓ༢ᩘ

（合計126༢。学部つ⛬のู⾲➨１及びู⾲➨３を参照。）をすて修ᚓすると，学部教授会の㆟を

⤒て，༞業が認定されます。本学部の༞業者にはࠕ学ኈ（⤒῭学）ࠖの学が授されます。

㸷㸬᪩ᮇ༞ᴗ 

  㡰ㄪにඃ⚽な成⦼でᒚ修を㐍めているேが，在学期間3年以上4年ᮍ‶で᪩期に༞業できるไ度が᪩期

༞業ไ度です。このไ度を利用すると，ᅜ内外の大学㝔に᪩めに㐍学すること等が可能になり，時間と

学㈝の⠇⣙ができます。2年次前期末に修ᚓ༢64༢以上で積⟬GPA3.2以上，2年次後期末に86༢

以上で積⟬GPA 3.2以上，༞業ุ定時に᭱ప修ᚓ༢ᩘを‶たし積⟬GPA3.2以上であることが᪩期༞業

の要௳です。᪩期༞業をᕼᮃする場合は，上に᭩いた時期ごとに᪩期༞業௬ண定者，᪩期༞業ண定者と

なり，᭱⤊的に᪩期༞業対㇟者となって᪩期༞業が認定されます。学はࠕ学ኈ（⤒῭学）ࠖです。詳

⣽は[つ則集]ࠕ᪩期༞業に関する内つࠖを参照してください。

  なお，ᅜ際ࣅジࢿス（plus）プࣟグラム参加者で，᪩期༞業・大学㝔㐍学を目指すᅜ際ࣅジࢿスplus
プࣟグラム参加者には，積⟬GPAとして3.0以上が適用されます。

大学では自分のྲྀり⤌むき課㢟を自ら設定し，自らດຊしてそれをゎỴすることになります。その➨

一Ṍがᒚ修すき科目の㑅ᢥです。１・２年次は必修あるいは必修に㏆い授業科目がከいのですが，ᒚ修

上限༢ᩘ内で自由に㑅ᢥできる科目もṧされています。大学でどのようなことを㌟に付けたいのか，あ

るいはどのようなことを知りたいのか，明らかにしたいのか，という自分の内から生まれる知的ዲወᚰに

⪥をഴけ，一᪥も᪩く大学生活の中で自分の㐍ࡳたい道をぢつけるようにしましࡻう。
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昼間コースの演習について

㸯㸬₇⩦のయ⣔

昼間コースの₇習は以下のように体系化されています。

㛤ㅮ時期 ₇習ྡ⛠

科目༊ศと༢ᩘ

ഛ⪃
教養教育科目

専門教育科目

必修 㑅ᢥ

㸲年次 卒◊ࢮミ ὀ） 㸲 卒業ㄽ文ᣦ導

㸱年次

プロジࢡ࢙ト₇習 㸲
ビジネス実践力育成プログラムཧຍ⪅が

ཷㅮできる。

専門ࢮミ ὀ） 㸲
専門㡿域の学習   

。ミ履修要௳ありࢮ

㸰年次๓期

␃学生との共修ࢮミ 㸰
国際ビジネス（plus）プログラムཧຍ学生

がඃඛされる。

基礎ࢮミ 㸰
ㄽ理的ᛮ⪃能力のᾰ養を中心とし，✚ᴟ的

な学習ጼໃを㌟にࡅさࡏる。

㸯年次後期 GSR▷期海外◊修 㸰
国際ビジネス（plus）プログラムཧຍ学生

がඃඛされる。

㸯年次๓期 ึ年次ࢭミナー 㸯（必修）

高ᰯ教育から大学教育への㌿。教養ࣔジ

ュール科目等の学習に必要な⣲養を㌟に

ࡅる。

ὀ）早期卒業ணᐃ⪅や，国際ビジネスplusプログラムཧຍ学生は専門ࢮミと並行して3年次での履修

また，大学4年間のスࢣジュールとの関係は下⾲のようになります。

学

年
学期 履修ᣦ導等

通ᖖの

₇習

国際ビジネス（plus）

プログラム

ビジネス実践力

育成プログラム

㸲
後期

卒◊ࢮミ ὀ）
๓期

㸱
後期

ࠝᑵ職ᣦ導ࠞ 専門ࢮミ ὀ）
海外␃学（␃学ඛ大学

1学期間以上）

プロジࢡ࢙ト₇習

専門ࢮミ๓期

㸰
後期 10᭶ ₇習説明会

๓期 4᭶ 㸰年次࢜リエンࢸーシࣙン 基礎ࢮミ ␃学生との共修ࢮミ 基礎ࢮミ

㸯

後期

  ビジネス実践力育成

プログラムཧຍ⏦ㄳ

ビジネス実践力育成

  プログラム説明会

10᭶  コースᕼᮃᥦฟ・ᡤᒓコース

決ᐃ

GSR▷期海外◊修

๓期

国際ビジネス（plus）プログラ

ム参加者選抜
国際ビジネス（plus）プログラ

ム説明会
コース説明会

4月 新入生オリエンテーション
（教養教育・専門教育・教職）

ึ年次

ミナーࢭ

ὀ）早期卒業ணᐃ⪅や，国際ビジネスplusプログラムཧຍ学生は専門ࢮミと並行して3年次

での履修

ミ履修要ࢮ

リアࢡ௳

コースᡤᒓ

㛤ጞ

国際ビジネス

plusプログラム

では早期卒業

大学院進学
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₇習に関する説明会を，㸰年次後期（年10᭶）に実しますので，㸰年次生及びᮍ履修⪅は必ࡎฟᖍ

してࡔࡃさい。₇習についてのヲ⣽は，₇習説明会で㓄される₇習ᣦ㔪により説明します。なお，GSR
▷期海外◊修・基礎ࢮミ・␃学生との共修ࢮミについては㸯年次後期にู㏵通知等をします。

㸰㸬ᒚಟせ௳㸸経済学部規⛬➨18᮲

(1) 専門ࢮミを履修するためには，次の各ྕに掲げる༢ᩘを修ᚓしていなࡅれࡤなりまࢇࡏ。

      1) 教養教育科目の修ᚓ༢ᩘが22༢以上（外国語科目6༢以上を含む）

      2) 専門教育科目の修ᚓ༢ᩘが26༢以上

(2) 卒◊ࢮミを履修するためには，専門ࢮミの༢を修ᚓしていなࡅれࡤなりまࢇࡏ。

㸱㸬ᒚಟ᪉ἲ

(1)GSR▷期海外◊修・基礎ࢮミ・␃学生との共修ࢮミは，それࡒれᣦᐃされた時期に履修するものであり，

履修ᡭ⥆き᪉ἲ等を掲示等にて通知しますので，ཷㅮᕼᮃ⪅はそれࡒれについて⏦し㎸む必要がありま

す。履修するためには掲示でᣦᐃされた履修Ⓩ㘓期間にᨵめて履修Ⓩ㘓をしなࡅれࡤなりまࢇࡏ。

(2) 専門ࢮミのເ㞟は，㸰年次後期の₇習説明会での履修ᡭ⥆等の説明後に行います。たࡔし，このເ㞟の

⤖ᯝによるᡤᒓ決ᐃは，あࡃまでも௬決ᐃです。㸰年次の㸱᭶ᮎに，上グ㸰の履修要௳を‶たしている

ことが確ᐃした後，㸱年次の㸲᭶ึめに掲示によりṇᘧ決ᐃを通知しますので，ᨵめて履修Ⓩ㘓をしな

（ミ履修要௳は，入学年度ẖに␗なるのでὀពすること㹿ࢮ専門）。ࢇࡏなりまࡤれࡅ

(3) 専門ࢮミ及び卒◊ࢮミは，ཎ๎としてྠ一教ဨのᣦ導の下に履修しなࡅれࡤなりまࢇࡏ。

(4) 卒◊ࢮミの༢ㄆᐃは，➨㸲年次のᣦᐃされた期間にᥦฟされた卒業ㄽ文によって行います。

(5) 履修Ⓩ㘓ྲྀᾘや㎡㏥のሙྜは，᪂たに履修ᡭ⥆を行い，専門ࢮミ及び卒◊ࢮミをཎ๎としてྠ一教ဨの

ᣦ導の下に履修しなࡅれࡤなりまࢇࡏ。

(6) やむをᚓない事により，ྠ一ᣦ導教ဨについて履修することができないሙྜは，ᣦ導教ဨのኚ更をㄆ

めることがあります。（ᣦ導教ဨの㌿ฟ，ఇ職，長期ฟᙇ等及び教育上≉に必要とㄆめられるሙྜ）

(7) ఇ学・␃学中の学生で専門ࢮミ履修要௳を‶たしている⪅については，下グによりᡭ⥆きをしてࡔࡃさ

い。

・10᭶にWeb上でබ㛤される₇習ᣦ㔪をཧ⪃に，応ເ用⣬の㟁Ꮚファイルを学ົ係にㄳồし，⥾切期

日までに学ົ係に㏦すること。なお，⥾切期㝈（日本時間）までに㏦されなࡅれࡤ，ཷ理されま

。ࢇࡏ

・次ເ㞟以降においては，学ົ係に上グのㄳồがなࡅれࡤ，従᮶通りᐃဨに✵きがあるࢮミの中から

2᭶㹼3᭶㡭に㑅ᢥしてもらうことになります。                     

(8) 早期卒業ணᐃ⪅に対しては，[規๎㞟]「早期卒業に関する内規」の➨ 7᮲に基づき，(2)㹼(7)に関して

ู㏵ᣦ示があります。掲示等によࡃὀពしてࡔࡃさい。

(9) 国際ビジネス（plus）プログラムཧຍ⪅に対しては，[規๎㞟]「国際ビジネス（plus）プログラムに関

する内規」の➨12᮲に基づき，(2)㹼(7)に関してู㏵ᣦ示があります。掲示等によࡃὀពしてࡔࡃさい。

(10)ビジネス実践力育成プログラムཧຍ⪅に対しては、㸯年後期のプログラム説明会において（1）㹼（7）

に関してู㏵ᣦ示があります。掲示等によࡃὀពしてࡔࡃさい。

㸲㸬₇⩦ᐊ⏝ୖの注意等

(1) ₇習は，㸲᭶ึめにりᙜてられた₇習ᐊで行われます。

(2) ₇習ᐊを用するሙྜは，事๓に学ົ係の用⡙にグ入し，㘽を㡸かり，用後は㘄し学ົ係へ㘽を

㏉༷して下さい。

(3) ₇習ᐊの用時間は，ཎ๎として 14時 30ศ㹼17時 40ศまでとし，時間外等に用するときは学ົ係

に⏦しฟてࡔࡃさい。

(4) ₇習⤊後は，ᡞ⥾まり等を確実に行ってࡔࡃさい。

(5) ₇習に関わるሗ࿌᭩等のస成のため，༳ๅᶵを本㤋㸰㝵の多目的ᐊにഛえています。用᪉ἲについて

は学ົ係๓の掲示等で確ㄆしてࡔࡃさい。
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演習題目 職名 教員名

憲法問題の探究 教授 井田　洋子

競争法（独占禁止法）研究 教授 井畑　陽平

人的資源管理 准教授 宇都宮　譲

確率論 准教授 大角　道子

財務会計 教授 岡田  裕正

管理会計論 准教授 小野  哲

国際貿易政策 教授 加藤　誠

証券投資理論 准教授 神薗  健次

統計学 准教授 式見　拓仙

公共経済学 教授 宍倉　学

マクロ経済学 准教授 島田　章

社会言語学 講師 白水　桂子

コンピュータセキュリティ 講師 鈴木  斉

経営戦略論 助教 髙井　計吾

マーケティング 助教 高橋　史早

マネジメントの実践 准教授 津留崎 和義

世界経済論 准教授 成田  真樹子

イノベーション実践研究 教授 西村  宣彦

経営学 教授 林　　 徹

企業情報開示と意思決定行動 准教授 林川　万理水

長崎県移住促進政策についての研究 教授 深浦　厚之

労働経済学 教授 福澤  勝彦

マネジメントの実践 助教 辺見　英貴

ミクロ経済学 准教授 松木　佑介

実践的意思決定論 教授 丸山  幸宏

日本経済史 准教授 南森  茂太

租税法研究 准教授 山内　伸隆

地域経済論 准教授 山口  純哉

ミクロ経済学 准教授 吉沢　裕典

演習題目及び担当教員一覧
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卒業論文について

１㸬㸦ᥦฟᮇ᪥㸧 ༞業ㄽᩥは４年次後期１᭶下᪪のᡤ定の期間にᥦ出してください。ただし，４年を㉸えた

在学者で，㸷᭶༞業ᕼᮃ者は，８᭶下᪪から㸷᭶上᪪のᡤ定の期間にᥦ出することができます。 

２㸬㸦ᥦฟ㛫� ᡤ定の期間の㸷時から１㸵時までとします。締切後は，一切受け付けません。 

３㸬㸦ᥦฟሙᡤ� 学務係❆  ཱྀ

４㸬㸦సᡂせ㡿㸧 

ձ 演習指導教員から１２᭶上᪪（㸷᭶༞業の場合は，� ᭶下᪪）に，関係᭩㢮等（༞業ㄽᩥᥦ出⚊，〇本

バー，⾲⣬，ㄽᩥ要᪨記載用⣬，㸿４用⣬，ࠗ༞業ㄽᩥのᥦ出について࢝ ）࠘を受けྲྀってください。（⾲⣬，

ㄽᩥ要᪨，目次とㄽᩥ本体のテンプࣞートは，⤒῭学部ホームページから㝶時࢘ࢲンࣟーࢻできます。⾲

⣬とㄽᩥ要᪨のテンプࣞートは指定です。） 

ղ パソコン，࣡ープࣟの場合，㸿４用⣬を㓄ᕸしますが，自分で用意してもᵓいません。 

  また，手᭩きの場合，࣎ールペン（㖄➹は可）を用い，ᡤ定の原✏用⣬でస成してください。 

ճ ༞業ㄽᩥは，⾲⣬，ㄽᩥ要᪨，目次，ㄽᩥ本体（付録�注�，参⪃ᩥ⊩をྵむ）よりなり，ㄽᩥ本体にペー

ジ␒ྕを付してください。付録（注），参⪃ᩥ⊩以外のㄽᩥ本体のㄽ㏙ᯛᩘは次に定める通りです。ただし，

ㄽ㏙ᯛᩘには，ᅗ⾲，⬮注をྵめます。     �注�付録はㄽᩥᵓ成上必要なときにつけてください。 

���᪥本ㄒㄽᩥの場合 

   パソコン，࣡ープࣟで᭩くとき，㸿４用⣬（⦪に横᭩きとし，⦪３０行，横全ゅ４０ᩥᏐ，本ᩥの 

フォントは����ポイントを標‽とする）で１４ᯛ㉸（᭱పᩥᏐᩘ１㸴�８００Ꮠ⛬度）とします。 

手᭩きの場合，ᡤ定の原✏用⣬（１ᯛ４００Ꮠの㸿４ุ⦪に横᭩き）４２ᯛ㉸とします。 

���ⱥㄒㄽᩥの場合 

   パソコン，࣡ープࣟでᇳ➹し，㸿４用⣬（⦪に横᭩きとし，⦪３０行，横༙ゅ８０ᩥᏐ，本ᩥのフォ

ントは����ポイントを標‽とする）で１０ᯛ㉸（᭱పㄒᩘ４�０００ZRUGV⛬度）とします。 

���ⱥㄒ以外の外ᅜㄒでᥦ出する場合は，３年次末までに指導教員等に相談してください。 

մ ⾲⣬に༞業年，༞業回ᩘ，ㄽ㢟，ᡤᒓコース，学生␒ྕ，氏名及び指導教員名を記入してください。 

յ ㄽᩥ要᪨のᩥᏐᩘは８００Ꮠ⛬度とします（ⱥᩥの場合は，２００ZRUGV⛬度）。 

ն ⾲⣬，ㄽᩥ要᪨，目次，ㄽᩥ本体の㡰にᥞえ，〇本࢝バーで⥛じたものが༞業ㄽᩥとなります。 

５㸬㸦ᥦฟせ㡿㸧 

ձ 学務係へのᥦ出の前に，ㄽᩥ要᪨の電Ꮚフイルを指導教員にᥦ出し，あわせて指導教員にᢎをᚓた

上，ࠕ༞業ㄽᩥᥦ出⚊ のࠖࠕ指導教員ᢎ᪥ ḍࠖに᪥付を記入して下さい。（ㄽᩥᥦ出はᙧᘧ要௳にすࡎࡂ，

༢認定を意するものではありません）。 

ղ 学務係❆ཱྀにて，本ேが学生ドをᥦ♧の上，༞業ㄽᩥと༞業ㄽᩥᥦ出⚊をᥦ出してください。 

ճ స成要㡿・ᥦ出要㡿等について，明な点があれࡤ指導教員の指♧を受けてください。 

㸴㸬㸦≉ᥐ⨨㸧 ༞業ㄽᩥは原則的に一ேで１⠍のᇳ➹を行いますが，演習指導教員のチ可があれࡤ，ྠ 一

༞◊ゼミの４名までを限度として」ᩘேで共ྠᇳ➹することができます。ただし，一ேあたりのㄽ㏙ᯛᩘ

にኚ᭦はなく（４ճのとおり），目次にᇳ➹分担を明記した上で，各ேが共ྠᇳ➹ㄽᩥとㄽᩥ要᪨を学務係

にᥦ出します。共ྠ◊✲が適しており，成⦼評価を各ேごとに分㞳して行え，成がぢ㎸めるときに，演

習指導教員のチ可が下ります。成⦼評価は分担⟠ᡤそれࡒれに対して行われ，各ಶேごとに評価されます。 

 この≉ᥐ⨨は，ᅜ際ࣅジࢿス（plus）プࣟグラム参加者には適用されません。 
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              ⪃ᰝ及び成⦼について

ここでは，専門教育科目を中ᚰにㄝ明します。教㣴教育科目については，教㣴教育の学生౽ぴにㄝ明され

ています。ྲྀᢅいが␗なる部分がありますので，ΰྠしないように注意してください。 

１㸬⪃ᰝ

 ձ ⪃ᰝは，ヨ㦂，ㄽᩥ，報࿌᭩（ࣞポート）そのの方法により行われます。 

 ղ ヨ㦂は，当ヱ授業科目の授業がすて⤊したのࡕ各学期末や各ࢡォーター末に期᪥を定めて行うも

の（定期ヨ㦂），各学期の中間に期᪥を定めて行うもの（中間ヨ㦂）のか，授業科目によっては㝶時に

ヨ㦂が行われることがあります。 

２㸬ᐃᮇヨ㦂࣭୰㛫ヨ㦂

 ձ 定期ヨ㦂及び中間ヨ㦂は，⤒῭学部つ⛬及びࠕ⪃ᰝ及びその成⦼に関する内つࠖに則って行います。 

 ղ 定期ヨ㦂及び中間ヨ㦂は，学期ごとに行う期᪥を定め公♧します。ただし，授業科目によってはヨ㦂

期間外に行うこともあります。 

 ճ ヨ㦂時間は，ヨ㦂期間の⣙２㐌間前にⓎ⾲します。 

 մ 授業は全回出ᖍすることが原則であり，授業に出ᖍした回ᩘがその学期の授業担当教員の定める回ᩘ

を下回る授業科目は受㦂を認められないことがあります。また，その学期のጞめにᒚ修Ⓩ録を行ってい

ない授業科目は原則として受㦂を認められません。 

３㸬ᐃᮇヨ㦂㸦୰㛫ヨ㦂࣭㏣ヨ㦂ࡴྵࢆ㸧受㦂ୖのᚰᚓ

ձ ヨ㦂は，ᒚ修Ⓩ録を行った授業科目に限り受㦂できます。 

   ᒚ修科目Ⓩ録を行っていない授業科目を受講し，ヨ㦂を受けても成⦼評価の対㇟にはなりません。 

 ղ ヨ㦂時間は，原則として，㸴０分または８０分となっています。 

 ճ ヨ㦂開ጞ１０分前にはヨ㦂室へ入室し，指定されたᗙᖍに着ᖍしてください。 

 մ ヨ㦂中は，ࠕ学生ドࠖを必ࡎ携帯しᮘのྑ上（指♧された場ᡤ）に⨨いてください。 

学生ドࠕ    のࠖ⣮ኻ等で手ඖにない者は�事前に学生ᨭセンター（ᩥ教ࣕ࢟ンパス）࣊真（⦪３㹡㹫

�横２㸬４㹡㹫）をᥦ出し，付を受けてください。なお�ヨ㦂当᪥ࠕ学生ドࠖをᛀれた者は�ヨ㦂開ጞ

前に学務係に申し出てࠕ�௬学生ドࠖの付を受ける必要があります。 

յ ヨ㦂室には，チ可された≀ရのࡳ携行してください。携帯電話をጞめとする通ಙᶵჾの電※は必ࡎ切

って，࢝バンなどにしまってください。ᮘの上には，学生ド，ヨ㦂時に必要な➹記ල及び使用をチ可さ

れた≀のࡳを⨨き，ᮘの中Ჴには一切≀を入れてはいけません。そののもの（➹記ල入れをྵむ）は

 。バンなどにしまってください࢝

 ն 㐜้した者は原則としてヨ㦂開ጞ後２０分までは入室を認めます。ただし，ヨ㦂時間はᘏ長しません。

ヨ㦂開ጞ後２０分⤒㐣したときは，理由のいかんにかかわらࡎ受㦂をチ可しません。 

 շ ㏥室は，ヨ㦂┘╩者から≉ูの指♧がある場合を㝖き，ヨ㦂開ጞ後３０分から認めます。 

 ո 答用⣬は持ࡕᖐってはいけません。答用⣬は必ࡎ各自が┘╩者にᥦ出しなけれࡤなりません。 

չ ヨ㦂室においてはすて┘╩者の指♧にᚑってください。 

４㸬㏣ヨ㦂

   Ẽそのやむをᚓない理由により定期ヨ㦂や中間ヨ㦂を受けることができない，ཪは受けることが

できなかった者に対しては㏣ヨ㦂を行います。㏣ヨ㦂を受けようとする者は，㏣ヨ㦂期間開ጞ᪥の２᪥

前までに（またはู㏵指定する᪥までに）་ᖌのデ᩿᭩ཪはド明᭩等をῧえて㏣ヨ㦂㢪をᥦ出し，学部

長のチ可を受けなけれࡤなりません。 

― 19 ―



５㸬ヨ㦂 

  ヨ㦂（⪃ᰝの結果，合᱁となった者に対して評価のため行われるヨ㦂）は行いません。 

㸴㸬⪃ᰝᡂ⦼のⓎ⾲ 

 ձ ⪃ᰝ成⦼は，学務情報システム（㹌㹓�㹕HE システム）で確認できます。前期，後期それࡒれに成

⦼公開᪥をᥖ♧ᯈ等でお知らせしますので，各自で㏿やかに成⦼結果を確認してください。明な点

がある場合は，ただࡕに学務係へၥい合わせてください。 

ղ 成⦼の評価基‽等は次のようになっています： 

ุ定 成⦼評価 標ㄒ 成⦼評価基‽ 

合᱁

100㹼90点 AA A以上にඃれている

89㹼80点 A 
授業科目の฿達目標以上に㧗度な内容を㌟に付けており，

授業で㌟に付けるき内容を༑分に習ᚓしている

79㹼70点 B C以上にඃれているがAに‶たない場合

69㹼60点 C 
授業科目の฿達目標を‶たしており，授業で㌟に付ける

き᭱ప限の内容を習ᚓしている

合᱁

59点以下 D 授業科目の฿達目標を‶たしていない

Ḟᖍ K 

受講要௳(注)は‶たしているがࠊ成⦼評価100点‶点のうࡕ，

合計で 40 点を㉸えるᚓ点を㓄分された評価項目（ヨ㦂・

ࣞポート・その）を受けない・ᥦ出しない等のため，成

⦼評価を行っても60点に達しない場合

ኻ᱁ S 
出ᖍ回ᩘなど当ヱ授業科目において指定された受講要௳(注)

を‶たさない場合

（注）当ヱ授業科目を受講するための要௳として科目㈐௵者が課す᮲௳のこと。えࡤ，教㣴教育科目

では，つ定の出ᖍ回ᩘの3分の2以上出ᖍすることが要௳となっており，これを‶たさない場合は

受講したものとࡳなさない。 

科目によっては，ࠕ合 認ࠖと⾲♧するものもあࠕをุ定するもの，また，合᱁したことをࡳのࠖྰࠕࠖ

ります 

 ճ 成⦼結果に⩏がある場合には，前期，後期それࡒれの成⦼の␗㆟申❧期間に成⦼結果に対する␗

㆟申❧てを行うことができます。（期限は，成⦼公開᪥から㸴᪥後の間コースは１㸵時，ኪ間主コー

スは１㸷時４０分までです。）␗㆟申❧てを行うときは，⤒῭学部学務係にてࠕ成⦼評価に関する␗㆟

申❧᭩ࠖをᥦ出しなけれࡤなりません。ᅵ᪥・⚃᪥は⤒῭学部学務係がఇ業となるので，ࣞ࢝ンࢲー

を確認して下さい。 

  մ 合᱁となった授業科目（༢を認定された授業科目）は，ᒚ修できません。 

㸵㸬ṇ⾜Ⅽ㛵ࡿࡍฎ⨨

⪃ᰝにおいて正行Ⅽを行った者にはࠕ長崎大学⤒῭学部の⪃ᰝに係る学生の正行Ⅽのྲྀᢅいに関す

る申合せ （ࠖこの౽ぴにはᥖ載していません）に基࡙き必要なฎ⨨が行われます。

正行Ⅽの事実が認定された場合は，この申合せに定めるとおり，その期にᒚ修した専門教育科目及び

≉ู指定科目（教㣴教育として開講されたものを㝖く）のすてについてその⪃ᰝを↓ຠとします。また，

その期に大学等（ᨺ㏦大学をྵむ）のᒚ修により修ᚓした༢についても，本学部の専門教育科目の༢

として認めないྲྀᢅいとなります。さらに，[つ則集]の長崎大学学則➨５０᮲に定めるᠬᡄの対㇟とな

る場合があります。
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ͤ⥙けは，ᒚ修上限༢ᩘ及び᭱ప修ᚓ༢ᩘにྵまれない。

教育職ဨචチ状の修ᚓについて

㸯㸬ಟᚓ࡛ࡿࡁචチ≧
චチ状の✀㢮・・・・㧗等Ꮫᰯᩍㅍ୍✀චチ≧

චチ教科・・・・࣭࣭ၟ業

㸰㸬චチ≧ಟᚓのࡵࡓのᡤせ༢ᩘ

ᶆ‽履
科目 授業科目ྡ ༢ 必修・㑅ᢥ ഛ⪃

修年次

㑅ᢥ必修

（㸱年次⤊

時までに必ࡎ

修ᚓすること）

ၟ業の関係科目（下グの履修᪉ἲ

により修ᚓすること㹿）

㸯㸰
教科及び教

科のᣦ導ἲ
㸯㸴 㑅ᢥ 専門教育

に関する

科目 必修
職業ᣦ導 ۼ 㸲 㸰・㸱

（㸱年次⤊時
までに必ࡎ修ᚓ
すること）ၟ業教科教育ἲ ۼ 㸲 㸱

教育ཎ理（教育課⛬のព⩏及び⦅

成の᪉ἲの内ᐜを含む。）ۼ
㸰 㸯

教育社会・ไ度ㄽ ۼ 㸰
教育の基礎 必修

（㸱年次⤊
時までに必ࡎ
修ᚓすること）

㸯 ⮬⏤科目

（教職課⛬関連科目）的理解に関 教育心理学 ۼ 㸰 㸯

する科目 ≉ูなᨭを必要とするᏊもの

理解 ۼ
㸰 1 

教育職業ㄽ ۼ 㸰 㸰・㸱 専門教育

≉ู活動及び⥲ྜ的な学習の時間

のᣦ導ἲ ۼ
㐨ᚨ、⥲ྜ 㸰 㸰

的な学習の

時間等のᣦ 教育᪉ἲ・ᢏ⾡ㄽ ۼ 㸯 必修

（㸱年次⤊

時までに必ࡎ

修ᚓすること）

㸰
⮬⏤科目

（教職課⛬関連科目）
導ἲ及び生 ICT活用の理ㄽと実践 ۼ 㸯 㸰
ᚐᣦ導，教

育相ㄯ等に 生ᚐ・進㊰ᣦ導ㄽ ۼ 㸰 㸰

関する科目
教育相ㄯ ۼ 㸰 㸰

事๓㺃事後ᣦ導 ۼ 㸯 㸲 教育実習๓後に実
必修

教育実践に 教育実習 ۼ 㸰 （㸲年次に履 㸲 教育実習ᰯで実習
関する科目

修） 後期に教育学部，経済学

部，及び実習༠力ᰯで実
教職実践₇習（高等学ᰯ）ۼ 㸰 㸲

日本国᠇ἲ 㸰 必修 1 教養教育（㑅ᢥ科目）

ᗣ科学 㸯 必修 1 教養教育

（ᗣ・ス࣏ーࢶ科学科目）චチἲ行
ス࣏ー₇ࢶ習 㸯 必修 㸰

規๎➨66᮲

の 6 にᐃめ 英語ビジネスコミュࢣࢽーシࣙンϨ 㸰・㸱 専門教育
㑅ᢥ必修

る科目 㸰 国際ビジネス(plus)プログ

ラムཧຍ⪅のࡳ履修ྍ
Global Business CommunicationϨ （いࡎれか一つ） 㸰

ሗ基礎 㸰 必修 㸯 教養教育（ሗ科学科目）

ྜ 計 㸴㸵
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３㸬ᒚ修᪉ἲ
（�）教科及び教科の指導法に関する科目 

ձၟࠕ業の関係科目ࠖのうࡕ㑅ᢥ必修の��༢は，以下��科目の中から，３年次⤊時までに修ᚓしなけ

れࡤなりません。 

ミࣟࢡ⤒῭学Ϩ，ࣟࢡ࣐⤒῭学Ϩ，簿記，⤒Ⴀ学，⤫計学，計㔞⤒῭学Ϩ，計㔞⤒῭学ϩ，᠇法， 

ᅜ際関係ㄽϨ，ᅜ際関係ㄽϩ，㔠⼥ㄽϨ，㔠⼥ㄽϩ，応用ᩘ理Ϩ，応用ᩘ理ϩ 

ղၟࠕ業の関係科目ࠖのうࡕ㑅ᢥの��༢は，ձの授業科目及び以下の科目の中からྲྀᚓしなけれࡤなり

ません。

ͤ⾲中⥙けは㑅ᢥ必修科目

 ⤒῭とᨻ⟇ グࣟーバル⤒  ̈̀ フイナンス ⤒Ⴀと会計 

学
部
共
通
科
目

ミࣟࢡ⤒῭学Ϩ

学Ϩ῭⤒ࣟࢡ࣐

簿記

⤒Ⴀ学

⤫計学

ミࣟࢡ⤒῭学Ϩ

学Ϩ῭⤒ࣟࢡ࣐

簿記

⤒Ⴀ学

⤫計学

ミࣟࢡ⤒῭学Ϩ

学Ϩ῭⤒ࣟࢡ࣐

簿記

⤒Ⴀ学

⤫計学

ミࣟࢡ⤒῭学Ϩ

学Ϩ῭⤒ࣟࢡ࣐

簿記

⤒Ⴀ学

⤫計学

コ

䤀

ス

科

目

⤒῭ᨻ⟇㸿 

⤒῭ᨻ⟇㹀 

計㔞⤒῭学Ϩ

計㔞⤒῭学ϩ

⏘業ᵓ㐀ㄽ 

ປാ⤒῭学 

ୡ⏺⤒῭ㄽ 

᪥本⤒῭ྐϨ 

᪥本⤒῭ྐϩ 

㔠⼥ㄽϨ

㔠⼥ㄽϩ

⌧௦ポートフォリオ理ㄽ

ಖ㝤ㄽ 

⤒Ⴀᡓ␎ㄽ 

応用ᩘ理Ϩ

ᩘ理計画法 

⤒Ⴀ情報ㄽ 

㈈ᨻ学㸿 

㈈ᨻ学㹀 

ᆅᇦ⤒῭ㄽ 

᠇法

Ẹ法Ϩ 

Ẹ法ϩ 

ၟ法Ϩ 

ၟ法ϩ 

ᅜ際関係ㄽϨ

ᅜ際関係ㄽϩ

ୡ⏺⤒῭ㄽ 

㔠⼥ㄽϨ

㔠⼥ㄽϩ

ᅜ際㔠⼥ㄽ 

⤒Ⴀ⟶理ㄽ 

⤒Ⴀ⤌⧊ㄽ 

⤒Ⴀᡓ␎ㄽ 

ປ務⟶理ㄽ 

⤒Ⴀ情報ㄽ 

㈈務会計ㄽϨ 

㈈務会計ㄽϩ 

原価計⟬ㄽϨ 

原価計⟬ㄽϩ 

ⱥㄒ㺩㺼㺚㺼㺦㺛㺘㺮㺋㺤㺗㺎㺚㺌㺻Ϩ

言ㄒ㺘㺮㺋㺤㺗㺎㺚㺌㺻�⊂ㄒ� 

␗ᩥ化㺘㺮㺋㺤㺗㺎㺚㺌㺻ㄽ 

㈈ᨻ学㸿 

㈈ᨻ学㹀 

⤒῭ᨻ⟇㸿 

⤒῭ᨻ⟇㹀 

Ẹ法Ϩ 

Ẹ法ϩ 

⤒Ⴀ⤌⧊ㄽ 

⤒Ⴀᡓ␎ㄽ 

㈈務会計ㄽϨ 

㈈務会計ㄽϩ 

原価計⟬ㄽϨ 

原価計⟬ㄽϩ 

⟶理会計ㄽ㸿 

⟶理会計ㄽ㹀 

㔠⼥ㄽϨ

㔠⼥ㄽϩ

㔠⼥システムㄽ 

⌧௦ポートフォリオ理ㄽ

㖟行ㄽ 

ಖ㝤ㄽ 

計㔞⤒῭学Ϩ

計㔞⤒῭学ϩ

ၟ法Ϩ 

ၟ法ϩ 

ᅜ際㔠⼥ㄽ 

ᅜ際関係ㄽϨ

ᅜ際関係ㄽϩ

⤒Ⴀ⟶理ㄽ 

⤒Ⴀ⤌⧊ㄽ 

⤒Ⴀᡓ␎ㄽ 

ປ務⟶理ㄽ 

⤒Ⴀ情報ㄽ 

⤒Ⴀ情報システムㄽ 

㺓㺫㺽㺸㺎㺚㺌㺻㺛㺼㺃㺶㺙㺎㺟Ϩ 

㺓㺫㺽㺸㺎㺚㺌㺻㺛㺼㺃㺶㺙㺎㺟ϩ 

ᩘ理計画法 

意ᛮỴ定ㄽ 

応用ᩘ理Ϩ

応用ᩘ理ϩ

⟶理会計ㄽ㸿 

⟶理会計ㄽ㹀 

原価計⟬ㄽϨ 

原価計⟬ㄽϩ 

㈈務会計ㄽϨ 

㈈務会計ㄽϩ 

⤒ႠྐϨ 

⤒Ⴀྐϩ 

会計ไ度ㄽ 

⌧௦会計ㄽ 

ၟ法Ϩ 

ၟ法ϩ 

Ẹ法Ϩ 

Ẹ法ϩ 
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教育の基♏的理ゎに関する科目ࠕ（�） 道ᚨ，⥲合的な学習の時間等の指導法及び生ᚐ指導，教育相談等ࠕࠖ，

に関する科目ࠖ及びࠕ教育実㊶に関する科目  ࠖ

ձ 教㣴教育でᥦ౪される自由科目（教⫋課⛬関㐃科目）は，�年次までに，必ࡎ修ᚓしておかなけれࡤ

なりません。 

ղ教育実習及び事前・事後指導について 

  イ㸬教育実習は２༢（��時間）の実習科目として�教育実習༠ຊᰯで２㐌間教育実習を行います。 

  ࣟ㸬事前・事後指導は１༢（��時間）の実習科目です。 

必修・㑅ࠕ２㸬චチ状修ᚓのためのᡤ要༢ᩘࠖのࠕ，㸬教育実習及び事前・事後指導を受講するにはࣁ  

ᢥࠖḍで指♧した 

３年次までに修ᚓするき༢ᩘをすて修ᚓしておかなけれࡤなりません。 

ճ教⫋実㊶演習について 

イ㸬教⫋実㊶演習は２༢（��時間）の実習科目として，４年時後期に教育学部，⤒῭学部及び教育 

実習༠ຊᰯで実施されます。 

ࣟ㸬教⫋実㊶演習ᒚ修の‽ഛとして，各教⫋科目ᒚ修⤊後に教員が評価し，学生自㌟が自ᕫ評価を記

入するࠕᒚ修࢝ルテࠖをస成しなけれࡤなりません。 

（�）චチ法施行つ則➨��᮲の� に定める科目 

ձ教㣴教育科目のࠕ᪥ᮏᅜ᠇ἲ 㸪ࠖࠕሗᇶ♏ 㸪ࠖࠕᗣ⛉学ࠖ及びࢫࠕポー₇ࢶ習ࠖを必ࡎ修ᚓしなけれࡤ

なりません。 

ղ専門教育科目のࠕⱥㄒࢫࢿࢪࣅコࢣࢽ࣑ࣗーࣙࢩンϨࠖཪࠕࡣ*OREDO %XVLQHVV &RPPXQLFDWLRQϨࠖ

の中から一つを必ࡎ修ᚓしなけれࡤなりません。 

���修ᚓ༢のᢅいについて 

演習ࢶを付した科目及びスポーۼ２㸬චチ状修ᚓのためのᡤ要༢ᩘࠖの科目一ぴで，科目名の直後にࠕ

は，ᒚ修上限༢ᩘ及び᭱ప修ᚓ༢ᩘに⟬入しません。 

４㸬その他
���教育⫋員චチ状のྲྀᚓᕼᮃ者は，�᭶末及び�᭶末に開ദするㄝ明会のいࡎれかに必ࡎ参加し，受講申㎸

᭩をᥦ出した上で，関㐃科目のᒚ修を開ጞして下さい。 

���᪥本ၟᕤ会㆟ᡤが実施する簿記᳨定ヨ㦂２⣭をྲྀᚓして下さい。 

���教育実習を受講するまでに，コンࣗࣆータの᧯సに習⇍しておいて下さい。 
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ᅜ際ὶについて

１㸬ᾏ外␃学について

⌧在，本学部の学生として活用できるᾏ外␃学には，以下のものがあります。

ձ大学間ὶ༠定あるいは学部間ὶ༠定に基࡙く␃学（༙年または１年）

␃学ඛの大学ないしᶵ関にู㏵授業ᩱを納める必要がないこと，ఇ学をする必要がないことがఱよりの

利点といえます。 

本学部学生の主なὴ㐵ඛとしては，ࣚーࣟࣆンࣅジࢿススࢡール・パリᰯ（フランス），࢝・フォス

ス大学࣐ࢶポー，（ࢻポーラン）ルシࣕ࣡⤒῭大学࣡，（イタリ）トࣞント大学，（イタリ）リ大学࢝

（イࢠリス），上ᾏ㈈⤒大学（中ᅜ），す༡㈈⤒大学（中ᅜ），上ᾏ外ᅜㄒ大学（中ᅜ），中ኸ大学 （ᰯ㡑ᅜ），

ᅜ❧ᮾ⳹大学（ྎ‴），࢙ࢳン࣐イ大学（タイ）等がᣲࡆられます。なかでも࢙ࢳン࣐イ大学とはもっと

も長い関係が⥆いています。 

ὴ㐵期間： 

２０１㸴年４᭶１᪥㹼２０１㸵年３᭶３１᪥，ὴ㐵ேᩘ：１２名 

２０１㸵年４᭶１᪥㹼２０１８年３᭶３１᪥，ὴ㐵ேᩘ：１㸴名 

２０１８年４᭶１᪥㹼２０１㸷年３᭶３１᪥，ὴ㐵ேᩘ：１㸴名 

２０１㸷年４᭶１᪥㹼２０２０年３᭶３１᪥，ὴ㐵ேᩘ：１㸷名 

ͤ２０２０年度は᪂ᆺコࣟナ࢘イルスឤᰁのୡ⏺的なὶ行にకいὴ㐵を中Ṇ 

２０２１年４᭶１᪥㹼２０２２年３᭶３１᪥，ὴ㐵ேᩘ：１３名 

ղඛ方の大学とのྲྀりỴめによる▷期◊修（ㄒ学）

� �教㣴教育科目のㄒ学をᒚ修する必要がある１，２年生対㇟のもので，これを修すると２༢分の外ᅜ

ㄒの༢認定ができます。 

これまでの◊修実⦼は以下の通りです。 

ⱥㄒ̿ ࢹラ࢙࢘大学（メリ࢝合⾗ᅜ）（���� 年度 � 名，���� 年度 � 名，���� 年度 � 名） 

����）（オーストラリ）ス大学ࣟࢡンࢨࢧ 年度 � 名，���� 年度 � 名，���� 度 �� 名） 

����）（合⾗ᅜ࢝メリ）ᕞ❧大学ࣔントࣞーベイᰯࢽリフォル࢝ 年度 � 名） 

࣡シントンᕞ❧大学（���� 年度 � 名） 

ㄒ̾ ブルࢦーࣗࢽ大学（フランス）（���� 年度 � 名，���� 年度 � 名，���� 年度 � 名， 

���� 年度 � 名） 

����）大学（フランス）࢙ンジ     年度 � 名，���� 年度 � 名） 

⊂ㄒ̿ フライブルࢡ大学（ࢻイࢶ）（���� 年度 � 名） 

中ᅜㄒ̾ す大学（���� 年度 � 名，���� 年度 � 名，���� 年度 � 名，���� 年度 � 名） 

㡑ᅜㄒ̾ ⇊大学ᰯ（���� 年度 � 名，���� 年度 � 名，���� 年度 � 名）

ճඛ方の大学とのྲྀりỴめによる▷期◊修（ㄒ学以外）

 期ᾏ外◊修ϩࠖ▷ࠕ期ᾏ外◊修Ϩࠖおよび▷ࠕ
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 全学年対㇟の２༢の授業科目として⨨࡙けられているもので，本学部で行われる事前◊修，事後◊

修とともに，ὶ༠定のある大学で◊修（ⱥㄒによる講⩏，業ゼၥ，学生ὶ）を受けるのが≉ᚩです。

ᾏ外◊修が行われる⩣学期に༢が付されます。ᾏ外◊修が実施される時期は，ኟ期ఇ業中または，２

᭶・３᭶です。そのため，༞業を᥍えた４年生は２・３᭶の◊修には参加することができません。（ణし，

ẖ年開講されるとは限りません。） 

մ上記以外（自分で大学を᥈して入学するもの��

２㸬␃学生とのὶについて 

２０２１年５᭶⌧在，長崎大学には，学部学生，◊✲科学生（修ኈ課⛬，༤ኈ前期課⛬，༤ኈ後期課⛬），

◊✲生，␃学生等合わせて４２２名の␃学生が在⡠しています。中ᅜからの␃学生が主ですが，㡑ᅜ，

ベトナム，ミࣕン࣐ー，コンࢦẸ主共ᅜ，࢞，ࢽࢣーナ等全ୡ⏺３８࢝ᅜ（ᆅᇦ）からの␃学生も在

⡠しています。 

そのうࡕ，中ᅜ，㡑ᅜ，࣐ࣞーシの２㸵名が⤒῭学部に在⡠しています。

␃学生とὶして，様々な␗ᩥ化体㦂をすることはあなたのᅜ際ឤ覚をࡳがくことになるはࡎです。␃

学生も᪥本ே学生とのὶをᮃんでいます。えࣗࢳ，ࡤーターไ度を利用して，␃学生とのὶをᅗる

のも１つのⰋい手ẁといえるでしࡻう。

詳⣽につきましては，以下のホームページをごぴください。

・長崎大学␃学生教育・ᨭセンター

KWWp���ZZZ�lLDLsRQ�QDJDsDNL�u�DF�Mp�
・長崎大学⤒῭学部

KWWp���ZZZ�HFRQ�QDJDsDNL�u�DF�Mp

― 25 ―



学生相談等について�間�

⤒῭学部担当࢘࢝ンセラー（∦ῡࣕ࢟ンパス）

㸨᭙᪥：᭶・Ỉ・㔠᭙᪥

㸨時間：㸷：３０㹼１㸵：３０

（上記時間外でもண⣙可能ですのでࠊᚚ相談ください）

㸨場ᡤ：⤒῭学部本館２㹄のࠕ་務室・相談室ࠖ

（͐学務係㞄りのᑵ⫋ᨭ室の上の部ᒇです）

㸨㐃⤡ඛ：㹒㹃㹊 ������������（᭶・Ỉ・㔠のࡳ）

ಖセンター 学生ಖ部門 

はるࡕ ンセラー  ᐩỌ࢘࢝

（⮫ᗋᚰ理ኈ・公認ᚰ理ᖌ）

初年次セミナーࠊ専門ゼミ指導教員による相談❆ཱྀ

入学後ࠊ専門ゼミ着手までの期間はࠊ初年次セミナーの指導教員がࠊ専門ゼミ着手後は専

門ゼミの指導教員が相談を受付けます。ຮᙉをする上でわからないことや生活面でのᝎࡳ

ごとなどを相談してください。

学生なんでも相談員

 初年次セミナーや専門ゼミの指導教員に相談しにくい事柄については࢘࢝ࠊンセラーに

加え学生ఱでも相談員がいますのでࠊ学務係に㐃⤡してください。

ラスメント相談員ࣁ

ࠊラスメント相談員を㓄⨨していますのでࣁラスメントに関する相談に対応するためにࣁ

相談してください。なおࠊ相談するに当たってはࣁࠊラスメントがⓎ生した᪥時ࠊ内容等に

ついて記録をしたりࠊ➨୕者のド言をᚓておくことがᮃまれます。

 またࣁࠊラスメント相談員に加えࠊ⤒῭学部担当࢘࢝ンセラーや学生ఱでも相談員におい

てもࣁラスメントに関するⱞ情相談を受け付けていますのでࠊ学務係に㐃⤡してください。

さまࡊまな相談以外にもࠊ大学生活を㏦る上で様々な手⥆きをするためにࠕ指導教員のᢎ

認（⨫名ࠊᢎ認༳）ࠖ が必要になることがあります。ᢎ認が必要なᒆけを出す場合はࠊ事情

を指導教員にㄝ明したうえでࠊ⨫名ないしᢎ認༳をもらうようにしてください。

より詳しくはࠊ入学時に㓄ᕸされる長崎大学学生ᨭセンター⦅ࠗ 学生生活内 に࠘ㄝ明

があります。必ࡎ目を通しておいてください。

ᚰ㌟のᗣや学習・学生生

活に関すること等ࠊ 

おẼ㍍にご相談ください。 

内容に応じてࠊ関係ᶵ関へ

の⤂もします。 
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㛗ᓮ学の ICT ⎔ቃ࡚࠸ࡘ

１㸬ࡌࡣめ

長崎大学にはコンࣗࣆータࢵࢿト࣡ーࢡ NUNet（Nagasaki University campus information Network）
があり，学内に㓄⨨されているパソコンやᖹ成 26 年度入学の学生からጞまった必携のノートパソコンなど

はこのNUNet ⤒由でインターࢵࢿトに᥋⥆することになります。

２㸬㹇㹂࣭パ࣡ࢫーࢻ利用ྍ⬟࡞サーࢫࣅ

NUNet をྵめ，ᒚ修Ⓩ録を行う学務情報システム（NU-Web）や講⩏などで使用される主体的学習促㐍

ᨭシステム（LACS: Learning Assessment & Communication System），電Ꮚメール，↓⥺ LAN（長大

Wi-Fi）⎔ቃといったከくのシステムでは㛗ᓮ学 ID（長大 ID）が使われます。長大 ID とは長崎大学の学

生に付される１⤌のࣘーࢨ名（bb㸩学生␒ྕ）とパス࣡ーࢻのことで ICT 基盤センターが⟶理しています。

 電Ꮚ࣓ーࣝ https://outlook.office365.com/
長崎大学の学生にはメール࢘࢝ントがえられます。授業や学生生活に関する㐃⤡がメールで行わ

れることがあります。メールは確実に確認してください。メール࢘࢝ントは次の通りです。

bb 学生␒ྕ@ms.nagasaki-u.ac.jp 
 Office 365 https://portal.office.com/

メールࣞࢻスは Office 365 ントとして࢘࢝ Android や iOS 用のプリで使用できます。また，在

学期間中は Office365 。プリをಶேᡤ᭷のパソコンにインストールして使用できますプࢵトࢡスࢹ

学内での༳ๅには㝃ᒓᅗ᭩館などに設⨨されている᭷ᩱプリンターを使用します。必要となる設定は

㝃ᒓᅗ᭩館のㄝ明（https://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/pc/）を参照してください。

 ฟᖍ⟶⌮࣒ࢸࢫࢩ https://attend.nagasaki-u.ac.jp/
長崎大学では，学生ドを利用した出ᖍ⟶理システムを導入しています。授業の出Ḟ確認は講⩏室に設

⨨された IC すことによって行います。学生ドで認ドできない場合にはࡊーに学生ドをかࢲリーࢻー࢝

講⩏室ഛえ付けのࠕIC 。出ᖍ⟶理システム出ᖍᒆ出用⣬ࠖを授業担当教員にᥦ出して下さいࢻー࢝

 主యⓗ学習ಁ㐍ᨭ࣒ࢸࢫࢩ㸦LACS㸧 https://lacs.nagasaki-u.ac.jp/
LACS は，学生の主体的な学びを確❧するために長崎大学でᵓ⠏した教育ᨭシステムです。様々な

授業でLACS を活用して，授業の㐃⤡，㈨ᩱᥦ♧，課㢟ࣞポートの受付，オンラインテストなどが行わ

れます。LACS の利用方法ついてのၥい合わせは ICT 基盤センターで受け付けています。

 学ົሗ࣒ࢸࢫࢩ㸦NU-Web㸧 https://nuweb.nagasaki-u.ac.jp/
ᒚ修Ⓩ録や成⦼㜀ぴを行う NU-Web は学内ࢵࢿト࣡ーࢡからの利用が原則となります。

 VPN https://v-conn.nagasaki-u.ac.jp/
学外から学内専用ページの㜀ぴに使用します。

ͤ 学外からNU-Web の一部のᶵ能などを使用する際に使用します。

 ↓⥺ LAN㸦㛗 Wi-Fi㸧
講⩏室，ᅗ᭩館，㣗ᇽなどで↓⥺ LAN が利用可能です。必携パソコンやス࣐ホ，タブࣞࢵトなどで利用す

ることができます。↓⥺ LAN の利用方法や設⨨場ᡤについては，学務係前のᥖ♧を確認するか，ICT 基盤

センターのホームページ http://www.cc.nagasaki-u.ac.jp/service/wifi.html を参照してください。
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３㸬㛗 ID 用パ࣡ࢫーࢻのኚ᭦᪉ἲ

長大 ID を使用する各✀システム用のポータルࢧイトとして uPortal（https://uportal.nagasaki-u.ac.jp/）が

Ꮡ在します。uPortal には長大 ID 用のパス࣡ーࢻをኚ᭦する⤌ࡳも用意されています。

コンࣗࣆータの正使用や外部からの入を㜵ᚚするための手ẁが本ேのࡳが知っているパス࣡ーࢻです。

ᚑって，パス࣡ーࢻは⡆༢に᥎ できるようなものは適切であり，また適当な期間をおいて᪂しいものに

ኚ᭦するのが正しいあり方です。なお，ኚ᭦したパス࣡ーࢻをどうしてもᛮい出せなくなってしまった場合

は uPortal にⓏ録したメールࣞࢻスを使用したパス࣡ーࢻኚ᭦ができます。

４㸬㸦必携㸧パソコン࣭࣐ࢫートフォンのᣢࡕ㎸ࡳ

ಶே使用のᶵჾを学内ࢵࢿト࣡ーࢡに᥋⥆するときは，自分の情報を守り，かつ者に⿕ᐖをえないた

めに，࢘イルス対⟇ソフトなどをインストールし，常に᭱᪂の状態となるようにᚰがけてください。また，

ಙ頼ᛶが担ಖ出᮶ないところから入手したプࣟグラムやࢹータを使用するときには，利用前に࢘イルス᳨ᰝ

を行うなど自分の㌟は自分で守ることを⪃えて行動するようにᚰがけてください。なお，インターࢵࢿト利

用時には，ࢵࢿࠕト࣡ーࢆࢡᏳ利用ࡿࡍためࠖも参照してください。

５㸬必携パソコンサポート窓口࣭ICT ᇶ┙ࢭンࢱー

ᖹ成 26 年度᪂入生からノートパソコンの必携化が開ጞされました。様々な授業でパソコンが活用されま

すので，常にパソコンを持参するようにしてください。必携パソコンのトラブルや利用方法に関する相談は

ICT 基盤センターが受け付けています。ICT 基盤センターでは，故障などのṆむをᚓない理由でパソコンを

持参できなかった学生に対し，一時的にパソコンの貸し出しも行っています。詳しくは ICT ン࢘࢝ポートࢧ

ターに関するㄝ明ページ（http://www.cc.nagasaki-u.ac.jp/service/essential_pc/support.html）を参

照してください。

㸴㸬コンࣗࣆーࡸࢱンࢱーࢵࢿト࡚࠸ࡘのຮᙉ᪉ἲ

コンࣗࣆータの基本的使い方，インターࢵࢿトの利用方法は，教㣴教育の情報ฎ理科目で学習することが

できます。ゼミ༢のຮᙉ会も大ኚ᭷ຠです。また，コンࣗࣆータやインターࢵࢿトについての理ゎを῝め

上達するにはコンࣗࣆータのゎㄝ᭩を㉎入して自習することが可Ḟです。
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ためࡿࡍ利用Ᏻࢆࢡト࣡ーࢵࢿ

インターࢵࢿトを利用するときにはẼをつけなけれࡤならないことがあります。以下，࣐ナー，コン

。の5点に分けてゎㄝします⨥≢ࢡト࣡ーࢵࢿ，セスの⚗Ṇࢡイルス，㏞ᝨメール，正࢘ータࣗࣆ

᭦に詳しいことは，教㣴教育で開講される情報ฎ理⣔の科目や，ICT基盤センターのホームページでㄝ

明されていますので，そこでのㄝ明にも༑分注意をᡶってください。

１㸬ࢼ࣐ー

インターࢵࢿト上で守るき࣐ナーについて，以下にいくつかのをᣲࡆますが，ձ㹼ճはேとして

当↛守るき࣐ナー，մ㹼շはࢵࢿト࣡ーࢡ≉᭷の࣐ナーと言えます。

ձ 相手の㢦，⾲情をぢࡎにコミࣗࢣࢽーションをྲྀることがከいので，メࢵセージを受けྲྀる相手に

対するẼ㓄りをᚰがけましࡻう。

ղ ேに利┈をえる行Ⅽをしてはいけません。えࡤ，ேをㄦㅫ中യすること，ேのプライバ

シーを公開すること，ேの知的ᡤ᭷ᶒやⴭసᶒをᐖすることなどをしてはいけません。

ճ 公ᗎⰋ，法௧に違する行Ⅽ（≢⨥に結びつく行Ⅽ）をしてはいけません。

մ 自分の㹇㹂・パス࣡ーࢻをேに使用させてはいけません。また，ேのものを使用してもいけま

せん。

յ メール，ᥖ♧ᯈ，ホームページなどに氏名・ఫᡤ・電話␒ྕ・生年᭶᪥・真などのಶே情報を

用意に記㏙してはいけません。ఱらかのトラブルをㄏⓎする可能ᛶがあります。

ն 画ീや㡢ኌなど容㔞の大，ࡤの正常な㐠用を㜼ᐖする行Ⅽをしてはいけません。えࢡト࣡ーࢵࢿ

きなフイルをῧ付したメールをྠ時にከேᩘに㓄ಙするなどの行Ⅽをしてはいけません。

շ 。的に◚ቯする行Ⅽをしてはいけません࢙࢘上のシステムを≀理的，ソフトࢡト࣡ーࢵࢿ

この≉にẼをつけたい࣐ナーとして，メールをやりྲྀりするときの࣐ナー，ᥖ♧ᯈなどにᢞ✏する

ときの࣐ナーなどがあります。

２㸬コンࣗࣆーࢫࣝ࢘ࢱ

コンࣗࣆータ࢘イルスは，➨୕者のコンࣗࣆータのプࣟグラムやࢹータにఱらかの⿕ᐖを及ࡰすこと

を目的に意ᅗ的にస成されたプࣟグラムで，自ᕫ伝ᰁᶵ能，₯అᶵ能，Ⓨᶵ能など，本≀の࢘イルス

とྠじようなᶵ能を持っています。ឤᰁするとシステムが❧ࡕ上がらなくなったり，ᝏ㉁な場合にはࣁ

ーࢹࢻスࢡが◚ቯされたり，㹇㹂・パス࣡ーࢻ等をྵめಶே情報が┐ࡳ出されたりするなどの⿕ᐖが

生じます。コンࣗࣆータ࢘イルスにឤᰁしないために，以下のようなことにẼをつけましࡻう。

ձ コンࣗࣆータには࣡ࢳࢡンソフト（࢘イルス㜵ᚚソフト）をインストールしましࡻう。

ղ ಙ頼ᛶが担ಖ出᮶ないところから入手したプࣟグラムやࢹータを使用するときには，利用前に࣡ࢡ

。うࡻイルス᳨ᰝを行いまし࢘ンソフトでࢳ

ճ ぢ知らࡠ相手からの電Ꮚメールには࢘イルスが₯んでいることがあります。用意にῧ付フイル

を開くとឤᰁすることがありますので，ᑂなメールは๐㝖することを່めます。

մ もし，メࢹステーションのコンࣗࣆータに࢘イルスなどにឤᰁしたというメࢵセージが⾲♧さ

れたときには，そのままの状態にして学務係に⮳急㐃⤡してください。

յ -イルスに関する᭦に詳しい情報は，⊂❧行ᨻ法ே情報ฎ理᥎㐍ᶵᵓ（IPA : Information࢘
technology Promotion Agency, Japan）のページ（https://www.ipa.go.jp/security/）などを参照

してください。
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３㸬㏞ᝨ࣓ーࣝ

インターࢵࢿトを使っていると，ぢࡎ知らࡎのಶேや業らしきところから，ࢲイࣞࢡトメール，

しい່ㄏ，ᖾの手⣬㢼のメールや࣐ࢹ情報などの価್のない㏞ᝨメールが一方的に㏦られて᮶ること

があります。これら関しては次のようなことにẼをつけましࡻう。

ձ ᥖ♧ᯈなどの≉定ከᩘが㜀ぴする場ᡤやಙ頼ᛶにḞけるࢧイトにಶே情報（氏名・メールࣞࢻ

ス等）を記入すると，それらをもとに㏞ᝨメールが㏦られጞめる場合があります。自分のメール

。うࡻましࡳス等を記入するのが本当に適切かをよく⪃えてࣞࢻ

ղ ㏞ᝨメールはすࡄ๐㝖しましࡻう。ただし，受けྲྀる௳ᩘがከいときや，内容にၥ㢟（⬣㏕めいた

内容などがある）ときは，学務係にᒆけ出てください。それࡒれの状況に応じた対ฎ⟇をྲྀります。 

４㸬ṇࢫࢭࢡの⚗Ṇ

ᖹ成12年2᭶13᪥にࠕ正ࢡセス行Ⅽの⚗Ṇ等に関する法ᚊࠖ（正ࢡセス⚗Ṇ法）が施行されました。

この法ᚊにより，以下のような行Ⅽは違法行Ⅽとなり，違者はฎ⨩されます。 

ձ 㹇㹂・パス࣡ーࢻ等によるࢡセスไᚚᶵ能があるコンࣗࣆータに対し，コンࣗࣆータࢵࢿト࣡ーࢡを通し

てேの㹇㹂・パス࣡ーࢻを↓᩿で入ຊすること。 

ղ ࢡセスไᚚᶵ能があるコンࣗࣆータに対し，コンࣗࣆータࢵࢿト࣡ーࢡを通して≉Ṧなࢹータを㏦ಙす

るなどして≉定利用をすることができる状態にさせること，また≉定利用をしてしまうこと。 

ճ ேの㹇㹂・パス࣡ーࢻを➨୕者にཱྀ㢌やᩥ❶などで教えたり，ᥖ♧ᯈなどにᥖ♧したりすること。 

したがって，１ࠕ㸬ࢼ࣐ーࠖで㏙たこと以外に次のようなことをᚰがけてください。 

 ேに自分の㹇㹂・パス࣡ーࢻを教えない。 

イ もし，ேの㹇㹂・パス࣡ーࢻに関するメࣔなどをぢつけたら，学務係にᒆけ出る。 

࢘ 自分の氏名，生年᭶᪥，電話␒ྕなど，容᫆に᥎ できるものをパス࣡ーࢻに使用しない。 

࢚ パス࣡ーࢻは定期的にኚ᭦する。 

５㸬ࢵࢿト࣡ーࢡ≢⨥

を利用した≢⨥は年々ቑ加しており，大学生が≢⨥にᕳき㎸まれる事௳も㉳きています。以下ࢡト࣡ーࢵࢿ

のようにከ✀ከ様な≢⨥が㉳きていますので，ᑂにᛮうことがあるときは，学務係までᒆけ出てください。 

１）ホームページやᥖ♧ᯈなどに≉定のಶேの氏名・ఫᡤ・電話␒ ・ྕメールࣞࢻスなどをᥖ載し，そのಶ

ேをᇳᣉにㄦㅫ中യしたり，ேが᎘がらせをしたりすることを↽る。 �ྡẋᦆ�

２）≉定のே間からᛌなメールが㢖⦾に㏦られてくる。まるで自分の行動を┘視しているかのような内容

のメールである。 �ࢵࢿトࢫトー࢝ー�

３）㏦られてきたメールにリストがあり，そのリストに載っているே間の㖟行ཱྀᗙに一定㔠㢠をり㎸んで，

後はリストの上１名をはࡎした後，自分の㖟行ཱྀᗙをそのリストに᭩き加えたメールを≉定ከᩘ

のே間に㏦りつける。 �ンࢱーࢵࢿトࢆ利用ࡋたࡳࡎࡡ講�

４）インターࢵࢿト上のショࢵプのရ≀を㉎入したが，いくらᚅってもရ≀を㏦ってこない。ᩘ ᪥後，そのホ

ームページをぢようとすると，ホームページそのものが๐㝖されていた。 �ࢵࢿト࣡ーࢡブḭ�

学習・◊✲・ᑵ⫋活動など学生生活になくてはならないものとなったインターࢵࢿトですが，インターࢵࢿ

トはぢࡎ知らࡎの≉定ከᩘのே間がさまࡊまにὶしあう場であると言えます。その≉ᛶをよく理ゎし，Ᏻ全

でᛌ適な利用をᚰがけ，トラブルを㉳こしたりᕳき㎸まれたりしないよう注意しましࡻう。 
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授業ᩱの納付方法

                 

本学では授業ᩱを納める方法としてཱྀᗙ᭰を行っています。

入学手⥆き時にᥦ出されたࠕ預㔠ཱྀᗙ᭰依頼᭩ࠖにより指定された㔠⼥ᶵ関のཱྀᗙから，

前期・後期ẖに下記のとおり᭰が行われます。

，とんどの㔠⼥ᶵ関が利用可能ですので，入学手⥆き時にᮍⓏ録の方は㖟行をྵめたࡻࡕうࡺ

。預㔠ཱྀᗙ᭰依頼᭩ࠖによりⓏ録してくださいࠕ

�㸬ձ前期授業ᩱ͐ẖ年 � ᭶ �� ᪥にཱྀᗙ᭰（ᘬきⴠし） 

  ղ後期授業ᩱ͐ẖ年 �� ᭶ �� ᪥にཱྀᗙ᭰（ᘬきⴠし） 

   ͤ上記のཱྀᗙ᭰᪥が㔠⼥ᶵ関ఇ業᪥の場合は⩣Ⴀ業᪥となります。 

   ͤ授業ᩱච㝖申ㄳ者は，ุ 定後に納入することになります。ุ 定結果Ỵ定前に納入された場合

は，ච㝖申ㄳは↓ຠになります。 

ච㝖チ可及び一部ච㝖者は，前期 � ᭶ �� ᪥，後期 � ᭶ �� ᪥に᭰ண定です。 

��� �事務部の❆ཱྀでは納付できません。

                   

ͤ授業ᩱ等の詳⣽については下記 85/ を参照ください。 

KWWps���ZZZ�QDJDsDNL�u�DF�Mp�MD�FDPpuslLIH�IHH�LQGH[�KWPl
（長崎大学ホームページ：教育・学生生活Ѝ授業ᩱに関するお知らせ） 

この௳のおၥい合わせඛ

長崎大学⟶理㐠Ⴀ部⤒理ㄪ達課㈨㔠⟶理⌜

7(/����㸫���㸫�����
 ࠛ���㸫���� 長崎ᕷᩥ教⏫ �㸫���
ͤᅵ・᪥᭙᪥・ఇ᪥を㝖く ����㹼������
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ᤵᴗᩱච㝖࣭ዡ学㔠ไᗘ࡚࠸ࡘ 

�  㧗➼教⫱の修学ᨭ᪂ไᗘ㸦⤥ዡ学㔠�ධ学ᩱච㝖�ᤵᴗᩱච㝖㸧 

学ᴗඃ⚽࡛⤒῭ⓗᅔ❓ࡿ࠸࡚ࡋ᪥ᮏே学㒊学⏕㸦ᅾ␃㈨᱁ࠕࡀỌఫ⪅ࠖ➼の␃学⏕ࡴྵࢆ㸧ࢆᑐ㇟ࠊධ学ᩱ࣭ᤵ

ᴗᩱච㝖ཬࡧ⤥ዡ学㔠ࡀᨭ⤥ࡿࢀࡉไᗘ࡛ࠋࡍ 

 ㄳ㈨᱁⏦ڦ

 ⏕学㒊学ࡿࡍ᭷ࢆ᪥ᮏᅜ⡠ە

ణࠊࡋእᅜ⡠の学⏕࡛ࠊࡶ࡚ࡗ࠶௨ୗのࢀࡎ࠸ヱᙜࡿࡍሙྜྍࡣ 

ձἲᐃ≉ูỌఫ⪅ 

ղᅾ␃㈨᱁ࠕࡀỌఫ⪅ࠖࠕࠊ᪥ᮏேの㓄അ⪅➼ࠖཪࠕࡣỌఫ⪅の㓄അ⪅➼࡛ࠖࡿ࠶⪅ 

ճᅾ␃㈨᱁ࠕࡀᐃఫ⪅࡛ࠖࠊ࡚ࡗ࠶᪥ᮏỌఫࡿࡍពᛮࡿ࠶ࡀ⪅ 

 ⪅ࡿࡍヱᙜࢀࡎ࠸௨ୗのࠊ࡚࠸ࡘたᮇࡋධ学学ە

ձ㧗➼学ᰯ➼ึࢆめ࡚༞ᴗࡋた᪥のᒓࡿࡍᖺᗘの⩣ᖺᗘのᮎ᪥ࡽ学➼ධ学ࡋた᪥࡛ࡲのᮇ㛫ࡀ �ᖺࢆ⤒㐣࡚ࡋ

�����ᑐ㇟⪅の� ⪅࠸࡞࠸ ᖺ � ᭶㧗➼学ᰯࢆ༞ᴗэ���� ᖺ � ᭶࡛ࡲ㛗ᓮ学ධ学ࡋたࡶの 

ղ㧗➼学ᰯ༞ᴗ⛬ᗘㄆᐃヨ㦂の受㦂㈨᱁ྲྀࢆᚓࡋたᖺᗘ㸦�� ṓࡿ࡞ᖺᗘ㸧のึ᪥ࡽㄆᐃヨ㦂ྜ᱁ࡋた᪥のᒓࡍ

ࡀのᮇ㛫࡛ࡲᖺᗘのᮎ᪥ࡿ � ᖺࢆ⤒㐣࠸࡞࠸࡚ࡋ⪅㸦�ᖺࢆ⤒㐣ࠊࡶ࡚࠸࡚ࡋ ẖᖺᗘㄆᐃヨ㦂ࢆ受㦂࠸࡚ࡋた⪅ྵࡣ

ࡀのᮇ㛫࡛ࡲた᪥ࡋධ学学ࡽᖺᗘの⩣ᖺᗘのᮎ᪥ࡿࡍた᪥のᒓࡋ᱁ྜㄆᐃヨ㦂ࡘࠊ㸧࡛ࡴ �ᖺࢆ⤒㐣࡚ࡋ

 ⪅࠸࡞࠸

ͤ㣕ࡧධ学ࡸእᅜの学ᰯ教⫱ㄢ⛬ࢆ修ࡋた⪅ࠊࡣ࡚࠸ࡘ窓口ࡋ⏦ฟ࡚ࠋ࠸ࡉࡔࡃ 

ᇶࢆたᐙィᑂᰝ࠸用ࢆーࣂンࢼ࣐ᨭෆᐜ㸦ͤڦ � 㸧ࠋࡍࡲࢀศのᨭ༊ศࡘ

ͤ⾲୰の㔠㢠ࡣ᭶㢠࡞りࠋࡍࡲ 

⏕άಖㆤ受⤥୰の⏕ィ⥔ᣢ⪅ྠᒃ୰のሙྜ➼の⤥ዡ学㔠ࢵ࢝ࠊࡣコෆの㔠㢠࡞りࠋࡍࡲ 

᥇用ࡿ࡞ためࠊࡣ学ᴗᇶ‽ᐙィᇶ‽ࢆ‶たࡍ必せ࠶ࡀりࠊࡀࡍࡲᐙィᇶ‽ࠕࡣ࡚࠸ࡘ᪥ᮏ学⏕ᨭ

ᶵᵓ㐍学㈨㔠࣑ࣞࣗࢩーࢱーࠖࠊࡽᐙィᇶ‽ヱᙜ࣑ࣞࣗࢩࠊࡿࡍーࣙࢩンࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ 

㸦KWWSV���VKRJDNXNLQ�VLPXODWRU�MDVVR�JR�MS�㸧 

༊ศ 自Ꮿ㏻学 自Ꮿእ㏻学 

➨Ϩ༊ศ 

ධ学ᩱ࣭ᤵᴗᩱච㝖㸸㢠ච㝖 

    ⤥ዡ学㔠㸸������  

         㸦������ 㸧 

ධ学ᩱ࣭ᤵᴗᩱච㝖㸸㢠ච㝖 

    ⤥ዡ学㔠㸸������  

➨ϩ༊ศ 

ධ学ᩱ࣭ᤵᴗᩱච㝖㸸��� 㢠ච㝖 

    ⤥ዡ学㔠㸸������  

         㸦������ 㸧 

ධ学ᩱ࣭ᤵᴗᩱච㝖㸸��� 㢠ච㝖 

    ⤥ዡ学㔠㸸������  

➨Ϫ༊ศ 

ධ学ᩱ࣭ᤵᴗᩱච㝖㸸��� 㢠ච㝖 

    ⤥ዡ学㔠㸸�����  

          㸦������ 㸧 

ධ学ᩱ࣭ᤵᴗᩱච㝖㸸��� 㢠ච㝖 

    ⤥ዡ学㔠㸸������  
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２  㛗ᓮ学⊂自࡛⾜࠺ᤵᴗᩱච㝖ไᗘ 

 ⚾㈝እᅜே␃学⏕ࠊࡣ㛗ᓮ学⊂自࡛⾜࠺ᤵᴗᩱච㝖ไᗘ⏦ㄳࠋࡍ࡛⬟ྍࡀ 

 ㄳ㈨᱁⏦ڦ

 㸧ࡳእᅜே␃学⏕㸦ṇつ⏕の㈝⚾ە

 ⪅ࡿࢀࡽㄆめ⚽学ᴗඃࡘࠊり࠶ᅔ㞴࡛ࡀりᤵᴗᩱの⣡ࡼ⏤⌮ⓗ῭⤒ە

⣡ᮇᤵᴗᩱのྛᮇە � ᭶௨ෆ㸦᪂ධ⏕ᑐࡿࡍධ学ࡋた᪥のᒓࡿࡍᮇศのච㝖ಀࡿሙྜࡣධ学๓ � ᖺ௨ෆ㸧࠾

ⴭࡀᤵᴗᩱの⣡࡚ࡗࡼࡇたࡅ受ࢆ㢼Ỉᐖ➼の⅏ᐖࡀ⪅学㈨㈇ᢸࡣࡃࡋᮏேⱝࡣཪࠊࡋṚஸࡀ⪅学㈨㈇ᢸࠊ࡚࠸

 ⪅ࡿࢀࡽㄆめᅔ㞴ࡃࡋ

 ᨭෆᐜڦ

㢠ච㝖ཪ୍ࡣ㒊ච㝖 

３  ዡ学㔠ไᗘ 

᪥ᮏ学⏕ᨭᶵᵓ㸪その他ᆅ᪉බඹᅋయ➼のዡ学㔠࠶ࡀりࠋࡍࡲ 

ᩥ教ᆅ༊の学⏕ᨭࢭンࢱー࡛ྲྀりᢅࡍࡲ࠸࡚ࡗの࡛㸪ᕼᮃ⪅ࡣ学⏕ᨭࢭンࢱー┤᥋ฟྥ࡚࠸㢪᭩➼ࢆᥦฟࡋ㸪

ᣦ♧ࢆ受ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡅ 

㸪学ࡣᤵᴗᩱච㝖のෆࡸ㸪ዡ学㔠ເ㞟࠾࡞  +3�学⏕ᨭࢭンࢱーཬࡧᮏ学㒊のᥖ♧ࡼり⾜ࡍࡲ࠸の࡛㸪⏦㎸ᮇ

㝈ࢆ࡞ぢⴠ࠺ࡼ࠸࡞ࡉὀពࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 

  ඛࡏࢃྜ࠸ၥ࠾

ࠛ���㸫���� 㛗ᓮᕷᩥ教⏫ �㸫�� 

㛗ᓮ学学⏕ᨭ㒊学⏕ᨭㄢ㸦⤒῭ᨭ㸧  

7(/ ���㸫������������� 

ͤᅵ࣭᪥࣭⚃᪥ࢆ㝖ࡃ ����㹼�����
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⤒῭学㒊のᑵ⫋ᨭ➼࡚࠸ࡘ

��� 年を㉸える伝⤫をる長崎大学⤒῭学部の༞業生は，実業⏺，ᐁ公ᗇ，教育⏺など

ከ様な分㔝で活㌍しています。 

⤒῭学部では，⊂自に以下のᑵ⫋ᨭを行っています。 

㸦１㸧ᑵ⫋┦ㄯ室のタ⨨

本館１㹄のᑵ⫋相談室では，ᑵ⫋相談のか，ồே情報や業パンフࣞࢵト，ඛ㍮の

ᑵ⫋活動体㦂記等の㜀ぴができますので，Ẽ㍍に利用してください。室内の㓄⨨等はࠊ

入りཱྀに内をᥖ♧しています。 

㸨利用時間 ᖹ᪥ � 時㹼�� 時 �長期ఇ業期間は �� 時まで ��

（ϸ）ࣕ࢟リ相談（ᑵ⫋相談）について

 ⤒῭学部では，ࣕ࢟リセンターの事業として，ࣕ࢟リ࢘࢝ンセラーによる࢟

ࣕリ相談を受け付けています。࢚ントリーシートのῧ๐，面᥋対⟇等のල体的な

ᑵ⫋ᨭのか，ᑵ⫋におけるᝎࡳ相談等も適ᐅ受け付けているので，ᅔった時は

Ẽ㍍に相談してください。

Ў（センター+3リࣕ࢟長崎大学）相談についてリࣕ࢟

KWWps���ZZZ�FDUHHU�QDJDsDNL�u�DF�Mp�sWuGHQW�FRQsulWDWLRQ�

HEࠖཪはᑵ⫋相談室内ண⣙⚊にてண⣙（相談時間帯等に:�18ࠕ：相談申㎸方法ی

よって申し㎸ࡳ方法が␗なります）

 その，⤒῭学部のྠ❆会⤌⧊であるࠕ公┈♫ᅋ法ே ⎟ᯘ会ࠖが 2%・2* ゼၥ

の᩷᪕等を行っています。

ၥい合わせ：������������（∦ῡࣕ࢟ンパス ⎟ᯘ会事務局）

（Ϲ）業等からのồே情報等のᥦ౪について

業等からのồே情報等については，ࣕ࢟リᨭࢧーࣅスࠕồே᳨⣴ ࢟）,1$9

ࣕリタス 8&）ࠖ と，本館１㹄のᑵ⫋相談室やインフォメーションコーナーにて㝶時

情報ᥦ౪を行っていますので，情報収集活動に༑分に活用してください。 

ồே᳨⣴ࠕی 1$9,㸦ࣕ࢟リࢫࢱ㹓㹁㸧ࠖ ࡚࠸ࡘồே⚊のබ㛤ࡿࡼ

にᒆく業からのồே（ンパスࣕ࢟教ᩥ）センターリࣕ࢟ 

は，原則としてࠕồே᳨⣴ リタスࣕ࢟）,1$9 8&）ࠖ 上で公開さ

れます。本学に≉化したồே⚊のࡳをᢳ出する等，様々な᳨⣴

が可能なので，活用してください。 

（㒑㏦でᒆいたものは，ࣕ࢟リセンター内で㜀ぴできます。） 

࡚࠸ࡘồேሗのᥦ౪ࡃ᥋ᒆ┤学㒊῭⤒ی

 㝶時，ᑵ⫋相談室にಖ⟶しています。 

 ồே⚊のコࣆー等が必要な場合は，ᑵ⫋関㐃担当⫋員（学務係在ᖍ）にኌをか

けてください。 
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㸦２㸧ᑵ⫋ࢲ࢞ンࢫཬࢼ࣑ࢭࡧー➼の㛤ദ

⤒῭学部では，外部業等との㐃携のもと，年間を通じて様々なᑵ⫋࢞イࢲンス及び

セミナー等を実施しています。積極的に参加し，ᑵ⫋活動を行ううえでの参⪃にしてく

ださい。 

年間スࢣジࣗールについては，18�:HE にてᥖ♧します。 

なお，㐣ཤに実施した࢞イࢲンス等の実は以下のとおりです。 

࡚࠸ࡘ✲◊自ᕫศᯒ㸪ᴗ⏺࣭ᴗی

ᑵ⫋活動を行ううえで≉に㔜要となるࠕ自ᕫ分ᯒ 業⏺・業◊✲ࠖの方法等にࠕࠖ

ついてࣞࣕࢳࢡー 

ーࢼ࣑ࢭ⟇ᑵ⫋ヨ㦂ᑐی

自ᕫ分ᯒࠕ ントリーシート࢚ࠕࠖ 面᥋ࠕࠖ ションࠖ等のテーࢵ࢝スࢹグループࠕࠖ

 に基࡙き，ᩘ回にΏり実㊶的なセミナーを実施࣐

➼㸪ྜྠㄝ᫂会のά用᪉ἲࣅࢼ⫋ᑵی

ồே情報の収集にḞかすことのできない大手２♫のナࣅシステムや，各ᆅで開ദさ

れる合ྠㄝ明会に関する活用方法等をࣞࣕࢳࢡー 

ࢫンࢲ࢞⫋බົဨᑵی

公務員ヨ㦂のしくࡳやຮᙉ方法等のࣞࣕࢳࢡーのか，実㊶的な公務員ヨ㦂対⟇等

を実施 

㸦３㸧ᑵ⫋㛵ಀㄪᰝ➼のᐇ

⤒῭学部では，学生のᑵ⫋活動の実態等をㄪᰝし，ᑵ⫋ᨭ体ไの実にྥけた基♏

㈨ᩱとするか，ල体的なᑵ⫋相談等にも活用しています。 

年間のᑵ⫋関係ㄪᰝは主に以下のものがあり，各自が 18�:HE に入ຊするものや各ゼミ

においてゼミ教員が用⣬を㓄ᕸしࠊ回収するものなど様々です。いࡎれもࠊ入ຊや記入

などに₃れのないよう注意してください。 

HE:�18ی ࡛のධຊ

㐍㊰Ỵ定ㄪᰝ

� 年次に，Ỵ定した㐍㊰ඛを把握するためにㄪᰝを実施しています。ປാ局やᩥ科

省等，各✀ᶵ関が実施する⤫計ㄪᰝのための基♏㈨ᩱとなりますので，㐍㊰が確定し

た学生は必ࡎ回答してください。 

また，㐍㊰状況ኚ᭦時（内定⋓ᚓ・務ᆅ確定等）には，その㒔度必ࡎ入ຊ情報の᭦

᪂を行ってください。 

その㑅⪃の方法や㉁ၥ内容などࠊ面᥋ࠊ記ヨ㦂➹ࠕ 内定ඛ業・ᶵ関等をᚿᮃࠕࠖ

する後㍮へのࢻバイスなどࠖの項目は，次年度にᑵ⫋活動を行う学生の参⪃㈨ᩱと

するので，ኻᩋしたことなどྵめて教カとなる情報のᥦ౪をお㢪いします。 
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㐍㊰Ỵᐃ≧ἣㄪᰝی

� 年次に，㐍㊰のỴ定状況を把握するためのㄪᰝをゼミ༢で実施しています。ປ

ാ局やᩥ科省等，各✀ᶵ関が実施する⤫計ㄪᰝのための基♏㈨ᩱとなりますので，全

員必ࡎㄪᰝ用⣬に₃れなく記入のうえᥦ出してください。用⣬の㓄ᕸと回収は各ゼミ

にて行うことが原則ですが，ㄪᰝ⤊後に改めて学務係から㐃⤡し，ᥦ出してもらう

場合もあります。 

以下のような場合もㄪᰝ対㇟となりますので，その᪨を記入してᥦ出してください。

・㐍㊰ᮍ定，ཪはᑵ⫋活動中 

・公務員受㦂ண定，ཪは結果ᚅࡕ 

・大学㝔受㦂ண定，ཪは結果ᚅࡕ 

・ᑵ⫋ᕼᮃなし，ཪはᾏ外␃学など 

㐍㊰Ỵᐃ≧ἣㄪᰝࡿࡅ࠾༞ᴗド᭩ᤵᘧی

᭱⤊的な㐍㊰のỴ定状況について，༞業時の状況を把握するために実施するㄪᰝで

す。ᑵ⫋率等の集計結果は，当ヱ年度の᭱⤊⤫計として使用します。 

㸦４㸧その他

ᑵ⫋ヨ㦂において，一⯡的に以下の᭩㢮のᥦ出が必要となりますが，業等によって

␗なりますので，詳⣽はồே⚊等で必要な᭩㢮を確認のうえ，ഛのないように‽ഛを

してください。 

ᒚṔ᭩ی

ᩥලᗑ等のか，大学生༠でもᒚṔ᭩用⣬を㈍しています。 

ᡂ⦼ド᫂᭩ی

学務係前に設⨨の自動ド明᭩Ⓨ行ᶵでⓎ行できます。ただしࠊཝᑒが必要な場合は

❆ཱྀへ申し出てください。 

༞ᴗぢ㎸ド᫂᭩ی

学務係前に設⨨の自動ド明᭩Ⓨ行ᶵでⓎ行できます。 

（ただし，� 年次の � ᭶からⓎ行開ጞ。� 年次まではࠕ在⡠ド明᭩ࠖのⓎ行が可能。

業等への࢚ントリーの際は，ࠕ在⡠ド明᭩ࠖで௦用が可能か，ཪは � 年次の � ᭶

までࠕ༞業ぢ㎸ド明᭩ࠖのᥦ出をᚅってもらうことが可能か，必ࡎၥい合わせるこ

と。） 

ᗣデ᩿᭩ی

学務係前に設⨨の自動ド明᭩Ⓨ行ᶵでⓎ行できます。 

（年， � ᭶中᪪からⓎ行可。ただし，学内のᗣデ᩿を受デした者のࡳ） 

ͤ成⦼ド明᭩，༞業ぢ㎸ࡳド明᭩，ᗣデ᩿᭩は，ࠕド明᭩Ⓨ行ࢧーࣅスࠖを利用

してコン࢚ࢽࣅンスストでⓎ行することもできます（᭷ᩱ）。 
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学生の⾲ᙲについて

長ᓮ大学学生⾲ᙲ規⛬では，学長㈹の対㇟として「⾲ᙲは，次の各ྕの一にヱᙜするものを対㇟に行う。」

とされています。

(1) 卒業ཪは修時において，≉にඃ⚽な成⦼を修めたとㄆめられる学生

(2) 学⾡◊✲活動において，国際的ⱝしࡃは全国的規模の学会から㈹をཷࡅたሙྜ，社会的に高いホ価を

㢧ⴭな業⦼をᣲげたとㄆめられる学生ཪは学生ᅋ体，たሙྜなࡅཷ

(3) 課外活動において，国際的規模の➇ᢏ会，ᒎ覧会，බ₇会等(以下「➇ᢏ会等」という。)にฟሙ，ฟ

ᒎⱝしࡃはฟ₇(以下「ฟሙ等」という。)したሙྜ，全国的規模の➇ᢏ会等にฟሙ等をし，➨ 3 まで

に入㈹(これに相ᙜする㈹を含む。)したሙྜ，ᕞ地༊ⱝしࡃはᕞ地༊を含む」ᩘの地༊がྜྠで行

う➇ᢏ会等にฟሙ等をし，ඃ(これに相ᙜする㈹を含む。)したሙྜな，ඃ⚽な成⦼をᣲげたとㄆめ

られる学生ཪは学生ᅋ体

(4) た学生ཪは学生ᅋ体ࡅア活動等の社会活動において，බ共ᅋ体等から⾲ᙲ等をཷࢸラン࣎

(5) 人ᩆຓ，⅏ᐖᩆຓ等に㈉⊩し，本学のྡをⴭしࡃ高めたとㄆめられる学生ཪは学生ᅋ体

(6) ๓各ྕとྠ等以上の⾲ᙲに価する行Ⅽがあったとㄆめられる学生ཪは学生ᅋ体

(7) その他学長が≉に⾲ᙲに価する行Ⅽがあったとㄆめられる学生ཪは学生ᅋ体

なお，経済学部学生⾲ᙲ内規も学部長㈹の対㇟として，これに‽じてᐃめられています。

ヱᙜするようなሙྜには，⏦ㄳ様ᘧ等もありますので学ົ係へ相ㄯしてࡔࡃさい。

長ᓮ大学経済学部学生⾲ᙲ内規では，学部長㈹の対㇟として「⾲ᙲは，次の各ྕの一にヱᙜするものを対

㇟に行う。」とされています。

(1) 卒業時において，≉にඃ⚽な成⦼を修めたとㄆめられる学生

(2) 学⾡◊✲活動において，国際的ⱝしࡃは全国的規模の学会から㈹をཷࡅたሙྜ，社会的に高いホ価を

㢧ⴭな業⦼をᣲげたとㄆめられる学生ཪは学生ᅋ体，たሙྜなࡅཷ

(3) TOEIC，TOEFL等外国語能力ヨ㦂において≉にඃ⚽な成⦼を修めたとㄆめられる学生

(4) 課外活動において，国際的規模の➇ᢏ会，ᒎ覧会，බ₇会等（以下「➇ᢏ会等」という。）にฟሙ，

ฟᒎⱝしࡃはฟ₇（以下「ฟሙ等」という。）したሙྜ，全国的規模の➇ᢏ会等にฟሙ等をし，➨㸱ま

でに入㈹（これに相ᙜする㈹を含む。）したሙྜ，ᕞ地༊ⱝしࡃはᕞ地༊を含む」ᩘの地༊がྜྠで

行う➇ᢏ会等にฟሙ等をし，ඃ（これに相ᙜする㈹を含む。）したሙྜな，ඃ⚽な成⦼をᣲげたとㄆ

められる学生ཪは学生ᅋ体

(5) た学生ཪは学生ᅋ体ࡅア活動等の社会活動において，බ共ᅋ体から⾲ᙲをཷࢸラン࣎

(6) 人ᩆຓ，⅏ᐖᩆຓ等に㈉⊩し，本学部のྡをⴭしࡃ高めたとㄆめられる学生ཪは学生ᅋ体

(7) その他⾲ᙲに価する行Ⅽがあったとㄆめられる学生ཪは学生ᅋ体
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学務係がྲྀりᢅう業務について

１㸬教ົ㛵ಀ

օ 授業計画及び授業時間に関すること。

ֆ 定期ヨ㦂，㏣ヨ㦂等に関すること。

և 学業成⦼⾲の⟶理に関すること。

ֈ 学生౽ぴ，シラバス，演習指㔪等のస成に関すること。

։ 学生の㌟分␗動（ఇ学，学，㏥学，༞業等）に関すること。

֊ 教室及び教ලに関すること。

 演習及び༞業ㄽᩥに関すること。

 教⫋課⛬に関すること。

֍ ㅖド明᭩㢮（成⦼，༞業，在学等）の付に関すること。

֎ 大学㝔等㐍学に関すること。

֏ その教務に関すること。

２㸬ཌ⏕⿵ᑟ㛵ಀ

օ 学生相談に関すること。

ֆ ᑵ⫋に関すること。

և 各✀ዡ学㔠（᪥本学生ᨭᶵᵓ（ᪧ᪥本育ⱥ会）を㝖く㹿）に関すること。

ֈ 学生教育◊✲⅏ᐖಖ㝤に関すること。

։ 通学ド明᭩に関すること。

֊ 課外活動施設，ཌ生施設に関すること。

 自動㌴等入ᵓチ可ドに関すること。

 その学生のཌ生指導に関すること。

３㸬学⏕の㏻▱୪ࡧ㐃⤡࡚࠸ࡘ

  学生への通知୪びに㐃⤡は，すてᥖ♧によって行います。１᪥１度は必ࡎᥖ♧ᯈをぢるように

ᚰけてください。なお，ᥖ♧した事項については，᪤に周知したものとしてฎ理します。 
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４㸬ㅖᡭ⥆࡚࠸ࡘࡁ

学務係のྲྀりᢅう㢪出，ᒆ出は次のとおりです。 

１㸬ᒚ修上の手⥆ 

✀    㢮 ᥦ  出  期  限 注  意  事  項 

ᒚ修Ⓩ録 
授業開ጞ後ᡤ定の期᪥まで 

�集中講⩏についてはู㏵指♧する� 
前期及び後期各学期のጞめ 

演習ເ集申㎸᭩ 演習指㔪に記載のᡤ定の期᪥まで �演習指㔪を参照� 

༞業ㄽᩥᥦ出⚊ ༞業ㄽᩥᥦ出期限まで 学務係へᥦ出 

㏣ ヨ 㦂 㢪 ㏣ヨ㦂開ጞの２᪥前まで 学務係へᥦ出（ド明᭩等のῧ付が必要）

Ḟ  ᖍ  ᒆ 理由Ⓨ生後２㐌間以内 学務係へᥦ出（ド明᭩等のῧ付が必要）

長期ᒚ修申ㄳ᭩ 
前期からの適用：� ᭶末 

後期からの適用：� ᭶末 

学務係へᥦ出 

期間ᘏ長はできない 

長期ᒚ修期間▷⦰

申ㄳ᭩ 

前期からの適用：直前の � ᭶末 

後期からの適用：直前の � ᭶末 

期間▷⦰（ྲྀᾘをྵむ）は � 度に限る 

事前手⥆きとなるため注意すること 

２㸬㌟分␗動の手⥆ 

✀    㢮 ᥦ  出  期  限 注  意  事  項 

ఇ  学  㢪 理由が生じたとき 

ᘬき⥆き２ࢣ᭶以上修学を中Ṇしようとするとき，

ල体的な理由をῧえてᥦ出すること 

Ẽのときは་ᖌのデ᩿᭩をῧ付すること 

㏥  学  㢪 理由が生じたとき ල体的な理由をῧえてᥦ出すること 

  学  㢪 
ఇ学期間の‶及びఇ

学理由がᾘ⁛したとき 
Ẽでఇ学したときは་ᖌのデ᩿᭩をῧ付すること 

 入 学 㢪 ㏥学後２年以内 

受㦂チ可㢪�大学

等への入学�⦅入学�
出㢪２㐌間前まで 

３㸬その 

✀    㢮 ᥦ  出  期  限 注  意  事  項 

ఫ  ᡤ  ᒆ 
ẖ年４᭶授業開ጞ後 

２㐌間 

大学からの㐃⤡，ᩥ᭩等の㏦付ඛとなるので正確に

記入 

改  ጣ  ᒆ 

理由が生じたとき 

戸⡠ᢒ本ཪは戸⡠記載事項ド明᭩をῧ付すること 

ಖドேኚ᭦ᒆ 㐃帯ಖドேのኚ᭦・ఫᡤኚ᭦ 

学生ఫᡤኚ᭦ᒆ 学務係へᒆけ出ること 

学生ド付㢪 学生ᨭセンター�ᩥ教ᆅ༊�へᥦ出 
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４㸬ㅖド明᭩のⓎ行手⥆ 

✀ 㢮 ᥦ  出  期  限 注 意 事 項 

在学ド明᭩ 

༞業ぢ㎸ド明᭩ 

ᗣド明᭩ 

成⦼ド明᭩ 

自動Ⓨ行ᶵで㝶時Ⓨ行が受けられる 

�ᖹ᪥８�３０㹼２１�００� 

学生ド及びᬯド␒ྕを入ຊ 

ド明᭩Ⓨ行ࢧーࣅス�᭷ᩱ�の 

利用も可 

通学ド明᭩ 
付をᕼᮃする᪥の３᪥前までに 

申し㎸むこと 

学務係にある申㎸᭩に記入ᥦ出 

受けྲྀり時に学生ドの࿊♧が必要 

５㸬ཌ生⿵導関係（᭩㢮のᥦ出ඛに注意） 

✀ 㢮 ᥦ  出  期  限 注  意  事  項 

学生᪑ᐈ㐠㈤ᘬド 
自動Ⓨ行ᶵで㝶時Ⓨ行が受けられ

る 
Ⓨ行᪥から３か᭶᭷ຠ 

授 業 ᩱ ච 㝖 㢪 

授業ᩱᚩ収⊰ண㢪

（分納をྵむ） 

前期・後期その㒔度ᥖ♧する 学生ᨭセンター（ᩥ教ᆅ༊）へᥦ出 

ᅋ体設❧㢪 

᪂つ ᪂たにᅋ体を設❧したとき 
ᅋ体㈐௵者が㢪い出ること 

学生ᨭセンター（ᩥ教ᆅ༊）へᥦ出 ᭦᪂ 
ᘬき⥆きᅋ体を⥅⥆しようとする

とき 

集会・施設使用㢪 その㒔度 
使用㈐௵者が㢪い出ること 

学務係へᥦ出 

ᥖ ♧ ≀ その㒔度 学務係へᥦ出 

入ᵓチ可ド付㢪 ᥖ♧により指♧する 
長崎大学∦ῡᆅ༊ᵓ内における通つ

ไ要㡿を参照 

ᾏ外Ώ⯟ᒆ その㒔度�᪥本を出Ⓨする３᪥前まで� ᾏ外Ώ⯟システムから入ຊ 

ᖐᅜᒆ その㒔度 （᪥本に฿着後㏿やかに） ᾏ外Ώ⯟システムから入ຊ 

 通 事 故 報 ࿌ 事故Ⓨ生後直ࡕに 入㝔等でᥦ出が㐜れる場合，電話で௬報࿌ 

㸴㸬ᑵ⫋関係の手⥆ 

✀ 㢮 ᥦ  出  期  限 注  意  事  項 

㐍㊰Ỵ定状況ㄪᰝ
４年次の各ᡤ定期᪥まで，

もしくは内定したとき

ᑵ⫋ண定の᭷↓にかかわらࡎ，全員が必ࡎ回答

すること�回答は 18�:HEから行う�

回答῭ࡳでも㐍㊰ኚ᭦時�内定⋓ᚓ，務ᆅ確定 

等�には，その㒔度᭦᪂すること

᥎  ⸀  状 
付をᕼᮃする᪥の５᪥前

までに申し㎸むこと 

学務係でⓎ行するࠕே≀⪃ᰝ᭩（本ே）ࠖ，ࠕ᥎⸀

状Ⓨ行㢪ࠖに記入し，演習指導教員にࠕே≀⪃

ᰝ᭩（演習指導教員）ࠖ の記入をお㢪いのうえ，

これら３つの᭩㢮を学務係へᥦ出すること 

ͤ事前に，ࠕ㐍㊰ᕼᮃㄪᰝࠖの回答が必要
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ᅗ ᭩ 㤋 利 用  ෆ

開館時間   ᭶㹼㔠᭙᪥             ����㹼����� 

ただし，ఇ業期等          ����㹼����� 

             ᅵ᭙・᪥᭙・⚃᪥          �����㹼����� 

ఇ館᪥    年末年ጞ等 

㐃⤡ඛ    7(/  ��������������直通�  内⥺ ��� 

)$;   ������������� 

(�PDLO  HFRQOLE㸾PO�QDJDVDNL�X�DF�MS  

㝃ᒓᅗ᭩館ホームページ             KWWS���ZZZ�OE�QDJDVDNL�X�DF�MS� 

㝃ᒓᅗ᭩館⤒῭学部分館ホームページ KWWS���ZZZ�OE�QDJDVDNL�X�DF�MS�XVH�HFR� 

                                              �ͤOE はえる・びー� 

ධ ㏥ 㤋 

ۑ ᅗ᭩館へ入る 

入館には学生ドが必要です。 

学生ドを入館ࢤートの࢝ーࢻリーࢲーに᥋ゐさせるとࢤートが開き，入館できます。 

ۑ ᅗ᭩館から出る 

 。ートࠖから出てくださいࢤ㏥館ࠕ     

 ，ートにはᅗ᭩↓᩿持出㜵Ṇ⨨があります。ᅗ᭩館㈨ᩱの貸出手⥆きをしないで通㐣するとࢤ

㆙࿌ブࢨーが㬆り，バーがࣟࢡࢵされます。（注意：↓᩿持ࡕ出しは≢⨥行Ⅽです） 

注：携帯電話・電༟などの電Ꮚᶵჾ㢮に応し，ブࢨーが㬆ることがあります。 

手Ⲵ≀などの確認にご༠ຊください。 

㈚ฟ返༷ 

     

ۑ りる方法 

     本をりるには，学生ドが必要です。࢘࢝ンター横のᅗ᭩自動貸出⨨（セルフᘧ）が౽利です。 

     

     貸出ᩘと期間 

     �� ・� 㐌間 りることができます。 

      

     ͤ中ኸᅗ᭩館・་学分館のᅗ᭩もりることができます。 

ͤ貸出期間のᘏ長はの利用者のண⣙がなけれࡤ，� 回まで可能です。 

 ᘏ長手⥆きは，࢘࢝ンターまたは，ᅗ᭩館ホームページから行うことができます。 

ͤ༞業ㄽᩥᇳ➹のために⤒῭学部分館㈨ᩱに限り � �� 㐌間の貸出もできます。 

     

ۑ 返却する方法 

 。ンターへ返却してください。㛢館中は，入ཱྀ横の返却ポストをご利用ください࢘࢝

中ኸᅗ᭩館・་学分館に返却することもできます。 

注：貸出期間を㐣ࡂた場合は，㐜れた᪥ᩘ分だけ貸出Ṇとなります。 
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㈨ᩱタഛ 

ۑ � 階 

・㎡᭩・事，年㚷などの参⪃ᅗ᭩ 

・᪂着㞧ㄅ 

・᪂⪺ 

 ンター࢘࢝・

・ラーࢽング・コࣔンࢬ 

・グループ学習室 

・学生用パソコン�� ྎ� 

・↓⥺ /$1 

・ⶶ᭩᳨⣴用パソコン�� ྎ� 

・プリンターව用コࣆーᶵ 

・㍍㣗用自動㈍ᶵ 

・長崎学㈨ᩱᒎ♧室 

ۑ � 階 

・㜀ぴ室 

・学習ᅗ᭩ 

�᪂着ᅗ᭩・シラバスᅗ᭩・ࣞポートస成ᨭᅗ᭩・ᑵ⫋㐍学ᨭᅗ᭩・ㄒ学ᅗ᭩・㒓ᅵ㈨ᩱなど� 

・'9' 

・᪂着㞧ㄅ 

・ⶶ᭩᳨⣴用パソコン（� ྎ） 

・↓⥺ /$1 

・㈗㔜᭩収ⶶᗜ 

ۑ ᭩ᗜ 

・� ᒙ：ὒᅗ᭩・ᪧ㧗ၟ時௦のὒᅗ᭩ 

・� ᒙ：ὒ㞧ㄅ・ᪧ㧗ၟ時௦のᅗ᭩ 

・� ᒙ：ᅗ᭩・㞧ㄅ 

ۑ ᆅ下 

・ከ目的室 

・明大正期᪂⪺ᗜ 

     

㈨ᩱの᥈ࡋ᪉ 

ۑ ᭩ᯫで᥈す 

 ᅗ᭩は主㢟ู�᪥本༑㐍分㢮法�で㓄ᯫされています。 

ۑ オンライン目録�23$&�で᥈す 

 ᅗ᭩館のホームページにある 長崎大学ᅗ᭩館 23$& から本学ᡤⶶをㄪられます。 

ۑ 電Ꮚジࣕーナルリンࢡ集で᥈す 

 本学から全ᩥを㜀ぴ可能な⣙ ������ タイトルの電Ꮚジࣕーナルをリストࢵプしています。 

ۑ  集で᥈すࢡータベースリンࢹ

 ㄽᩥ情報・ⓒ科事・᪂⪺記事などのࢹータベースをリストࢵプしています。 
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その他のᅗ᭩㤋サーࢫࣅ 

 �❆ཱྀ相談�スࣅーࢧ・ンスࣞフࣞ ۑ 

  ・学習・ㄪᰝに必要な情報を᥈すお手伝いをします。 

 ㈨ᩱの᥈し方，参⪃ᅗ᭩の使い方，ᩥ⊩のㄪᰝ・収集法などۼ    

 ンスࢲイ࢞ᅗ᭩館 ۑ 

  ・ᅗ᭩館の利用，ᅗ᭩・㞧ㄅの᳨⣴方法，᪂⪺記事，電Ꮚジࣕーナル，ࢹータベースの利用ㄝ明会を行

っています。 

 大学ᅗ᭩館の利用 ۑ 

  ・学外のᅗ᭩館にᩥ⊩」やᅗ᭩の用依頼ができます�᭷ᩱ� 

  ・大学ᅗ᭩館を利用する場合は，⤂状をⓎ行します。 

 パソコンの利用 ۑ 

  ・学生用パソコン�長大 ,' が必要�とⶶ᭩᳨⣴用パソコンが利用できます。 

  ・↓⥺ /$1 長大�スࣅーࢧ :L�)L�が館内全ᇦで利用可能です。 

  ・スࣕ࢟ナは࢘࢝ンターでお貸しします。（館内利用） 

  ・,&7 ��Ỉ：��㹼�ンター࢘࢝ 時�㔠：��㹼�� 時�ではパソコンに関する各✀㉁ၥ・相談を受付けています。 

 ーᶵの利用ࣆコ ۑ 

  ・� 階にプリンターව用のコࣆーᶵがあります。 

  ・ᅗ᭩館の㈨ᩱは，ⴭసᶒ法の⠊ᅖ内でコࣆーできます。注意事項を守って利用しましࡻう�᭷ᩱ） 

・ⓑ㯮 � ᯛ �� �� �࢝�ラー�� ��� �（ ）内学生ド利用の場合

 グループ学習室の利用 ۑ 

  ・� 階に � 名㹼�� 名⛬度のグループで学習できる部ᒇがあります。 

     ・ゼミやຮᙉ会・ࢹスࢵ࢝ションの場としてご利用ください。 

  ・ഛ付の大ᆺࣔࢽタやプࣟジࢡ࢙ターでパソコンの画面をᢞᙳ出ຊすることができます。 

プࣟジࢡ࢙ターは࢘࢝ンターでお貸しします。 

 ♧㈗㔜㈨ᩱᒎ ۑ 

  ・ᅗ᭩館のホームページから電Ꮚ化された㈗㔜㈨ᩱをぢることができます。 

  ・⤒῭学部分館のᒎ♧室には，⤒῭学部の前㌟である長崎㧗等ၟ業学ᰯのṊ⸨長ⶶ༤ኈᪧⶶの㈨ᩱなど

をᒎ♧しています。ぢ学ᕼᮃの方は事前にお申㎸ください。 

     

    

۔ ᅗ᭩館で守ってもらいたいこと 
 う㸟ࡻ館内では㟼かにしましۑ 

 館内での携帯電話は⚗Ṇです㸟ۑ 

 館内での㣧㣗はᡤ定の場ᡤで㸟ۑ 
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ミࢧ࢟ー室 ᫎ室 照明室 㹕㹁 㹕㹁
（⏨） （ዪ）

ᗜ

（５４５ᖍ）

ステージ

᥍ࠉ室‽ഛ室

電Ẽ室ᶵᲔ室ჾල室

ホール

ࠚ階ࠉ１࠙

ࠚ階ࠉ２࠙

大講⩏室

⤒῭学部ࠉ㓄⨨␎ᅗ⤒῭Ꮫ㒊 㓄⨨␎ᅗ

ㅮ ᇽ

䛆 䠍 㝵 䛇

䛆 2 㝵 䛇
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  ᮏ 㤋  

࠙１ 㝵ࠚ 

ᥖ♧ᯈ࣑ࢮ
ド᫂᭩自ືⓎ⾜ᶵ ᣠᚓ≀  ࣞポート%2;

83
 ڦڦ

㹕㹁 

ዪ

㹕㹁 

⏨

㠀ᖖ
講ᖌ室 

ሗコーࢼー 

(9
㹕㹁 㹕㹁

(9
⏨  ዪ 

83

１１ 
講  ⩏  室 

⥲ົಀ 
83

ᑵ⫋┦ㄯ室 学ົಀ࣭学㝔ಀ 
83

⋞㛵 
ᡴྜ室 ົㄢ㛗 

㹁㸿㹊㹊教室

学ົಀᥖ♧ᯈࡣ

'1

２２ 
講  ⩏  室 

࠙２ 㝵ࠚ

ከ┠ⓗ室

(9

㹕㹁 

ዪ

㹕㹁 

⏨
２４₇習室  ２５₇習室 (9

  会  ㆟  室
83

'1  83

２１ 
講  ⩏  室 

་ົ室

学⏕┦ㄯ室 
２３₇習室 ୰会㆟室 ᑠ会㆟室 学  㒊  㛗  室

‽ഛ室

１２ 

講  ⩏  室 

'1

'
1
 

― 54 ―



㻢㝵

㻡㝵

㻠㝵

㻟㝵

㻟㝵

㻞㝵

㻝㝵
資ᩱᐊ

㻝

䜸ー䝥ン䝷䝪

䜸ー䝥ン䝷䝪

䜸ー䝥ン䝷䝪㻟㻟演習ᐊ
　　　㻟㻝　　　　　　㻟㻞
　演習ᐊ　　　　演習ᐊ

㻟㻠
演習ᐊ 㝵ẁ 䠡䠲䢔䢈䢖䡫䡸䡩䢕㻙䢍

木村

辺見 林川

䠩䠯㻟

小野

丸山㻔真㻕西村

林㻔㯇㻕髙井 䜸ー䝥ン䝷䝪 䜸ー䝥ン䝷䝪 丸山（幸）

神薗

ᕤ藤

」ᐊ

㝵ẁ

⏨子トイ䝺

津留崎

䢎䢙䡿䢁䢙䡹
䢕㻙䢍

㝵ẁ

㻠㻟
演習ᐊ

大角成田吉沢高橋 井田

ዪ子トイ䝺

共ྠ研究ᐊ㻠 ዪ子トイ䝺 ⏨子トイ䝺㝵ẁ

森ಖ 井畑

共ྠ研究ᐊ㻟

岡田

式見㻔拓㻕 松木 宍倉深浦 䠡䠲 宇都宮

㝵ẁ ዪ子トイ䝺 ⏨子トイ䝺

福澤

ᚎ

白水

䠡䠲

山口

㝵ẁ

㝵ẁ ዪ子トイ䝺
㻞

⏨子トイ䝺

ㄯヰ䞉リ䝣䝺䝑シュ

教員研究ᐊ及び演習ᐊ㓄⨨ᅗ

䕿ᮾ南䜰ジ䜰研究ᡤ

䕿本　　㤋

コー䝘ー

䝣䜯䜹䝹ティー

セミ䝘ーᐊ
䠡䠲

᭩　　ᗜ
㟁Ẽᐊ

資ᩱᩚ理ᐊ
（務ᐊ）

資ᩱᐊ

䜸ー䝥ン䝷䝪

䠩䠯㻞

䠩䠯㻝㝵ẁ 䠡䠲

㝔⏕（䠠）研究ᐊ㻠㻞演習ᐊ㻠㻝演習ᐊ

䜸ー䝥ン䝷䝪

⏨子トイ䝺

䝣リ䝑䝒ᙇ

㻠㻠演習ᐊ　　㻠㻡演習ᐊ

島田 ཎ

㻠㻢
演習ᐊ

情報
᥎進ᐊ

職員ㄯヰᐊ㝵ẁ
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䜴䝑䝗䝕䝑キ

ᒇ
እ
㝵
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㼃 㻯 㟁Ẽᐊ 㻝㻜㻣㼁㻼

䕿᪂㤋
㻰㻺
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㻠㻜㻤

䠠䠪

倉
ᗜ

䠡
䠬
䠯

⋞㛵

⋞㛵䝩ー䝹

➨㻥演習ᐊ ➨㻝㻜演習ᐊ ➨㻝㻝演習ᐊ

➨㻟演習ᐊ

➨㻤演習ᐊ

➨㻠演習ᐊ ➨㻡演習ᐊ

➨㻢演習ᐊ ➨㻣演習ᐊ

䠳䠟　　　䠳䠟

䠱䠬

⋞㛵

䝫ー䝏

➨㻞演習ᐊ

ዪ　　　　⏨

䠡
䠬
䠯 ➨㻝演習ᐊ

― 56 ―



給 水
セ ン タ ー

経
済
学

部
東
屋

体
育

器
具
庫

課
外

活
動

等

体
育

館

扶
揺
会
館

グ
ラ

ウ
ン

ド

市
道

脱
衣

室

共
用
校
舎

屋
外
便

所

保
存
建

物

県
道

拱 橋

共
用
施

設

経
済
学

部
講
堂

経
済
学
部
倉
庫

教
育

研
究
棟

経 済 学 部 本 館

福
利
厚

生
施
設

保
存
建

物

片
淵
総
合

倉
庫

図
書
館
経
済
学
部
分
館

ﾃ
ﾆ
ｽｺ
-
ﾄ

瓊
林

会
館

西
山

川

車
庫

ア
ジ
ア

研
究
所

東
南防

災
倉
庫

ﾃ
ﾆ
ｽｺ
-
ﾄ

倉
庫

長
崎
大
学
片
淵
地
区
配
置
図

― 57 ―



― 58 ―



㛗ᓮ学学๎ 

ᖹ成１㸴年４᭶１᪥ 

学則➨１ྕ 

௧４年３᭶２８᪥学則➨１ྕ 

௧４年３᭶２８᪥学則➨２ྕ 

目次 

➨１❶ ⥲則（➨１᮲̿➨３᮲） 

➨２❶ 修業年限，在学期間，学年，学期及びఇ業᪥（➨４᮲̿➨㸷᮲） 

➨３❶ 入学，⦅入学，㌿入学，㌿学部等，ఇ学，学，␃学，㏥学，㌿学，入学及び

㝖⡠（➨１０᮲̿➨２８᮲） 

➨４❶ 教育課⛬の⦅成，授業科目の༊分等，༢，ᒚ修方法，⪃ᰝ及び༢の授（➨

２㸷᮲̿➨４４᮲） 

➨５❶ ༞業及び学୪びに教員のචチ状授のᡤ要㈨᱁のྲྀᚓ（➨４５᮲̿➨４８᮲）

➨㸴❶ ㈹⨩（➨４㸷᮲・➨５０᮲） 

➨㸵❶ ᳨定ᩱ，入学ᩱ，授業ᩱ及びᐤᐟᩱ（➨５１᮲̿➨㸴０᮲） 

➨８❶ 科目等ᒚ修生，◊✲生，≉ู⫈講学生，≉ูの課⛬及び外ᅜே␃学生（➨㸴１᮲

̿➨㸴５᮲） 

➨㸷❶ 㞧則（➨㸴㸴᮲・➨㸴㸵᮲） 

㝃則 

➨１❶ ⥲則 

（目的） 

➨１᮲ 長崎大学（以下ࠕ本学ࠖという。）は，ᅜ❧大学法ே長崎大学基本つ則（ᖹ成１㸴

年つ則➨１ྕ）➨３᮲につ定する理ᛕに基࡙き，実㊶教育を㔜視した᭱㧗Ỉ‽の教育をᥦ

౪し，ᖜᗈい視㔝と㇏かな教㣴及び῝い専門知㆑をഛえ，課㢟᥈ồ能ຊ及び㐀ຊにᐩん

だே材を㣴成し，もってᆅᇦ及びᅜ際♫会に㈉⊩することを目的とする。 

２ 本学の学部の修業年限，教育課⛬，教育◊✲⤌⧊そのの学生の修学上必要な事項につ

いては，この学則の定めるところによる。 

（教育◊✲上の目的の公⾲等） 

➨１᮲の２ 各学部は，学部，学科ཪは課⛬ごとに，ே材の㣴成に関する目的そのの教育

◊✲上の目的を学部つ⛬に定め，公⾲するものとする。 

（学部，学科，課⛬及び収容定員） 

➨２᮲ 本学の学部に，次の学科及び課⛬を⨨く。 

学部 学科及び課⛬ 

ከᩥ化♫会学部 ከᩥ化♫会学科 

教育学部 学ᰯ教育教員㣴成課⛬ 

⤒῭学部 ⥲合⤒῭学科 

་学部 ་学科，ಖ学科 

ṑ学部 ṑ学科 

⸆学部 ⸆学科，⸆科学科 

情報ࢹータ科学部 情報ࢹータ科学科 

ᕤ学部 ᕤ学科 

⎔ቃ科学部 ⎔ቃ科学科 

Ỉ⏘学部 Ỉ⏘学科 
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２ ⤒῭学部はኪ開講ไとし，間に授業を行うコース（以下ࠕ間コースࠖという。）

及び主としてኪ間に授業を行うコース（以下ࠕኪ間主コースࠖという。）を⨨く。 

３ 収容定員は，ู⾲➨１のとおりとする。 

（講ᗙ等） 

➨３᮲ 前᮲➨１項にᥖࡆる学部ཪは学科に，講ᗙ，学科目等を⨨くことができる。 

２ 前項の講ᗙ，学科目等は，ูに定める。 

➨２❶ 修業年限，在学期間，学年，学期及びఇ業᪥ 

（修業年限） 

➨４᮲ 学部の修業年限は，４年とする。ただし，་学部་学科，ṑ学部及び⸆学部⸆学科

にあっては，㸴年とする。 

（入学前に一定の༢を修ᚓした者の修業年限の通⟬） 

➨５᮲ 大学の学生以外の者が➨㸴１᮲につ定する科目等ᒚ修生ཪは➨㸴３᮲の２につ定

する≉ูの課⛬のᒚ修生として一定の༢を修ᚓした後に本学に入学する場合において，

当ヱ༢の修ᚓにより本学の教育課⛬の一部をᒚ修したと認められるときは，修ᚓした༢

ᩘそのの事項を຺してᡤᒓ学部教授会の㆟を⤒て学長が定める期間を修業年限に

通⟬することができる。ただし，その期間は，修業年限の２分の１を㉸えてはならない。

（在学期間） 

➨㸴᮲ 本学における在学期間は，修業年限の２ಸを㉸えることができない。 

（学年） 

➨㸵᮲ 学年は４᭶１᪥にጞまり，⩣年３᭶３１᪥に⤊る。 

（学期） 

➨８᮲ 学年を分けて，次の２期とする。 

前期 ４᭶１᪥から㸷᭶３０᪥まで 

後期 １０᭶１᪥から⩣年３᭶３１᪥まで 

２ 前項に定める各学期は，前༙及び後༙に分けることができる。 

３ ➨１項のつ定にかかわらࡎ，学部の事情により，学長がኚ᭦することがある。 

（ఇ業᪥） 

➨㸷᮲ ఇ業᪥は，次のとおりとする。 

᪥᭙᪥及びᅵ᭙᪥ 

ᅜẸの⚃᪥に関する法ᚊ（２３年法ᚊ➨１㸵８ྕ）につ定するఇ᪥ 

開学記ᛕ᪥ ５᭶３１᪥ 

Ꮨఇ業 ３᭶２１᪥から４᭶㸵᪥まで 

ኟᏘఇ業 ８᭶１１᪥から㸷᭶３０᪥まで 

Ꮨఇ業 １２᭶２５᪥から⩣年１᭶㸵᪥まで 

２ 前項のつ定にかかわらࡎ，学部の事情により，学長がኚ᭦することがある。 

３ 学長は，必要があると認めるときは，⮫時のఇ業᪥を定めることができる。 

➨３❶ 入学，⦅入学，㌿入学，㌿学部等，ఇ学，学，␃学，㏥学，㌿学，入学

及び㝖⡠ 

（入学の時期） 

➨１０᮲ 入学の時期は，学年のጞめとする。ただし，後期のጞめに入学させることができ

る。 

（入学㈨᱁） 

➨１１᮲ 本学に入学することのできる者は，次の各ྕの一にヱ当する者とする。 

��� 㧗等学ᰯཪは中等教育学ᰯを༞業した者 

��� 通常の課⛬による１２年の学ᰯ教育を修した者ཪは通常の課⛬以外の課⛬により，

これに相当する学ᰯ教育を修した者 

��� 外ᅜにおいて学ᰯ教育における１２年の課⛬を修した者ཪはこれに‽ࡎる者でᩥ

部科学大⮧の指定したもの 
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��� ᩥ部科学大⮧が㧗等学ᰯの課⛬とྠ等の課⛬を᭷するものとして認定した在外教育

施設の当ヱ課⛬を修した者 

��� 専修学ᰯの㧗等課⛬（修業年限が３年以上であることそののᩥ部科学大⮧が定め

る基‽を‶たすものに限る。）でᩥ部科学大⮧がูに指定するものをᩥ部科学大⮧が定

める᪥以後に修した者 

��� ᩥ部科学大⮧の指定した者 

��� 㧗等学ᰯ༞業⛬度認定ヨ㦂つ則（ᖹ成１㸵年ᩥ部科学省௧➨１ྕ）による㧗等学ᰯ

༞業⛬度認定ヨ㦂に合᱁した者（ྠつ則㝃則➨２᮲のつ定によるᗫṆ前の大学入学㈨᱁

᳨定つ⛬（２㸴年ᩥ部省௧➨１３ྕ）による大学入学㈨᱁᳨定に合᱁した者をྵ

む。） 

��� 学ᰯ教育法（２２年法ᚊ➨２㸴ྕ）➨㸷０᮲➨２項のつ定により大学に入学し

た者であって，本学において，大学における教育を受けるにふさわしい学ຊがあると認

めたもの 

��� 本学において，ಶูの入学㈨᱁ᑂᰝにより，㧗等学ᰯを༞業した者とྠ等以上の学

ຊがあると認めた者で，１８ṓに達したもの 

（入学ᚿ㢪の手⥆） 

➨１２᮲ 入学ᚿ㢪者は，ᡤ定の手⥆により，㢪い出なけれࡤならない。 

（㑅ᢤヨ㦂） 

➨１３᮲ 入学ᚿ㢪者に対しては，長崎大学入学者㑅ᢤつ則（ᖹ成１㸴年つ則➨１㸴ྕ）の

定めるところにより，㑅ᢤヨ㦂を行う。 

（合᱁者のỴ定） 

➨１４᮲ 前᮲の㑅ᢤヨ㦂による合᱁者のỴ定は，各学部教授会の㆟を⤒て，学長が行う。

（⦅入学定員を᭷する学部への⦅入学） 

➨１５᮲ ⤒῭学部，་学部ಖ学科ཪは⎔ቃ科学部の➨３年次に⦅入学することのできる

者は，次の各ྕのいࡎれかにヱ当する者で，かつ，当ヱ学部がูに定める出㢪㈨᱁を᭷す

る者とし，㑅ᢤヨ㦂を行った上，当ヱ学部教授会の㆟を⤒て，学長が入学をチ可する。 

��� 大学を༞業した者 

��� 学ᰯ教育法➨１０４᮲➨㸵項のつ定により学ኈの学を授された者 

��� ▷期大学ⱝしくは㧗等専門学ᰯを༞業した者ཪはこれとྠ等以上の学ຊがあると認

められる者 

��� 外ᅜにおいて学ᰯ教育における１４年の課⛬を修した者 

��� 外ᅜの学ᰯが行う通ಙ教育における授業科目をᡃがᅜにおいてᒚ修することにより

当ヱ外ᅜの学ᰯ教育における１４年の課⛬を修した者 

��� ᡃがᅜにおいて，外ᅜの▷期大学の課⛬（その修者が当ヱ外ᅜの学ᰯ教育におけ

る１４年の課⛬を修したとされるものに限る。）を᭷するものとして当ヱ外ᅜの学ᰯ

教育ไ度において⨨付けられた教育施設であって，ᩥ 部科学大⮧がูに指定するもの

の当ヱ課⛬を修した者 

��� 専修学ᰯの専門課⛬（修業年限が２年以上であることそののᩥ部科学大⮧の定め

る基‽を‶たすものに限る。）を修した者（➨１１᮲につ定する入学㈨᱁を᭷する者

に限る。） 

��� 㧗等学ᰯ，中等教育学ᰯの後期課⛬及び≉ูᨭ学ᰯの専ᨷ科の課⛬（修業年限が

２年以上であることそののᩥ部科学大⮧の定める基‽を‶たすものに限る。）を修

した者（➨１１᮲につ定する入学㈨᱁を᭷する者に限る。） 

２ ་学部་学科の➨２年次に⦅入学することのできる者は，次の各ྕのいࡎれかにヱ当す

る者とし，㑅ᢤヨ㦂を行った上，当ヱ学部教授会の㆟を⤒て，学長が入学をチ可する。 

��� 大学を༞業した者 

��� 学ᰯ教育法➨１０４᮲➨㸵項のつ定により学ኈの学を授された者 

��� 外ᅜにおいて学ᰯ教育における１㸴年の課⛬を修した者 
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��� 外ᅜの学ᰯが行う通ಙ教育における授業科目をᡃがᅜにおいてᒚ修することにより

当ヱ外ᅜの学ᰯ教育における１㸴年の課⛬を修した者 

��� ᡃがᅜにおいて，外ᅜの大学の課⛬（その修者が当ヱ外ᅜの学ᰯ教育における１

㸴年の課⛬を修したとされるものに限る。）を᭷するものとして当ヱ外ᅜの学ᰯ教育

ไ度において⨨付けられた教育施設であって，ᩥ 部科学大⮧がูに指定するものの当

ヱ課⛬を修した者 

��� 専修学ᰯの専門課⛬（修業年限が４年以上であることそののᩥ部科学大⮧が定め

る基‽を‶たすものに限る。）でᩥ部科学大⮧がูに指定するものをᩥ部科学大⮧が定

める᪥以後に修した者 

（Ḟ員のある場合の⦅入学及び㌿入学） 

➨１㸴᮲ 次の各ྕのいࡎれかにヱ当する者については，Ḟ員のある場合に限り，㑅⪃の上，

当ヱ学部教授会の㆟を⤒て，学長が入学をチ可することがある。 

��� 学ᰯ教育法➨１０４᮲➨㸵項のつ定により学ኈの学を授された者で，⦅入学を

ᚿᮃするもの 

��� ▷期大学，㧗等専門学ᰯ，ᅜ❧ᕤ業教員㣴成ᡤཪはᅜ❧㣴ㆤ教ㅍ㣴成ᡤを༞業した

者で，⦅入学をᚿᮃするもの 

��� 教育学部ⱝしくは学ⱁ学部の２年課⛬を修した者ཪは学ᰯ教育法施行つ則（

２２年ᩥ部省௧➨１１ྕ）㝃則➨㸵᮲につ定するᚑ前のつ定による学ᰯの課⛬を修し，

ⱝしくはこれらの学ᰯを༞業した者で，⦅入学をᚿᮃするもの 

��� 外ᅜにおいて学ᰯ教育における１４年の課⛬を修した者で，⦅入学をᚿᮃするも

の 

��� 外ᅜの学ᰯが行う通ಙ教育における授業科目をᡃがᅜにおいてᒚ修することにより

当ヱ外ᅜの学ᰯ教育における１４年の課⛬を修した者で，⦅入学をᚿᮃするもの 

��� ᡃがᅜにおいて，外ᅜの▷期大学の課⛬（その修者が当ヱ外ᅜの学ᰯ教育におけ

る１４年の課⛬を修したとされるものに限る。）を᭷するものとして当ヱ外ᅜの学ᰯ

教育ไ度において⨨付けられた教育施設であって，ᩥ 部科学大⮧がูに指定するもの

の当ヱ課⛬を修した者で，⦅入学をᚿᮃするもの 

��� 専修学ᰯの専門課⛬（修業年限が２年以上であることそののᩥ部科学大⮧の定め

る基‽を‶たすものに限る。）を修した者（➨１１᮲につ定する入学㈨᱁を᭷する者

に限る。）で，⦅入学をᚿᮃするもの 

��� 㧗等学ᰯ，中等教育学ᰯの後期課⛬及び≉ูᨭ学ᰯの専ᨷ科の課⛬（修業年限が

２年以上であることそののᩥ部科学大⮧の定める基‽を‶たすものに限る。）を修

した者（➨１１᮲につ定する入学㈨᱁を᭷する者に限る。）で，⦅入学をᚿᮃするもの 

��� の大学に在学する者ཪは༞業し，ⱝしくは㏥学した者で，㌿入学をᚿᮃするもの 

���� ᡃがᅜにおいて，外ᅜの大学の課⛬を᭷するものとして当ヱ外ᅜの学ᰯ教育ไ度に

おいて⨨付けられた教育施設であって，ᩥ 部科学大⮧がูに指定するものの当ヱ課⛬

に在学する者ཪは当ヱ課⛬を修し，ⱝしくは㏥学した者で，㌿入学をᚿᮃするもの（➨

１１᮲につ定する入学㈨᱁を᭷する者に限る。） 

２ 前項各ྕにᥖࡆるもののか，་学ཪはṑ学の㐍学課⛬を修した者ཪはこれとྠ等以

上の学ຊがあると認められる者の⦅入学については，་学部ཪはṑ学部がูに定める。 

（⦅入学ཪは㌿入学をチ可された者の修業年限等） 

➨１㸵᮲ 前２᮲のつ定により入学をチ可された者の入学する前にᒚ修した授業科目につ

いて修ᚓした༢及び入学する前に行った➨３㸵᮲➨１項につ定する学修のྲྀᢅい୪び

に在学すき年ᩘについては，ᡤᒓ学部教授会の㆟を⤒て，学長が定める。 

２ 前項のつ定により在学すき年ᩘを定められた者の在学期間は，➨㸴᮲のつ定にかかわ

らࡎ，在学すき年ᩘの２ಸを㉸えることができない。 

３ ➨１項のつ定により在学すき年ᩘを定められた者のఇ学期間は，➨２２᮲➨２項のつ

定にかかわらࡎ，在学すき年ᩘに相当する年ᩘを㉸えることができない。 
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（入学手⥆） 

➨１８᮲ 㑅ᢤヨ㦂ཪは㑅⪃の結果に基࡙き，入学の合᱁通知を受けた者は，ᡤ定の期᪥ま

でに次の手⥆をしなけれࡤならない。 

��� 入学ᩱを納付すること。 

��� ㄋ⣙᭩及びಖド᭩をᥦ出すること。ただし，➨㸴４᮲につ定する外ᅜே␃学生につ

いては，ㄋ⣙᭩のࡳのᥦ出とする。 

２ ಖド᭩のಖドேは，原則として∗ẕཪはこれに‽ࡎる者とし，学生と㐃帯して㈐௵を㈇

うものとする。ಖドேཪはಖドேのఫᡤにኚ᭦があった場合は，㏿やかにᒆけ出なけれࡤ

ならない。 

（入学チ可） 

➨１㸷᮲ 学長は，前᮲の入学手⥆（➨５３᮲のつ定により，入学ᩱのච㝖ཪはᚩ収⊰ணの

申ㄳを行った者は，前᮲➨１項➨１ྕの手⥆を㝖く。）をした者に入学をチ可する。

２ 学長は，入学をチ可した者に対して，入学時に学生ドを付する。 

（㌿学部等） 

➨２０᮲ 学生から㌿学部の㢪い出があったときは，関係学部教授会の㆟を⤒て，学長がチ

可することがある。 

２ 前項のつ定により㌿学部をチ可された者の修業年限等に関しては，➨１㸵᮲のつ定を‽

用する。 

３ 前２項のつ定は，学科及び課⛬をኚ᭦する場合について‽用する。この場合において，

➨１項中ࠕ関係学部教授会ࠖとあるのはࠕᡤᒓ学部教授会ࠖとㄞ᭰ࡳえるものとする。 

（ఇ学） 

➨２１᮲ 学生がそのの理由により，ᘬき⥆き２か᭶以上修学を中Ṇしようとすると

きは，ᡤᒓ学部長を⤒て，学長にఇ学を㢪い出て，チ可を受けなけれࡤならない。 

（ఇ学期間） 

➨２２᮲ ఇ学は，ᘬき⥆き１年を㉸えることができない。ただし，≉ูの理由があるとき

は，᭦に１年以内のఇ学をチ可することがある。 

２ ఇ学期間は，通⟬して４年（་学部་学科，ṑ学部及び⸆学部⸆学科にあっては㸴年）

を㉸えることができない。 

３ ఇ学期間は，➨㸴᮲及び➨４５᮲の期間に⟬入しない。 

（学） 

➨２３᮲ ఇ学期間が‶したときཪはఇ学期間中にその理由がなくなったときは，ᡤᒓ学

部長を⤒て，学長に学を㢪い出て，チ可を受けなけれࡤならない。 

（␃学） 

➨２４᮲ 学長は，学生が外ᅜの大学ཪは▷期大学で学修することが教育上᭷┈であるとᡤ

ᒓ学部教授会において認めるときは，あらかじめ，当ヱ外ᅜの大学ཪは▷期大学と༠㆟の

上，学生が当ヱ外ᅜの大学ཪは▷期大学に␃学することを認めることがある。 

２ ␃学の期間は，➨㸴᮲及び➨４５᮲の期間に⟬入する。 

（㏥学） 

➨２５᮲ 学生が㏥学しようとするときは，ᡤᒓ学部長を⤒て，学長に㢪い出て，チ可を受

けなけれࡤならない。 

（㌿学） 

➨２㸴᮲ 学生がの大学に㌿学しようとするときは，ᡤᒓ学部長を⤒て，学長に㢪い出て，

受㦂のチ可を受けなけれࡤならない。 

（入学） 

➨２㸵᮲ ➨２５᮲による㏥学者ཪは次᮲➨５ྕにより㝖⡠となった者が，㏥学後ཪは㝖⡠

後２年以内に㏥学前ཪは㝖⡠前にᡤᒓしていた学部の学科ཪは課⛬に入学を㢪い出た

場合は，当ヱ学部教授会の㆟を⤒て，学長がチ可することがある。この場合において，次

᮲➨５ྕにより㝖⡠となった者が入学をすることを⡠とし，⡠は，ᮍ納の授業ᩱを
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納付することを᮲௳とする。 

２ 前項のつ定により入学をチ可された者については，本学㏥学時ཪは㝖⡠時までの在学期

間，ఇ学期間，␃学期間及び学期間は入学後の当ヱ期間に通⟬するものとし，᪤にᒚ修

した授業科目について修ᚓした༢のྲྀᢅいについては当ヱ学部教授会の㆟を⤒て，学長

が定めるものとする。 

３ ⡠した者が，㝖⡠となった場合は，⡠することをチ可しない。 

（㝖⡠） 

➨２８᮲ 学生が次の各ྕの一にヱ当するときは，ᡤᒓ学部教授会の㆟を⤒て，学長がこれ

を㝖⡠する。 

��� 正当の理由なくしてḞᖍが長期にわたるとき。 

��� 成業のぢ㎸ࡳがないと認めたとき。 

��� 在学期間が修業年限の２ಸを㉸えたときཪはఇ学期間が➨２２᮲➨２項の期間を㉸

えたとき。 

��� ఇ学期間が‶しても学の㢪い出をしないとき。 

��� 授業ᩱを納めないとき。 

��� ➨５３᮲のつ定により入学ᩱのච㝖ཪはᚩ収⊰ணを申ㄳした者で，次にᥖࡆるもの

が納めるき入学ᩱをᡤ定の期᪥までに納めないとき。 

 ච㝖ཪはᚩ収⊰ணがチ可されなかったもの 

イ 入学ᩱの一部のච㝖がチ可されたもの 

 ᚩ収⊰ணがチ可されたもの ࢘

➨４❶ 教育課⛬の⦅成，授業科目の༊分等，༢，ᒚ修方法，⪃ᰝ及び༢の授 

（教育課⛬の⦅成） 

➨２㸷᮲ 教育課⛬は，本学，学部及び学科ཪは課⛬の教育上の目的を達成するため，大学

教育における基本的教㣴を会ᚓさせేせて専門のᖜᗈい基盤を理ゎさせることを目的と

した教㣴教育に関する授業科目（以下ࠕ教㣴教育科目ࠖという。）及び学部等の専ᨷに係

る専門教育に関する授業科目（以下ࠕ専門教育科目 とࠖいう。）を᭷ᶵ的に⤌ࡳ合わせて，

体⣔的に⦅成するものとする。 

２ 教育課⛬の⦅成に当たっては，学部等の専ᨷに係る専門の学ⱁを教授するとともに，ᖜ

ᗈく῝い教㣴及び⥲合的なุ᩿ຊをᇵい，㇏かなே間ᛶをᾰ㣴するよう適切に㓄៖するも

のとする。 

（授業科目の༊分） 

➨３０᮲ 教㣴教育科目の༊分は，次のとおりとする。ただし，ኪ間主コースにあっては

ᗣ・スポーࢶ科学科目及びࣕ࢟リ教育科目を㝖くものとする。 

教㣴ゼミナール科目 

情報科学科目 

ᩘ理・ࢹータࢧイ࢚ンス科目 

ᗣ・スポーࢶ科学科目 

 教育科目リࣕ࢟

プラࢿタリー࣊ルス科目 

外ᅜㄒ科目 

教㣴ࣔジࣗールϨ科目 

教㣴ࣔジࣗールϩ科目 

ேᩥ・♫会科学科目 

生・自↛科学科目 

⥲合科学科目 

グࣟーバル科目 

教⫋課⛬関㐃科目 

２ 専門教育科目の༊分は，各学部のᒚ修に関するつ⛬（以下ࠕ学部つ⛬ࠖという。）の定
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めるところによる。 

３ ➨㸴４᮲につ定する外ᅜே␃学生及び外ᅜே␃学生以外の学生で外ᅜにおいて相当の

期間中等教育（中学ᰯཪは㧗等学ᰯに対応する学ᰯにおける教育をいう。）を受けた者（以

下この❶においてࠕ外ᅜே␃学生等ࠖという。）の教育について必要があると認めるとき

は，➨１項につ定する科目のか，␃学生用科目を開設する。 

４ 各授業科目を，必修科目，㑅ᢥ科目及び自由科目に分ける。 

（授業科目の開設） 

➨３１᮲ 教㣴教育科目は，本学のすての教員の参画により開設するものとする。 

２ 専門教育科目は，各学部の教員により開設するものとする。 

（授業の方法） 

➨３２᮲ 授業は，講⩏，演習，実㦂，実習ⱝしくは実ᢏのいࡎれかによりཪはこれらのే

用により行うものとする。 

２ 前項の授業は，ᩥ 部科学大⮧が定めるところにより，ከ様なメࢹを㧗度に利用して，

当ヱ授業を行う教室等以外の場ᡤでᒚ修させることができる。 

３ ➨１項の授業は，外ᅜにおいてᒚ修させることができる。前項のつ定により，ከ様なメ

，を㧗度に利用して，当ヱ授業を行う教室等以外の場ᡤでᒚ修させる場合についてもࢹ

ྠ様とする。 

（１༢当たりの授業時間） 

➨３３᮲ １༢の授業科目は，４５時間の学修を必要とする内容をもってᵓ成することを

標‽とし，授業の方法に応じた１༢当たりの授業時間は，次の基‽によるものとする。

��� 講⩏については１５時間 

��� 演習については３０時間 

��� 実㦂，実習及び実ᢏについては４５時間 

２ 前項の基‽どおりできない事情があるときཪは教育ຠ果を⪃៖して必要があるときは，

前項➨１ྕの講⩏及び前項➨２ྕの演習については１５時間から３０時間の⠊ᅖで，前項

➨３ྕの実㦂，実習及び実ᢏについては３０時間から４５時間の⠊ᅖで，学部つ⛬ཪは長

崎大学教㣴教育ᒚ修つ⛬（ᖹ成２４年つ⛬➨２ྕ。以下ࠕ教㣴教育ᒚ修つ⛬ࠖという。）

において定めることができる。ただし，講⩏，演習，実㦂，実習ཪは実ᢏのే用により行

う授業及びⱁ⾡等の分㔝におけるಶே指導による実ᢏの授業については，学部つ⛬ཪは教

㣴教育ᒚ修つ⛬の定める時間の授業をもって１༢とすることができる。 

３ 前２項のつ定にかかわらࡎ，༞業ㄽᩥ，༞業◊✲，༞業ไస等の授業科目については，

これらの学修の成果を評価して༢を授することが適切と認められる場合には，これら

に必要な学修等を⪃៖して，༢ᩘを定めることができる。 

（授業期間） 

➨３４᮲ 各授業科目の授業は，１５㐌にわたる期間を༢として行う。ただし，教育上必

要があり，かつ，༑分な教育ຠ果をあࡆることができると認められる場合は，この限りで

ない。 

（成⦼評価基‽等の明♧等） 

➨３４᮲の２ 各学部は，学生に対して，授業の方法及び内容୪びに１年間の授業の計画を

あらかじめ明♧するものとする。 

２ 各学部は，学修の成果に係る評価及び༞業の認定に当たっては，ᐈほᛶ及びཝ᱁ᛶを確

ಖするため，学生に対してその基‽をあらかじめ明♧するとともに，当ヱ基‽にしたがっ

て適切に行うものとする。 

（教育内容等の改善のための⤌⧊的な◊修等） 

➨３４᮲の３ 各学部は，当ヱ学部の授業の内容及び方法の改善をᅗるための⤌⧊的な◊修

及び◊✲を実施するものとする。 

（学部における授業科目のᒚ修等） 

➨３５᮲ 学生が学部の授業科目をᒚ修することが教育上᭷┈であると各学部において
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認めるときは，当ヱ授業科目をᒚ修させることができる。 

２ 学生は，学部の開設する授業科目をᒚ修しようとするときは，ᡤᒓ学部長を⤒て，当

ヱ授業科目を開設する学部長のᢎ認を受けなけれࡤならない。 

３ 前２項のつ定により学生がᒚ修した授業科目について修ᚓした༢のྲྀᢅいは，学部つ

⛬の定めるところによる。 

（本学大学㝔における授業科目のᒚ修等） 

➨３５᮲の２ 学生が本学大学㝔に㐍学をᕼᮃし，当ヱ大学㝔の授業科目をᒚ修することが

教育上᭷┈であると各学部において認めるときは，当ヱ授業科目をᒚ修させることができ

る。 

２ 学生は，本学大学㝔の開設する授業科目をᒚ修しようとするときは，ᡤᒓ学部長を⤒て，

当ヱ授業科目を開設する◊✲科長のᢎ認を受けなけれࡤならない。 

３ ➨１項のつ定により学生がᒚ修した授業科目について修ᚓした༢は，ᡤᒓ学部の༞業

の要௳として学部つ⛬で定める学生が修ᚓすき༢ （ᩘ以下ࠕ༞業要௳༢ とࠖいう。）

にྵめることはできない。 

（の大学ཪは▷期大学における授業科目のᒚ修等） 

➨３㸴᮲ 学生がの大学ཪは▷期大学の授業科目をᒚ修することが教育上᭷┈であると

各学部において認めるときは，あらかじめ当ヱの大学ཪは▷期大学と༠㆟の上，学生が

当ヱの大学ཪは▷期大学の授業科目をᒚ修することを認め，そのᒚ修した授業科目につ

いて修ᚓした༢は㸴０༢を㉸えない⠊ᅖで本学における授業科目のᒚ修により修ᚓ

したものとࡳなすことができる。 

２ 前項のつ定は，学生が，➨２４᮲のつ定により␃学する場合，ఇ学期間中に外ᅜの大学

ཪは▷期大学の授業科目をᒚ修する場合，外ᅜの大学ཪは▷期大学が行う通ಙ教育におけ

る授業科目をᡃがᅜにおいてᒚ修する場合及び外ᅜの大学ཪは▷期大学の教育課⛬を᭷

するものとして当ヱ外ᅜの学ᰯ教育ไ度において⨨付けられた教育施設であって，ᩥ 部

科学大⮧がูに指定するものの当ヱ教育課⛬における授業科目をᡃがᅜにおいてᒚ修す

る場合について‽用する。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

➨３㸵᮲ 学生が行う▷期大学ཪは㧗等専門学ᰯの専ᨷ科における学修そのᩥ部科学大

⮧がูに定める学修について，教育上᭷┈であると認めるときは，本学における授業科目

のᒚ修とࡳなし，༢をえることができる。 

２ 前項のつ定によりえることができる༢ᩘは，前᮲のつ定により本学において修ᚓし

たものとࡳなす༢ᩘと合わせて㸴０༢を㉸えないものとする。 

（入学前の᪤修ᚓ༢等の認定） 

➨３８᮲ 学生が本学に入学する前に次の各ྕの一にヱ当する༢を᭷する場合において，

教育上᭷┈であると認めるときは，その༢を入学した後の本学における授業科目のᒚ修

により修ᚓしたものとࡳなすことができる。 

��� 大学ཪは▷期大学（外ᅜの大学ཪは▷期大学をྵむ。）においてᒚ修した授業科目

について修ᚓした༢ 

��� 大学設⨨基‽（３１年ᩥ部省௧➨２８ྕ）➨３１᮲➨１項につ定する科目等ᒚ

修生として修ᚓした༢ 

��� 大学設⨨基‽➨３１᮲➨２項につ定する≉ูの課⛬のᒚ修生として修ᚓした༢ 

２ 学生が本学に入学する前に行った前᮲➨１項につ定する学修について，教育上᭷┈であ

ると認めるときは，本学における授業科目のᒚ修とࡳなし，༢をえることができる。

３ 前２項のつ定により修ᚓしたものとࡳなし，ཪはえることのできる༢ᩘは，⦅入学，

㌿入学等の場合を㝖き，本学において修ᚓした༢以外のものについては，➨３㸴᮲及び

前᮲➨１項のつ定により本学において修ᚓしたものとࡳなす༢ᩘと合わせて㸴０༢

を㉸えないものとする。 
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（長期にわたる教育課⛬のᒚ修） 

➨３㸷᮲ 学生が⫋業を᭷している等の事情により，➨４᮲につ定する修業年限を㉸えて一

定の期間にわたり計画的に教育課⛬をᒚ修し༞業することをᕼᮃする᪨を申し出たとき

は，長崎大学長期ᒚ修つ⛬（ᖹ成１８年つ⛬➨４㸵ྕ）の定めるところにより，その計画

的なᒚ修を認めることができる。 

（外ᅜே␃学生等に係る␃学生用科目の༢のྲྀᢅい） 

➨４０᮲ 外ᅜே␃学生等が␃学生用科目について修ᚓした༢は，教㣴教育ᒚ修つ⛬の定

めるところにより，教㣴教育科目として修ᚓすき༢に௦えることができる。 

（ᒚ修科目のⓏ録の上限） 

➨４１᮲ 学生が各年次にわたって適切に授業科目をᒚ修するため，༞業要௳༢について，

学生が１学年ཪは１学期にᒚ修科目としてⓏ録することができる༢ᩘの上限を学部つ

⛬で定めることができる。 

２ 前項の場合において，学部つ⛬の定めるところにより，ᡤ定の༢をඃれた成⦼をもっ

て修ᚓした学生については，前項につ定する上限を㉸えてᒚ修科目のⓏ録を認めることが

できる。 

（⪃ᰝ及び༢の授） 

➨４２᮲ 学生が一の授業科目をᒚ修した場合には，⪃ᰝを行い，合᱁した者に対しては，

༢をえる。 

２ ⪃ᰝは，ヨ㦂，ㄽᩥ，報࿌᭩そのの方法により行うものとする。 

➨４３᮲ ⪃ᰝ及び༢の認定は，学部つ⛬ཪは教㣴教育ᒚ修つ⛬の定めるところによる。

（ᒚ修方法等） 

➨４４᮲ この❶に定めるもののか，教育課⛬の⦅成，授業科目の名⛠，༢ᩘ，ᒚ修方

法，ᒚ修科目のⓏ録の上限，⪃ᰝ及び༢の授等については，学部つ⛬及び教㣴教育ᒚ

修つ⛬の定めるところによる。 

➨５❶ ༞業及び学୪びに教員のචチ状授のᡤ要㈨᱁のྲྀᚓ 

（༞業及び学の授） 

➨４５᮲ ➨４᮲につ定する期間（➨１５᮲及び➨１㸴᮲のつ定により入学をチ可された者

については，➨１㸵᮲➨１項のつ定により定められた在学すき年ᩘ）以上在学し，༞業

要௳༢を修ᚓした者については，ᡤᒓ学部教授会の㆟を⤒て，学長が༞業を認定し，学

ኈの学を授する。ただし，各学部において必要と認めるときは，在学期間及び༞業要

௳༢に加え，༞業の要௳を課すことができる。 

２ ༞業要௳༢のう３２➨，ࡕ᮲➨２項の授業の方法により修ᚓできる༢ᩘは，ู に定

めのある場合を㝖き㸴０༢を㉸えないものとする。 

➨４㸴᮲ 学部（་学部་学科，ṑ学部及び⸆学部⸆学科を㝖く。この᮲においてྠじ。）

に３年以上在学した者（これに‽ࡎるものとしてᩥ部科学大⮧の定める者をྵむ。）が，

༞業要௳༢をඃ⚽な成⦼で修ᚓしたと認める場合には，➨４᮲のつ定にかかわらࡎ，そ

の༞業を認めることができる。 

２ 前項につ定する༞業の認定は，次の各ྕにᥖࡆる要௳のすてにヱ当する場合に限り行

うことができる。 

��� 学修の成果に係る評価の基‽そのの前項につ定する༞業の認定の基‽を定め，そ

れを公⾲している学部の学生であること。 

��� ➨４１᮲につ定するᒚ修科目としてⓏ録することができる༢ᩘの上限を定め，適

切に㐠用している学部の学生であること。 

��� 学生が༞業要௳༢を修ᚓし，かつ，当ヱ༢をඃ⚽な成⦼をもって修ᚓしたと認

められること。 

��� 学生が前項につ定する༞業をᕼᮃしていること。 

➨４㸵᮲ 学の授等については，長崎大学学つ則（ᖹ成１㸴年つ則➨１１ྕ）の定め

るところによる。 
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（教員のචチ状授のᡤ要㈨᱁のྲྀᚓ） 

➨４８᮲ 本学の学部の学科等において，教育⫋員චチ法（２４年法ᚊ➨１４㸵ྕ）及

び教育⫋員චチ法施行つ則（２㸷年ᩥ部省௧➨２㸴ྕ）に定めるᡤ要の༢を修ᚓし

た者は，教員のචチ状授のᡤ要㈨᱁をྲྀᚓすることができる。 

２ 前項のつ定によりᡤ要㈨᱁をྲྀᚓできる教員のචチ状の✀㢮は，ู ⾲➨２のとおりとす

る。 

➨㸴❶ ㈹⨩ 

（㈹⨩） 

➨４㸷᮲ 学生として⾲ᙲに価する行Ⅽがあった場合は，学長は，ᡤᒓ学部長等の᥎⸀によ

り⾲ᙲすることがある。 

➨５０᮲ 学生が本学のつ則に⫼き大学の⛛ᗎをし，その学生としての本分にする行

Ⅽがあったときは，長崎大学教育◊✲評㆟会の㆟を⤒て，学長がこれをᠬᡄする。 

２ ᠬᡄは，㏥学，学及びカ࿌とする。 

３ 学は，確定期限を付す᭷期の学及び確定期限を付さない↓期の学とする。 

４ 学の期間が１か᭶以上にわたるときは，その期間は，➨㸴᮲の期間に⟬入し，➨４５

᮲及び➨４㸴᮲の༞業の要௳として在学すき期間に⟬入しない。 

➨㸵❶ ᳨定ᩱ，入学ᩱ，授業ᩱ及びᐤᐟᩱ 

（᳨定ᩱ） 

➨５１᮲ 入学，㌿入学，⦅入学及び入学をᚿ㢪する者は，᳨ 定ᩱを納めなけれࡤならな

い。 

（᳨定ᩱ等の㢠及びそのᚩ収方法等） 

➨５２᮲ ᳨定ᩱ，入学ᩱ及び授業ᩱの㢠୪びにᚩ収方法等は，この学則に定めるものの

か，長崎大学授業ᩱ，入学ᩱ，᳨定ᩱ及びᐤᐟᩱᚩ収つ⛬（ᖹ成１㸴年つ⛬➨㸷２ྕ。以

下ࠕᚩ収つ⛬ࠖという。）の定めるところによる。 

（入学ᩱのච㝖及びᚩ収⊰ண） 

➨５３᮲ ≉ูな事情により入学ᩱの納付がⴭしくᅔ㞴であると認められる者については，

本ேの㢪い出により，入学ᩱの全部ཪは一部をච㝖し，ཪはᚩ収⊰ணすることがある。 

２ 入学ᩱのච㝖及びᚩ収⊰ணについては，長崎大学入学ᩱ，授業ᩱ及びᐤᐟᩱのච㝖等に

関するつ⛬（ᖹ成１㸴年つ⛬➨㸷３ྕ。以下ࠕච㝖つ⛬ࠖという。）の定めるところによ

る。 

（授業ᩱの納期） 

➨５４᮲ 授業ᩱは，前期分及び後期分の２回に分け，それࡒれ年㢠の２分の１に相当する

㢠を次に定める期間に納めなけれࡤならない。 

前期分 ４᭶１᪥から４᭶３０᪥まで 

後期分 １０᭶１᪥から１０᭶３１᪥まで 

２ 前項のつ定にかかわらࡎ，前期分に係る授業ᩱを納めるときに，当ヱ年度の後期分に係

る授業ᩱをేせて納めることができる。 

３ 入学年度の前期分ཪは前期分及び後期分に係る授業ᩱについては，➨１項のつ定にかか

わらࡎ，入学をチ可されるときに納めることができる。 

（授業ᩱのච㝖及びᚩ収⊰ண） 

➨５５᮲ ⤒῭的理由によって授業ᩱの納付がᅔ㞴であり，かつ，学業ඃ⚽と認められる者

そのやむをᚓない事情があると認められる者に対しては，㢪い出によりその事情をᑂᰝ

し，授業ᩱの全部ཪは一部をච㝖し，ཪはᚩ収⊰ணすることがある。 

２ 前項の授業ᩱのච㝖及びᚩ収⊰ணについては，この学則に定めるもののか，ච㝖つ⛬

の定めるところによる。 

➨５㸴᮲ 前᮲につ定する授業ᩱのᚩ収⊰ணの期限は，前期分は㸷᭶１５᪥限りとし，後期

分は３᭶１５᪥限りとする。 

➨５㸵᮲ ➨５４᮲につ定する授業ᩱの納期中にఇ学をチ可された者については，ఇ学当᭶
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の⩣᭶から学当᭶の前᭶までの授業ᩱをච㝖する。ただし，᭶の初᪥からఇ学期間が開

ጞする場合についてはఇ学当᭶の分，➨８᮲➨３項及び➨㸷᮲➨２項のつ定により後期の

開ጞ᪥が１０᭶１᪥前となる場合で当ヱ後期の開ጞ᪥に学するときについては学当

᭶の分についてもච㝖する。 

➨５８᮲ ㏥学する者，㌿学する者，学をࡐられた者ཪは㝖⡠される者については，そ

の期分の授業ᩱをᚩ収する。ただし，ච㝖つ⛬のつ定にヱ当する場合は，この限りでない。 

（ᐤᐟᩱ） 

➨５㸷᮲ ᐤᐟᩱの㢠及びᚩ収方法等については，ᚩ収つ⛬の定めるところによる。 

２ 学生に≉ูの事情がある場合は，ᐤᐟᩱをච㝖することがある。 

３ ᐤᐟᩱのච㝖については，ච㝖つ⛬の定めるところによる。 

（ᩱ㔠の返㑏） 

➨㸴０᮲ ᪤納のᩱ㔠は，返㑏しない。ただし，次の各ྕの一にヱ当する場合は，当ヱᩱ㔠

の相当㢠（➨２ྕの場合にあっては➨１ྕにつ定する➨２ẁ階目の㑅ᢤに係る᳨定ᩱに相

当する㢠を，➨４ྕの場合にあっては後期分の授業ᩱ相当㢠）を返㑏するものとする。 

��� 㑅ᢤヨ㦂において，出㢪᭩㢮等による㑅ᢤ（以下１➨ࠕẁ階目の㑅ᢤࠖという。）

を行い，その合᱁者に限り学ຊ᳨ᰝ等による㑅ᢤ（以下２➨ࠕẁ階目の㑅ᢤ とࠖいう。）

を行い，᭱ ⤊合᱁者をỴ定する場合に，➨１ẁ階目の㑅ᢤの合᱁者が，ᡤ定の期᪥ま

でに➨２ẁ階目の㑅ᢤに係る᳨定ᩱの返㑏を申し出たとき。 

��� ಶู学ຊ᳨ᰝの前期᪥⛬ཪは後期᪥⛬（以下ࠕ前期ཪは後期ヨ㦂ࠖという。）の出

㢪受付後に各学部等が課す大学入学共通テストの教科・科目を受㦂していないことによ

り受㦂㈨᱁がないことがุ明した者が，ᡤ定の期᪥までに前期ཪは後期ヨ㦂に係る᳨定

ᩱの返㑏を申し出たとき。 

��� ➨５４᮲➨３項のつ定により入学をチ可されるときに授業ᩱを納めた者が，入学年

度の前年度の３᭶３１᪥までに入学を㎡㏥し，授業ᩱの返㑏を申し出たとき。 

��� ➨５４᮲➨２項ཪは➨３項のつ定により前期分の授業ᩱを納入する際に後期分の授

業ᩱをేせて納入した者が，後期分の授業ᩱの納入時期前にఇ学ཪは㏥学したとき。 

➨８❶ 科目等ᒚ修生，◊✲生，≉ู⫈講学生，≉ูの課⛬及び外ᅜே␃学生 

（科目等ᒚ修生） 

➨㸴１᮲ 各学部の学生以外の者で，本学が開設する授業科目のうࡕ一ཪは」ᩘの授業科目

についてᒚ修をᕼᮃするものがあるときは，㑅⪃の上，科目等ᒚ修生として入学をチ可す

ることがある。 

（◊✲生） 

➨㸴２᮲ 本学において≉Ṧの事項について◊✲をᕼᮃする者があるときは，㑅⪃の上，◊

✲生として入学をチ可することがある。 

（≉ู⫈講学生） 

➨㸴３᮲ の大学ཪは▷期大学（外ᅜの大学ཪは▷期大学をྵむ。）の学生で，本学の≉

定の授業科目をᒚ修することをᕼᮃするものがあるときは，当ヱの大学ཪは▷期大学と

の༠㆟に基࡙き，≉ู⫈講学生として入学をチ可することがある。 

２ ≉ู⫈講学生に係る᳨定ᩱ及び入学ᩱは，ᚩ収しない。 

３ ≉ู⫈講学生に係る授業ᩱについては，科目等ᒚ修生とྠ様とする。 

４ 前項のつ定にかかわらࡎ，≉ู⫈講学生が学⾡ὶ༠定等において授業ᩱをᚩ収しない

こととしている外ᅜの大学ⱝしくは▷期大学の学生ཪは大学間相༢༠定におい

て授業ᩱをᚩ収しないこととしている大学ⱝしくは▷期大学の学生であるときは，授業ᩱ

をᚩ収しない。 

５ ᪤納の授業ᩱは，返㑏しない。 

㸴 実㦂，実習に要する実㈝は，必要に応じ≉ู⫈講学生の㈇担とする。 

（≉ูの課⛬） 

➨㸴３᮲の２ 学長は，本学の学生以外の者を対㇟とした≉ูの課⛬を⦅成し，これを修
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した者に対し，修の事実をドするド明᭩を付することができる。 

２ 前項につ定する≉ูの課⛬に関して，あらかじめ༢の授を公⾲している当ヱ課⛬を

修した者に対し，༢をえることができる。 

３ 本学の学生が➨１項につ定する≉ูの課⛬をᒚ修することが教育上᭷┈であると認め

るときは，当ヱ課⛬をᒚ修させることができる。 

（外ᅜே␃学生） 

➨㸴４᮲ 外ᅜே␃学生として本学に入学をᕼᮃする者があるときは，㑅⪃の上，入学をチ

可することがある。 

（つ⛬） 

➨㸴５᮲ ➨㸴１᮲から前᮲までに関する⣽部についてのつ則は，ูに定める。 

➨㸷❶ 㞧則 

（ᐤᐟ⯋） 

➨㸴㸴᮲ 本学に，ᐤᐟ⯋を⨨く。 

２ ᐤᐟ⯋に関するつ則は，ูに定める。 

（ಖ） 

➨㸴㸴᮲の２ 学生は，ẖ学年本学が行うᗣデ᩿を受けなけれࡤならない。 

２ ᡤᒓ学部長は，学生のᗣを⟶理し，必要に応じて⒪をじ，ཪはⓏ学をṆするこ

とができる。 

（⿵則） 

➨㸴㸵᮲ この学則の施行に必要な事項は学長が定め，各学部に必要なつ⛬については，学

長のᢎ認をᚓて，各学部長が定めるものとする。 

ู⾲➨１ 

  定員   入学定員 ➨３年次⦅入学定

員 

収容定員 

学部 学科・課⛬   

⤒῭学部 ⥲合⤒῭

学科 

間コース ２㸴５   １，０㸴０ 

ኪ間主コース 㸴０   ２４０ 

    １５ ３０ 

計 ３２５ １５ １，３３０ 

ู⾲➨２ 

学部 学科等 教員のචチ状の✀㢮（චチ教科・㡿ᇦ） 

⤒῭学部 ⥲合⤒῭学科 㧗等学ᰯ教ㅍ一✀චチ状 （ၟ業） 
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㛗ᓮ学⤒῭学㒊つ⛬ 

ᖹ成１㸴年４᭶１᪥ 

⤒῭学部つ⛬➨１ྕ 

改正 ᖹ成１㸵年２᭶２８᪥⤒῭学部つ⛬➨１ྕ 

ᖹ成１８年２᭶１㸵᪥⤒῭学部つ⛬➨１ྕ 

ᖹ成１㸷年２᭶２１᪥⤒῭学部つ⛬➨２ྕ 

ᖹ成１㸷年１０᭶２２᪥⤒῭学部つ⛬➨㸴ྕ 

ᖹ成２２年３᭶１２᪥⤒῭学部つ⛬➨１ྕ 

ᖹ成２２年３᭶３１᪥⤒῭学部つ⛬➨３ྕ 

ᖹ成２２年１１᭶１㸷᪥⤒῭学部つ⛬➨４ྕ 

ᖹ成２３年２᭶２᪥⤒῭学部つ⛬➨１ྕ 

ᖹ成２４年３᭶５᪥⤒῭学部つ⛬➨１ྕ 

ᖹ成２㸴年３᭶１㸷᪥⤒῭学部つ⛬➨１ྕ 

ᖹ成２㸵年３᭶２㸵᪥⤒῭学部つ⛬➨２ྕ 

ᖹ成２８年３᭶２４᪥⤒῭学部つ⛬➨１ྕ 

ᖹ成２㸷年２᭶１０᪥⤒῭学部つ⛬➨１ྕ 

ᖹ成３０年３᭶２３᪥⤒῭学部つ⛬➨１ྕ 

ᖹ成３１年３᭶２５᪥⤒῭学部つ⛬➨５ྕ 

௧ඖ年１１᭶１８᪥⤒῭学部つ⛬➨４ྕ 

௧２年３᭶１８᪥⤒῭学部つ⛬➨１ྕ 

௧３年２᭶１８᪥⤒῭学部つ⛬➨１ྕ 

௧３年３᭶１㸴᪥⤒῭学部つ⛬➨２ྕ 

௧４年３᭶１５᪥⤒῭学部つ⛬➨１ྕ 

（㊃᪨） 

➨１᮲ このつ⛬は，長崎大学学則（ᖹ成１㸴年学則➨１ྕ。以下ࠕ学則ࠖという。）に

定めるもののか，⤒῭学部（以下ࠕ本学部ࠖという。）の教育に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（教育目的） 

➨２᮲ 本学部は，大学教育における基本的教㣴と専門の基盤となるᖜᗈい知㆑を修ᚓさ

せるとともに，⤒῭学に関する㧗度の専門的知㆑を修ᚓさせ，もって」㞧化，ከ様化及

び㧗度化する⤒῭♫会に対応することのできるே材を育成することを目的とする。 

（教育課⛬） 

➨３᮲ 本学部の教育課⛬は，教㣴教育に関する授業科目（以下ࠕ教㣴教育科目 とࠖいう。）

及び専門教育に関する授業科目（以下ࠕ専門教育科目ࠖという。）を᭷ᶵ的に⤌ࡳ合わ

せて，体⣔的に⦅成する。 

（ᒚ修コース） 

➨４᮲ ⥲合⤒῭学科の間コースに，次のᒚ修コースを設ける。 

⤒῭とᨻ⟇コース 

グࣟーバル⤒῭コース 

フイナンスコース 

⤒Ⴀと会計コース 

２ ⥲合⤒῭学科のኪ間主コースに，次のᒚ修コースを設ける。 

⥲合⤒῭コース 

（間コースのᒚ修コースỴ定） 

➨５᮲ 間コースの学生は，➨２年次前期からᒚ修コースにᡤᒓするものとし，ᒚ修コ
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ースのỴ定は➨１年次後期末までに行うものとする。 

２ 間コースの学生は，前項のつ定によりᒚ修コースがỴ定された場合でいࡎれかのᒚ

修コースにḞ員があるときは，ᒚ修コースにᡤᒓする前の➨１年次後期のᡤ定の期間に

おいてᒚ修コースのኚ᭦を㢪い出ることができる。 

３ ᒚ修コースにᡤᒓした後のᒚ修コースのኚ᭦は，認めない。 

４ 前３項に定めるもののか，ᒚ修コースのỴ定について必要な事項は，ูに定める。 

（᭱ప修ᚓ༢ᩘ） 

➨㸴᮲ ༞業に必要な教㣴教育科目及び専門教育科目の᭱ప修ᚓ༢ᩘは，間コースに

あってはู⾲➨１のとおりとし，ኪ間主コースにあってはู⾲➨２のとおりとする。 

（教㣴教育科目のᒚ修方法等） 

➨㸵᮲ 教㣴教育科目の༊分，名⛠，༢ᩘ，ᒚ修方法等については，間コースにあっ

ては長崎大学教㣴教育ᒚ修つ⛬（ᖹ成２４年つ⛬➨２ྕ）の定めるところによるものと

し，ኪ間主コースにあっては長崎大学におけるኪ間主コースの教㣴教育のᒚ修に関する

つ⛬（ᖹ成２４年つ⛬➨３ྕ）の定めるところによる。 

（専門教育科目の༊分等） 

➨８᮲ 間コースの専門教育科目の༊分及び内容は，次のとおりとする。 

学部導入科目 専門教育への導入を行う授業科目 

学部共通科目 学部における専門教育の基♏となる授業科目 

コース科目  各ᒚ修コースにおける専門㡿ᇦを体⣔的に学ࡪための授業科目 

演習     専門㡿ᇦにおけるၥ㢟ⓎぢとゎỴのプࣟセスを通じて，ᛮ⪃能ຊをᾰ

㣴する授業科目 

自由専門科目 各ᒚ修コースの専門㡿ᇦの科目とともに⥲合的な学修に㈨する授業科

目 

２ ኪ間主コースの専門教育科目の༊分及び内容は，次のとおりとする。 

学部共通科目 学部における専門教育の基♏となる授業科目 

コース科目  ᒚ修コースにおける専門㡿ᇦを体⣔的に学ࡪための授業科目 

演習     専門㡿ᇦにおけるၥ㢟ⓎぢとゎỴのプࣟセスを通じて，ᛮ⪃能ຊをᾰ

㣴する授業科目 

（ᒚ修方法等） 

➨㸷᮲ 専門教育科目の名⛠，༢ᩘ及び標‽ᒚ修年次は，間コースにあってはู⾲➨

３のとおりとし，ኪ間主コースにあってはู⾲➨４のとおりとする。 

２ 前項に定めるもののか，学部長が必要と認めたときは，教授会においてᑂ㆟し，⮫

時に授業科目を開設することがある。 

➨１０᮲ 間コースの学生はኪ間主コースに開設する教㣴教育科目及び専門教育科目を，

ኪ間主コースの学生は間コースに開設する教㣴教育科目（教㣴教育科目として開講さ

れるู⾲➨５の≉ู指定科目を㝖く。）をᒚ修することができない。 

２ 前項のつ定にかかわらࡎ，ኪ間主コースの学生は，学部長が教育上᭷┈と認めるとき

は，間コースに開設する教㣴教育科目（教㣴教育科目として開講されるู⾲➨５の≉

ู指定科目に限る。）及び専門教育科目（演習，ู⾲➨㸴のᅜ際ࣅジࢿス�SOXV�プࣟグ

ラム科目，ู⾲➨㸵のࣅジࢿス実㊶ຊ育成プࣟグラム科目及び間コースに限定するこ

とを明♧してある科目は㝖く。）の授業科目をᒚ修することができる。この場合におい

て，修ᚓした༢（教㣴教育科目として開講されるู⾲➨５の≉ู指定科目の༢を㝖

く。以下次項においてྠじ。）は，㸴０༢（⦅入学した学生については，３０༢）

を限度としてู⾲➨２に定める᭱ప修ᚓ༢ᩘにྵめることができる。 

３ 前項のつ定により修ᚓした༢は，ู⾲➨４にᥖࡆる授業科目にあっては当ヱ授業科

目の༢としてྲྀりᢅい，それ以外の授業科目にあってはู⾲➨２の自由科目（教㣴・

― 72 ―



専門）の༢としてྲྀりᢅうものとする。 

（１༢当たりの授業時間） 

➨１１᮲ 専門教育科目の１༢当たりの授業時間は，次の基‽によるものとする。 

��� 講⩏及び演習については１５時間 

��� 実習については３０時間 

２ ➨２２᮲につ定する≉ู指定科目の１༢当たりの授業時間は，次の基‽によるもの

とする。 

��� 講⩏及び演習については１５時間 

��� 実習については４５時間 

（ᒚ修科目のⓏ録） 

➨１２᮲ 学生は，ᡤ定の期᪥までに，ᒚ修しようとする授業科目をⓏ録しなけれࡤなら

ない。 

（ᒚ修科目のⓏ録の上限） 

➨１３᮲ 学生がᒚ修科目としてⓏ録することのできる༢ᩘの上限（以下ࠕ上限༢ᩘࠖ

という。）は，１学年当たり，教㣴教育科目及び専門教育科目を合わせて次のとおりと

する。 

間コース 

➨１年次から➨４年次まで ４８༢ 

ኪ間主コース 

➨１年次及び➨２年次 ４８༢ 

➨３年次及び➨４年次 ５０༢ 

２ 前項のつ定にかかわら５➨⾲ู，４➨⾲ู，３➨⾲ู，ࡎ，ู⾲➨㸴及びู⾲➨㸵に

おいて≉に指定する授業科目୪びに集中講⩏により開講される授業科目（➨㸷᮲➨２項

につ定する授業科目に限る。）については，上限༢ᩘには⟬入しない。 

（ᒚ修科目のⓏ録の上限の≉） 

➨１４᮲ 学生が，前年度において４０༢以上を修ᚓし，かつ，当ヱ前年度において，

➨１㸵᮲➨１項に定める成⦼評価に基࡙く次の計⟬方ᘧによるグࣞーࢻ・ポイント・

ベࣞージ（以下3$ࠖ*ࠕという。）が２㸬８以上である場合には，前᮲につ定するᒚ修科

目のⓏ録の上限を㉸えてᒚ修科目をⓏ録することができる。 

*3$㸻（評価$$の༢ᩘ�４㸩評価$の༢ᩘ�３㸩評価%の༢ᩘ�２㸩評価&の༢ᩘ

�１㸩評価'，Ḟᖍ及びኻ᱁の༢ᩘ�０）㸭ᒚ修Ⓩ録༢⥲ᩘ 

（⪃ᰝ及び༢の認定） 

➨１５᮲ 専門教育科目の༢の認定は，⪃ᰝの結果に基࡙き行う。 

２ 前項の⪃ᰝは，原則としてヨ㦂により行う。ただし，ู⾲➨３にᥖࡆる༞◊ゼミ及び

ู⾲➨４にᥖࡆる演習ϩにあっては，༞業ㄽᩥにより行う。 

３ ➨１項の⪃ᰝは，原則として学期末ཪは当ヱ学期を前༙及び後༙に分けた期間の末に

期᪥を定めて行う。ただし，ู⾲➨３にᥖࡆる専門ゼミ及びู⾲➨４にᥖࡆる演習Ϩに

あっては学年末に，༞◊ゼミ及び演習ϩにあってはูに期᪥を定めて行う。 

（㏣ヨ㦂及びヨ㦂） 

➨１㸴᮲ Ẽそのやむをᚓない理由により専門教育科目（ู⾲➨３及びู⾲➨４にᥖ

る演習を㝖く。）のヨ㦂を受けることができない，ཪは受けることができなかった者ࡆ

に対しては，㏣ヨ㦂を行うことがある。 

２ 前項の㏣ヨ㦂を受けようとする者は，㏣ヨ㦂期間開ጞ᪥の２᪥前までに，་ᖌのデ᩿

᭩ཪはド明᭩等をῧえて㏣ヨ㦂㢪をᥦ出し，学部長のチ可を受けなけれࡤならない。 

３ 専門教育科目のヨ㦂は，行わない。 
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（成⦼評価） 

➨１㸵᮲ 成⦼評価の基‽及び評ㄒについては，次のとおりとする。 

２ 成⦼評価の結果は，学務情報システム（18̿:HEシステムをいう。）により，本ேに通

知する。 

（間コースの専門ゼミ及び༞◊ゼミのᒚ修方法及びᒚ修要௳） 

➨１８᮲ ู⾲➨３にᥖࡆる専門ゼミ及び༞◊ゼミは，原則としてྠ一教員の指導の下に

ᒚ修しなけれࡤならない。 

２ 専門ゼミをᒚ修するためには，次にᥖࡆる༢ᩘを修ᚓしていなけれࡤならない。 

��� 教㣴教育科目の修ᚓ༢ᩘが２２༢以上（外ᅜㄒ科目㸴༢以上をྵむ。） 

��� 専門教育科目の修ᚓ༢ᩘが２㸴༢以上 

３ ༞◊ゼミをᒚ修するためには，専門ゼミの༢を修ᚓしていなけれࡤならない。 

４ ➨１項から➨３項までのつ定にかかわら２１➨，ࡎ᮲につ定するᅜ際ࣅジࢿス�SOXV�

プࣟグラム参加者及び➨２３᮲➨２項につ定する᪩期༞業をᕼᮃする者については，ู

に定めるところによる。 

（ኪ間主コースの演習Ϩ及び演習ϩのᒚ修方法及びᒚ修要௳） 

➨１㸷᮲ ู⾲➨４にᥖࡆる演習Ϩ及び演習ϩは，原則としてྠ一指導教員の指導の下に

ᒚ修しなけれࡤならない。 

２ 演習Ϩをᒚ修するためには，次にᥖࡆる༢ᩘを修ᚓしていなけれࡤならない。 

��� 教㣴教育科目の修ᚓ༢ᩘが２０༢以上（外ᅜㄒ科目４༢以上をྵむ。） 

��� 専門教育科目の修ᚓ༢ᩘが２０༢以上 

３ 演習ϩをᒚ修するためには，演習Ϩの༢を修ᚓしていなけれࡤならない。 

（学部等における授業科目のᒚ修等による専門教育科目の༢の認定等） 

➨２０᮲ 学則➨３５᮲から➨３８᮲までにつ定する学部における授業科目のᒚ修，

の大学ཪは▷期大学における授業科目のᒚ修，大学以外の教育施設等における学修及び

入学前の᪤修ᚓ༢の認定により，本学部において修ᚓしたものとࡳなし，ཪはえら

れた༢のうࡕ，専門教育科目の༢として認定できる༢ᩘは，合わせて３０༢以

内とする。 

２ 前項につ定する学部等における授業科目のᒚ修等に係る学生のᒚ修手⥆，その༢

の認定手⥆等に関し必要な事項は，ูに定める。 

（ᅜ際ࣅジࢿス�SOXV�プࣟグラム） 

➨２１᮲ 間コースに，グࣟーバルே材の育成のため，ᅜ際ࣅジࢿスプࣟグラム及びᅜ

際ࣅジࢿスSOXVプࣟグラム（以下ࠕᅜ際ࣅジࢿス�SOXV�プࣟグラムࠖという。）を⨨く。 

ุ定 成⦼評価 評ㄒ 成⦼評価基‽ 

合᱁ １００㹼㸷０点 㸿㸿 㸿以上にඃれている 

８㸷㹼８０点 㸿 授業科目の฿達目標以上に㧗度な内容を

㌟に付けており，授業で㌟に付けるき

内容を༑分に習ᚓしている 

㸵㸷㹼㸵０点 㹀 㹁以上にඃれているが$に‶たない場合 

㸴㸷㹼㸴０点 㹁 授業科目の฿達目標を‶たしており，授

業で㌟に付けるき᭱ప限の内容を習ᚓ

している 

合᱁ ５㸷点以下 㹂 授業科目の฿達目標を‶たしていない 
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２ ᅜ際ࣅジࢿスプࣟグラムは，ู⾲➨㸴にᥖࡆる科目⩌をᒚ修し，かつ，ᾏ外␃学（␃

学ඛ大学のᑡなくとも１学期間を在する␃学をいう。➨３項においてྠじ。）を行い，

本学部に４年以上在学した者について修を認定する。 

３ ᅜ際ࣅジࢿスSOXVプࣟグラムは，ู⾲➨㸴にᥖࡆる科目⩌をᒚ修し，かつ，ᾏ外␃学

を行い，➨２３᮲➨２項のつ定により修業年限３年以上４年ᮍ‶で༞業した者について

修を認定する。 

４ ᅜ際ࣅジࢿス�SOXV�プࣟグラムに必要な事項は，ูに定める。 

 （ス実㊶ຊ育成プࣟグラムࢿジࣅ）

➨２１᮲の２ 間コースに，ࣅジࢿスにおける実㊶ຊとᚿを☻き，᪂たなྲྀ⤌等をリー

 。ス実㊶ຊ育成プࣟグラムを⨨くࢿジࣅ，するே材の育成のためࢻ

る科目⩌をᒚ修し，本学部に４年ࡆス実㊶ຊ育成プࣟグラムは，ู⾲➨㸵にᥖࢿジࣅ ２

以上在学した者について修を認定する。 

 。ス実㊶ຊ育成プࣟグラムに必要な事項は，ูに定めるࢿジࣅ ３

（教員のචチ状をྲྀᚓしようとする学生のᒚ修方法） 

➨２２᮲ 学則ู⾲➨２につ定するၟ業に係る教員のචチ状をྲྀᚓしようとする学生（以

下ࠕ教員චチ状ྲྀᚓᕼᮃ学生ࠖという。）は，༞業に必要な༢のか，次にᥖࡆる༢

を修ᚓしなけれࡤならない。この場合において，➨１ྕにᥖࡆる授業科目のうࡕ᪥本

ᅜ᠇法の༢については教㣴教育科目の᭱ప修ᚓ༢ᩘに，➨２ྕにᥖࡆる授業科目の

༢については専門教育科目の᭱ప修ᚓ༢ᩘにྵめることができる。 

��� 教㣴教育科目の᪥本ᅜ᠇法及びスポーࢶ演習 ３༢ 

��� 専門教育科目のⱥㄒࣅジࢿスコミࣗࢣࢽーションϨ，*OREDO %XVLQHVV 

&RPPXQLFDWLRQ Ϩ，ཪは言ㄒコミࣗࢣࢽーション（⊂ㄒ） ２༢ 

��� ู⾲➨５の≉ู指定科目 ３１༢ 

２ 前項後ẁのつ定にかかわらࡎ，ኪ間主コースの学生で教員චチ状ྲྀᚓᕼᮃ学生が前項

➨３ྕにᥖࡆる授業科目（教㣴教育科目として開講される授業科目に限る。）の༢を

修ᚓした場合は，当ヱ修ᚓ༢は，ู⾲➨２に定める᭱ప修ᚓ༢ᩘにྵめることがで

きない。 

３ ኪ間主コースの学生で教員චチ状ྲྀᚓᕼᮃ学生は，➨１項につ定する༢のか，教

㣴教育科目のᗣ・スポーࢶ科学科目２༢を修ᚓしなけれࡤならない。この場合にお

いて，修ᚓした༢は，教㣴教育科目の᭱ప修ᚓ༢ᩘにྵめることができる。 

（༞業及び学） 

➨２３᮲ 本学部に４年以上在学し，間コースにあってはู⾲➨１に定める᭱ప修ᚓ༢

ᩘを，ኪ間主コースにあってはู⾲➨２に定める᭱ప修ᚓ༢ᩘを修ᚓした者に対し

ては，༞業を認定し，学ኈ（⤒῭学）の学を授する。 

２ 前項のつ定にかかわらࡎ，間コースに３年以上４年ᮍ‶在学した者が，次の各ྕに

ᥖࡆるすての要௳にヱ当した場合には，その༞業（以下ࠕ᪩期༞業ࠖという。）を認

定し，学ኈ（⤒῭学）の学を授する。 

��� 本ேが᪩期༞業をᕼᮃしていること。 

��� ู⾲➨１に定める᭱ప修ᚓ༢ᩘを修ᚓしていること。 

��� 積⟬*3$が３㸬２以上であること。ただし，学部長がูに定める基‽によりᅜ際ࣅ

ジࢿスSOXVプࣟグラムの参加を認められた者については，積⟬*3$が３㸬０以上とする。

３ 前項に定めるもののか，᪩期༞業の認定に関し必要な事項は，ูに定める。 

（⦅入学） 

➨２４᮲ ⦅入学に関し必要な事項は，ูに定める。 

（長期ᒚ修） 

➨２５᮲ 学則➨３㸷᮲のつ定により，学生が修業年限を㉸えて一定期間にわたり計画的
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にᒚ修すること（以下ࠕ長期ᒚ修ࠖという。）をᕼᮃする場合には，これを認めること

がある。 

２ 長期ᒚ修に関し必要な事項は，ูに定める。 

（⿵則） 

➨２㸴᮲ このつ⛬の実施に関して必要な事項は，ูに定める。 

㝃 則 

１ このつ⛬は，ᖹ成１㸴年４᭶１᪥から施行する。 

２ ᖹ成１㸴年３᭶３１᪥⌧在本学部に在学している者（以下この項においてࠕ在学者ࠖ

という。）及びᖹ成１㸴年４᭶１᪥以後において在学者のᒓする年次に⦅入学，㌿入学

ཪは入学する者については，ᪧ長崎大学⤒῭学部つ⛬は，このつ⛬の施行後も，なお

そのຠຊを᭷する。 

３ ➨１４᮲のつ定は，ᖹ成１４年度入学者（⦅入学にあってはᖹ成１㸴年度入学者）か

ら適用する。 

㹼␎㹼 

㝃 則 

１ このつ⛬は，௧４年４᭶１᪥から施行する。 

２ ௧４年３᭶３１᪥⌧在本学部に在学している者（以下この項においてࠕ在学者ࠖと

いう。）及び௧４年４᭶１᪥以後において在学者のᒓする年次に⦅入学，㌿入学ཪは

入学する者については，改正後の長崎大学⤒῭学部つ⛬のつ定にかかわらࡎ，なおᚑ

前のによる。 
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ู⾲➨� 

㛫䝁䞊䝇䛾᭱పಟᚓ༢ᩘ

༊ศ䞉ศ㢮 ᤵ 業 ⛉ ┠ 䛾 ༊ ศ ᭱పಟᚓ༢ᩘ ഛ  ⪃ 

ᩍ

㣴

ᩍ

⫱

⛉

┠

ᩍ 㣴 ᇶ ♏ ⛉ ┠ 

ᩍ 㣴 䝊 䝭 䝘 䞊 䝹 ⛉ ┠ 䠍  

 ሗ ⛉ Ꮫ ⛉ ┠ 䠎  

 ᩘ ⌮ 䞉 䝕 䞊 䝍 䝃 䜲 䜶 䞁 䝇 ⛉ ┠ 䠎 

 ᗣ 䞉 䝇 䝫 䞊 䝒 ⛉ Ꮫ ⛉ ┠ 䠍  

䜻 䝱 䝸 䜰 ᩍ ⫱ ⛉ ┠ 䠍  

䝥 䝷 䝛 䝍 䝸 䞊 䝦 䝹 䝇 ⛉ ┠ 䠍  

እᅜㄒ⛉┠ 

ⱥ ㄒ 䠒  

ึ ⩦ እ ᅜ ㄒ 䠎  

ᑠ ィ 䠍䠒  

䝰䝆䝳䞊䝹⛉┠

ᩍ 㣴 䝰 䝆 䝳 䞊 䝹 䊠 ⛉ ┠ 䠐  

ᩍ 㣴 䝰 䝆 䝳 䞊 䝹 䊡 ⛉ ┠ 䠐 

ᑠ ィ 䠔  

㑅 ᢥ ⛉ ┠ 

ே 文 䞉 ♫  ⛉ Ꮫ ⛉ ┠ 

⏕  䞉 ⮬ ↛ ⛉ Ꮫ ⛉ ┠ 

⥲ ྜ ⛉ Ꮫ ⛉ ┠ 

䠔  

ᑠ ィ 䠔  

ィ 䠏䠎  

ᑓ 㛛 ᩍ ⫱ ⛉ ┠ 

Ꮫ  㒊  ᑟ  ධ  ⛉  ┠ 䠔 

Ꮫ 㒊 ඹ ㏻ ⛉ ┠ 䠍䠒 䠄ὀ䠅 

䝁    䞊    䝇    ⛉    ┠ 䠏䠒 䠄ὀ䠅 

₇ ⩦ 䠔 䠄ὀ䠅 

⮬ ⏤ ᑓ 㛛 ⛉ ┠ 䠎䠒 䠄ὀ䠅 

ィ 䠕䠐  

ྜ ィ 䠍䠎䠒  

（注）次の要௳を‶たす༢は，ࠕ自由専門科目ࠖの༢とする。 

��� ู⾲➨�につ定する専門教育科目のうࡕ，ᡤᒓコースのࠕ自由専門科目ࠖに༊分されている科目をᒚ修してᚓた༢ 

���  ู⾲➨�につ定する専門教育科目において，ᡤᒓコースのࠕ学部導入科目 学部共通科目ࠕࠖ� 演ࠕコース科目ࠖ及びࠕࠖ，

習ࠖに༊分されている科目のうࡕ，᭱ప修ᚓ༢ᩘを㉸えて修ᚓした༢ 

���  コース（ኪ間主コースを㝖く。）の専門教育科目であってᡤᒓコースに設⨨されていない授業科目をᒚ修してᚓた༢ 

���  ู⾲➨�につ定するᅜ際ࣅジࢿス（SOXV）プࣟグラム科目のうࡕ，ᡤᒓコースのࠕコース科目ࠖに༊分されていない科目 

をᒚ修してᚓた༢ 

���  ู⾲➨�につ定するࣅジࢿス実㊶ຊ育成プࣟグラム科目のうࡕ，ᡤᒓコースのࠕコース科目ࠖに༊分されていない科目 

をᒚ修してᚓた༢ 

���  学部，大学等で修ᚓした༢のうࡕ，本学部においてࠕ自由専門科目ࠖの༢として認定された༢ 
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ู⾲➨� 

ኪ㛫䝁䞊䝇䛾᭱పಟᚓ༢ᩘ

༊ศ ᤵ 業 ⛉ ┠ 䛾 ༊ ศ ᭱పಟᚓ༢ᩘ ഛ  ⪃ 

ᩍ

㣴

ᩍ

⫱

⛉

┠

ᩍ 㣴 䝊 䝭 䝘 䞊 䝹 ⛉ ┠ 䠎 

 ሗ ⛉ Ꮫ ⛉ ┠ 䠎  

 ᩘ ⌮ 䞉 䝕 䞊 䝍 䝃 䜲 䜶 䞁 䝇 ⛉ ┠ 䠍 

䝥 䝷 䝛 䝍 䝸 䞊 䝦 䝹 䝇 ⛉ ┠ 䠍 

እ ᅜ ㄒ ⛉ ┠ 䠒  

ᩍ 㣴 䝰 䝆 䝳 䞊 䝹 䊠 ⛉ ┠ 䠐 

ᩍ 㣴 䝰 䝆 䝳 䞊 䝹 䊡 ⛉ ┠ 䠐 

㑅 ᢥ ⛉ ┠ 䠒  

ィ 䠎䠒  

ᑓ

㛛

ᩍ

⫱

⛉

┠

Ꮫ  㒊  ᑟ  ධ  ⛉  ┠ 䠒 

Ꮫ 㒊 ඹ ㏻ ⛉ ┠ 䠒  

䝁 䞊 䝇 ⛉ ┠ 䠑䠔  

₇ ⩦ 䠐 

ィ 䠓䠐  

⮬ ⏤ ⛉ ┠ 䠄 ᩍ 㣴 䞉 ᑓ 㛛 䠅 䠎䠐  

ྜ ィ 䠍䠎䠐 

（注１） ࠕ自由科目（教㣴・専門）ࠖとは，本⾲にᥖࡆる授業科目の༊分にかかわらࡎ，ኪ間主コースの教㣴教育科目及び

ู⾲➨４にᥖࡆる専門教育科目のうࡕから自由に㑅ᢥし，ᒚ修する科目をいう。 

（注２） ኪ間主コースの学生は，間コースに開設される専門教育科目のࠕ学部導入科目ࠖ，ࠕ学部共通科目ࠖ，ࠕコース

科目ࠖ及びࠕ自由専門科目ࠖをᒚ修してᚓた༢については，㸴０༢を限度として本⾲の᭱ప修ᚓ༢ᩘにྵめること

ができる。ただし，ู⾲➨㸴につ定するᅜ際ࣅジࢿス�SOXV�プࣟグラム科目，ู⾲➨㸵につ定するࣅジࢿス実㊶ຊ育成プ

ࣟグラム及び間コースに限定することを明♧してある科目は㝖く。 

（注３） （注２）において修ᚓした༢のうࡕ，ኪ間主コースの科目とྠ一名⛠の科目の༢はྠコースの当ヱ科目の༢

とし，ྠコースの科目とྠ一名⛠ではない科目の༢は本⾲のࠕ自由科目（教㣴・専門）ࠖの༢とする。 
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ู ⾲ ➨ 㻟

ᑓ 㛛 ᩍ ⫱ ⛉ ┠ 䛾 ༊ ศ 䠈 ྡ ⛠ 䠈 ༢  ᩘ ཬ 䜃 ᶆ ‽ ᒚ ಟ ᖺ ḟ 㻔  㛫 䝁 䞊 䝇 㻕

� ࢫᨻ⟇コー῭⤒

༊分 テ ー 授 ࣐ 業 科 目 名 
༢ᩘ 標‽ᒚ修

年次 必修 㑅ᢥ 

学
部
導
入
科
目

専門教育への導入 

⤒῭ᴫㄽ  ２ １ 

⤒Ⴀᴫㄽ  ２ １ 

㔠⼥ᴫㄽ  ２ １ 

ᅜ際関係ᴫㄽ（㹅㹑㹐ㄽ）  ２ １ 

法学ᴫㄽ  ２ １ 

⤒῭ᩘ学入門  ２ １ 

学

部

共

通

科

目 

専門教育の基♏ 

ミࣟࢡ⤒῭学Ϩ  ４ １ 

 学Ϩ  ４ １῭⤒ࣟࢡ࣐

簿記 ４ １ 

⤒Ⴀ学 ２ ２ 

⤒῭ᩘ学 ２ ２ 

⤫計学 ４ ２ 

コ

䤀

ス

科

目

ᅜ際ࣅジࢿス（plus）
プࣟグラム 

Introduction to Academic Reading ۼ ２ １ 

Introduction to Academic Writing ۼ ２ １ 

Academic Presentation & Discussion ۼ ２ ２ 

Intermediate Academic Reading and Writing ۼ ２ ２ 

Economics Subjects in English(ESE) ２ ２・３ 

Global Business Communication Ϩ ２ ２ 

Global Business Communication ϩ ２ ３・４ 

Global Business Communication Ϫ ２ ３・４ 

⤒῭学のࢵ࢚セン 

シࣕルから応用へ 

⤒῭ᨻ⟇ A ２ ２・３ 

⤒῭ᨻ⟇ B ２ ２・３ 

計㔞⤒῭学Ϩ ２ ２・３ 

計㔞⤒῭学ϩ ２ ２・３ 

ミࣟࢡ⤒῭学ϩ ２ ２・３ 

 学ϩ ２ ２・３῭⤒ࣟࢡ࣐

公共⤒῭学 ２ ３・４ 

⏘業ᵓ㐀ㄽ ２ ３・４ 

ປാ⤒῭学 ２ ３・４ 

᪥本⤒῭ㄽ ２ ３・４ 

ୡ⏺⤒῭ㄽ ２ ３・４ 

⤒῭ྐ ２ ２・３ 

ୡ⏺⤒῭ྐ ２ ３・４ 

᪥本⤒῭ྐϨ ２ ３・４ 

᪥本⤒῭ྐϩ ２ ３・４ 

ᆅᇦ⤒῭への⣲㣴と

基♏ 

㔠⼥ㄽϨ ２ ２・３ 

㔠⼥ㄽϩ ２ ２・３ 

⌧௦ポートフォリオ理ㄽ ２ ３・４ 

ಖ㝤ㄽ ２ ３・４ 

 ング ２ ３・４テࢣー࣐

 ４・３ ２ ࢳーࢧング・リテࢣー࣐

⤒Ⴀᡓ␎ㄽ ２ ３・４ 
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応用ᩘ理Ϩ ２ ３・４ 

ᩘ理計画法 ２ ３・４ 

⤒Ⴀ情報ㄽ ２ ３・４ 

㈈ᨻ学 A ２ ３・４ 

㈈ᨻ学 B ２ ３・４ 

開Ⓨ⤒῭学Ϩ ２ ３・４ 

中ᑠ業ㄽ ２ ３・４ 

ᆅ方㈈ᨻㄽ ２ ３・４ 

ᆅᇦ⤒῭ㄽ ２ ３・４ 

法ᚊと⤒῭♫会 

᠇法 ２ ２・３ 

Ẹ法Ϩ ２ ２・３ 

Ẹ法ϩ ２ ２・３ 

ၟ法Ϩ ２ ２・３ 

ၟ法ϩ ２ ２・３ 

⛒⛯法 ２ ３・４ 

മᶒ法 ２ ３・４ 

⊂༨⚗Ṇ法Ϩ ２ ３・４ 

⊂༨⚗Ṇ法ϩ ２ ３・４ 

行ᨻ法 ２ ３・４ 

ス実㊶ຊ育成ࢿジࣅ

プࣟグラム 

プࣟジࢡ࢙ト・リテラシー  ２ ２ 

 ２ ２  ࢳーࢧス・リࢿジࣅ

演

習

ᅜ際ࣅジࢿス（plus）
プࣟグラム 

GSR ▷期ᾏ外◊修 １ ２ ۼ 

␃学生との共修ゼミ ２ ２ ۼ 

ス実㊶ຊ育成ࢿジࣅ

プࣟグラム 
プࣟジࢡ࢙ト演習 ３ ４  ۼ 

課㢟ゎỴ能ຊ育成 

基♏ゼミ ２ ２ ۼ 

専門ゼミ ３   ４ ۼ 

༞◊ゼミ ４   ４ ۼ 

自
由
専
門
科
目

⤒῭ᩘ学入門演習 １ １ ۼ 

▷期ᾏ外◊修Ϩ ２ ۼ �・�・�・� 

▷期ᾏ外◊修ϩ ２ ۼ �・�・�・� 

 �・�・� ２ ۼ インࢨࢹリࣕ࢟

インターンシࢵプ ３ ２ ۼ 

（注１）授業科目名の直後のۼは，上限༢ᩘに⟬入しない科目であることを♧す。 

（注２）᪩期༞業をண定している者は，༞◊ゼミを 3 年次にᒚ修しなけれࡤならない。 

（注３）自由専門科目に関しては，ู⾲➨１の（注）を参照のこと。
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� ࢫコー῭⤒ࣝࣂーࣟࢢ

༊分 テ ー 授 ࣐ 業 科 目 名 
༢ᩘ 標‽ᒚ修

年次 必修 㑅ᢥ 

学
部
導
入
科
目

専門教育への導入 

⤒῭ᴫㄽ ２ １ 

⤒Ⴀᴫㄽ  ２ １ 

㔠⼥ᴫㄽ  ２ １ 

ᅜ際関係ᴫㄽ（㹅㹑㹐ㄽ）  ２ １ 

法学ᴫㄽ  ２ １ 

⤒῭ᩘ学入門  ２ １ 

学
部
共
通
科
目

専門教育の基♏ 

ミࣟࢡ⤒῭学Ϩ  ４ １ 

 学Ϩ ４ １῭⤒ࣟࢡ࣐

簿記 ４ １ 

⤒Ⴀ学 ２ ２ 

⤒῭ᩘ学 ２ ２ 

⤫計学 ４ ２ 

コ

䤀

ス

科

目

⤒῭学等の基♏ 

ミࣟࢡ⤒῭学ϩ ２ ２・３ 

 学ϩ ２ ２・３῭⤒ࣟࢡ࣐

ᅜ際⤒῭学Ϩ ２ ３・４ 

開Ⓨ⤒῭学Ϩ ２ ２・３ 

ᅜ際関係ㄽϨ ２ ２・３ 

ୡ⏺⤒῭ྐ ２ ３・４ 

ୡ⏺⤒῭ㄽ ２ ２・３ 

᪥本⤒῭ㄽ ２ ３・４ 

㔠⼥ㄽϨ ２ ３・４ 

㔠⼥ㄽϩ ２ ３・４ 

ドๆㄽ ２ ３・４ 

ᅜ際㔠⼥ㄽ ２ ３・４ 

⤒Ⴀ学等の基♏ 

⤒Ⴀ⟶理ㄽ ２ ２・３ 

⤒Ⴀ⤌⧊ㄽ ２ ３・４ 

⤒Ⴀᡓ␎ㄽ ２ ３・４ 

ປ務⟶理ㄽ ２ ３・４ 

⤒Ⴀ情報ㄽ ２ ２・３ 

 ング ２ ２・３テࢣー࣐

㈈務会計ㄽϨ ２ ２・３ 

原価計⟬ㄽϨ ２ ２・３ 

業フイナンス ２ ３・４ 

ᅜ際⤒Ⴀㄽ ２ ３・４ 

外ᅜㄒの㐠用能ຊ 

�ᅜ際ࣅジࢿス�plus�
プࣟグラムをྵむ。� 

Introduction to Academic Reading ۼ ２ １ 

Introduction to Academic Writing ۼ ２ １ 

Academic Presentation & Discussion ۼ ２ ２ 

Intermediate Academic Reading and Writing ۼ ２ ２ 

▷期ㄒ学◊修 ２・１ ２ ۼ 

Economics Subjects in English(ESE) ２ ２・３ 

Global Business Communication Ϩ ２ ２ 

Global Business Communication ϩ ２ ３・４ 

Global Business Communication Ϫ ２ ３・４ 

Advanced Academic Writing ２ ３・４ 

ⱥㄒࣅジࢿスコミࣗࢣࢽーションϨ ２ ２・３ 
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ⱥㄒࣅジࢿスコミࣗࢣࢽーションϩ ２ ３・４ 

言ㄒコミࣗࢣࢽーション（⊂ㄒ） ２ ３・４ 

言ㄒコミࣗࢣࢽーション（ㄒ） ２ ３・４ 

言ㄒコミࣗࢣࢽーション（中ᅜㄒ）  ２ ３・４ 

言ㄒコミࣗࢣࢽーション（㡑ᅜㄒ）  ２ ３・４ 

グࣟーバルな課㢟ゎỴ

に関する応用科目

ᅜ際⤒῭学ϩ  ２ ３・４ 

開Ⓨ⤒῭学ϩ ２ ２・３ 

ᅜ際関係ㄽϩ ２ ２・３ 

ᅜ際༠ຊᶵᵓㄽ ２ ３・４ 

ㄽ῭⤒ジ A ２ ３・４ 

ㄽ῭⤒ジ B ２ ３・４ 

ࣚーࣟࢵパ⤒῭ㄽ ２ ３・４ 

 ㄽ ２ ３・４῭⤒࢝メリ

 ４・３ ２ ࢳーࢧング・リテࢣー࣐

㈈務会計ㄽϩ ２ ３・４ 

原価計⟬ㄽϩ ２ ３・４ 

␗ᩥ化コミࣗࢣࢽーションㄽ ２ ２・３ 

ከ言ㄒከᩥ化♫会ㄽ ２ ３・４ 

ス実㊶ຊ育成ࢿジࣅ

プࣟグラム 

プࣟジࢡ࢙ト・リテラシー  ２ ２ 

 ２ ２  ࢳーࢧス・リࢿジࣅ

演

習

ᅜ際ࣅジࢿス（plus）
プࣟグラム 

GSR ▷期ᾏ外◊修 １ ２ ۼ 

␃学生との共修ゼミ ２ ２ ۼ 

ス実㊶ຊ育成ࢿジࣅ

プࣟグラム 
プࣟジࢡ࢙ト演習 ３ ４  ۼ 

課㢟ゎỴ能ຊ育成 

基♏ゼミ ２ ２ ۼ 

専門ゼミ ３   ４ ۼ 

༞◊ゼミ ４   ４ ۼ 

自
由
専
門
科
目

  

⤒῭ᩘ学入門演習  １ １ ۼ 

▷期ᾏ外◊修Ϩ ２ ۼ �・�・�・� 

▷期ᾏ外◊修ϩ ２ ۼ �・�・�・� 

 �・�・� ２ ۼ インࢨࢹリࣕ࢟

インターンシࢵプ ３ ２ ۼ 

Special Topics in Global Economy ２ ３・４ 

（注１）授業科目名の直後のۼは，上限༢ᩘに⟬入しない科目であることを♧す。 

（注２）᪩期༞業をண定している者は，༞◊ゼミを 3 年次にᒚ修しなけれࡤならない。 

（注３）自由専門科目に関しては，ู⾲➨１の（注）を参照のこと。
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� フࢼンࢫコーࢫ

༊分 テ ー 授 ࣐ 業 科 目 名 
༢ᩘ 標‽ᒚ修

年次 必修 㑅ᢥ 

学
部
導
入
科
目

専門教育への導入 

⤒῭ᴫㄽ ２ １ 

⤒Ⴀᴫㄽ  ２ １ 

㔠⼥ᴫㄽ  ２ １ 

ᅜ際関係ᴫㄽ（㹅㹑㹐ㄽ）  ２ １ 

法学ᴫㄽ  ２ １ 

⤒῭ᩘ学入門  ２ １ 

学
部
共
通
科
目

専門教育の基♏ 

ミࣟࢡ⤒῭学Ϩ  ４ １ 

 学Ϩ ４ １῭⤒ࣟࢡ࣐

簿記 ４ １ 

⤒Ⴀ学 ２ ２ 

⤒῭ᩘ学 ２ ２ 

⤫計学 ４ ２ 

コ

䤀

ス

科

目

ᅜ際ࣅジࢿス（plus）
プࣟグラム 

Economics Subjects in English(ESE)   ２ ２・３ 

⤒῭学・⤒Ⴀ学の  

基♏知㆑ 

㈈ᨻ学 A   ２ ３・４ 

㈈ᨻ学 B   ２ ３・４ 

⤒῭ᨻ⟇ A   ２ ３・４ 

⤒῭ᨻ⟇ B   ２ ３・４ 

Ẹ法Ϩ   ２ ２・３ 

Ẹ法ϩ   ２ ２・３ 

⤒Ⴀ⤌⧊ㄽ   ２ ３・４ 

⤒Ⴀᡓ␎ㄽ   ２ ３・４ 

㈈務会計ㄽϨ   ２ ３・４ 

㈈務会計ㄽϩ   ２ ３・４ 

原価計⟬ㄽϨ   ２ ３・４ 

原価計⟬ㄽϩ   ２ ３・４ 

⟶理会計ㄽ A   ２ ３・４ 

⟶理会計ㄽ B   ２ ３・４ 

㔠⼥に関する基♏・

専門知㆑ 

㔠⼥ㄽϨ   ２ ２・３ 

㔠⼥ㄽϩ   ２ ２・３ 

㔠⼥システムㄽ   ２ ３・４ 

⌧௦ポートフォリオ理ㄽ   ２ ２・３ 

業フイナンス   ２ ２・３ 

㖟行ㄽ   ２ ３・４ 

ドๆㄽ   ２ ３・４ 

ಖ㝤ㄽ   ２ ３・４ 

㔠⼥リスࢡ⟶理   ２ ３・４ 

㔠⼥ᶵ関⤒Ⴀᡓ␎   ２ ３・４ 

計㔞⤒῭学Ϩ   ２ ２・３ 

計㔞⤒῭学ϩ   ２ ２・３ 

ၟ法Ϩ   ２ ２・３ 

ၟ法ϩ   ２ ２・３ 

㔠⼥ၟရྲྀᘬ法   ２ ３・４ 

ᅜቃを㉺えた⤒῭ ᅜ際㔠⼥ㄽ   ２ ２・３ 
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活動や㈨本⛣動 ᅜ際⤒῭学㹇   ２ ３・４ 

ᅜ際⤒῭学ϩ   ２ ３・４ 

開Ⓨ⤒῭学Ϩ   ２ ３・４ 

ᅜ際༠ຊᶵᵓㄽ   ２ ３・４ 

ᅜ際関係ㄽϨ   ２ ３・４ 

ᅜ際関係ㄽϩ   ２ ３・４ 

ᅜ際⤒Ⴀㄽ   ２ ３・４ 

ス実㊶ຊ育成ࢿジࣅ

プࣟグラム 

プࣟジࢡ࢙ト・リテラシー  ２ ２ 

 ２ ２  ࢳーࢧス・リࢿジࣅ

演

習

ᅜ際ࣅジࢿス（plus）
プࣟグラム 

GSR ▷期ᾏ外◊修 １ ２   ۼ 

␃学生との共修ゼミ ２ ２   ۼ 

ス実㊶ຊ育成ࢿジࣅ

プࣟグラム 
プࣟジࢡ࢙ト演習 ３ ４  ۼ 

課㢟ゎỴ能ຊ育成 

基♏ゼミ ２ ２   ۼ 

専門ゼミ ３   ４ ۼ 

༞◊ゼミ ４   ４ ۼ 

自
由
専
門
科
目

⤒῭ᩘ学入門演習 １ １   ۼ 

▷期ᾏ外◊修Ϩ ２   ۼ �・�・�・� 

▷期ᾏ外◊修ϩ ２   ۼ �・�・�・� 

 �・�・� ２   ۼ インࢨࢹリࣕ࢟

インターンシࢵプ ３ ２   ۼ 

（注１）授業科目名の直後のۼは，上限༢ᩘに⟬入しない科目であることを♧す。 

（注２）᪩期༞業をண定している者は，༞◊ゼミを 3 年次にᒚ修しなけれࡤならない。 

（注３）自由専門科目に関しては，ู⾲➨１の（注）を参照のこと。
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� ⤒Ⴀ会ィコーࢫ

༊分 テ ー 授 ࣐ 業 科 目 名 
༢ᩘ 標‽ᒚ修

年次 必修 㑅ᢥ 

学
部
導
入
科
目

専門教育への導入 

⤒῭ᴫㄽ ２ １ 

⤒Ⴀᴫㄽ  ２ １ 

㔠⼥ᴫㄽ  ２ １ 

ᅜ際関係ᴫㄽ（㹅㹑㹐ㄽ）  ２ １ 

法学ᴫㄽ  ２ １ 

⤒῭ᩘ学入門  ２ １ 

学
部
共
通
科
目

専門教育の基♏ 

ミࣟࢡ⤒῭学Ϩ  ４ １ 

 学Ϩ ４ １῭⤒ࣟࢡ࣐

簿記 ４ １ 

⤒Ⴀ学 ２ ２ 

⤒῭ᩘ学 ２ ２ 

⤫計学 ４ ２ 

コ

䤀

ス

科

目

ᅜ際ࣅジࢿス（plus）
プࣟグラム 

Introduction to Academic Reading ۼ ２ １ 

Introduction to Academic Writing ۼ ２ １ 

Academic Presentation & Discussion ۼ ２ ２ 

Intermediate Academic Reading and Writing ۼ ２ ２ 

Economics Subjects in English(ESE) ２ ２・３ 

⌧௦⤒Ⴀの各ㄽ 

⤒Ⴀ⟶理ㄽ ２ ２・３ 

業フイナンス ２ ３・４ 

⤒Ⴀ⤌⧊ㄽ ２ ３・４ 

⤒Ⴀᡓ␎ㄽ ２ ３・４ 

ᅜ際⤒Ⴀㄽ ２ ３・４ 

ປ務⟶理ㄽ ２ ３・４ 

 ング ２ ２・３テࢣー࣐

状況分ᯒと意ᛮỴ定

のࢶール 

 ３・２ ２ ࢳーࢧング・リテࢣー࣐

⤒Ⴀ情報ㄽ ２ ２・３ 

⤒Ⴀ情報システムㄽ ２ ２・３ 

オペࣞーションࢬ・リࢧーࢳϨ ２ ２・３ 

オペࣞーションࢬ・リࢧーࢳϩ ２ ２・３ 

ᩘ理計画法 ２ ２・３ 

意ᛮỴ定ㄽ ２ ２・３ 

応用ᩘ理Ϩ ２ ２・３ 

応用ᩘ理ϩ ２ ２・３ 

⤒Ⴀ情報ฎ理 ２ ３・４ 

⟶理会計ㄽ A ２ ３・４ 

⟶理会計ㄽ B ２ ３・４ 

原価計⟬ㄽϨ ２ ２・３ 

原価計⟬ㄽϩ ２ ２・３ 

業活動をྲྀりᕳく

័行・ไ度 

㈈務会計ㄽϨ ２ ２・３ 

㈈務会計ㄽϩ ２ ２・３ 

⤒ႠྐϨ ２ ２・３ 

⤒Ⴀྐϩ ２ ２・３ 

業ㄽ A ２ ２・３ 

業ㄽ B ２ ２・３ 

中ᑠ業ㄽ ２ ３・４ 
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会計ไ度ㄽ ２ ３・４ 

⌧௦会計ㄽ ２ ３・４ 

ၟ法Ϩ ２ ３・４ 

ၟ法ϩ ２ ３・４ 

⛒⛯法 ２ ３・４ 

Ẹ法Ϩ ２ ２・３ 

Ẹ法ϩ ２ ２・３ 

ス実㊶ຊ育成ࢿジࣅ

プࣟグラム 

プࣟジࢡ࢙ト・リテラシー ２ ２ 

 ２ ２ ࢳーࢧス・リࢿジࣅ

演

習

ᅜ際ࣅジࢿス（plus）
プࣟグラム 

GSR ▷期ᾏ外◊修 １ ２ ۼ 

␃学生との共修ゼミ ２ ２ ۼ 

ス実㊶ຊ育成ࢿジࣅ

プࣟグラム 
プࣟジࢡ࢙ト演習 ３ ４  ۼ 

課㢟ゎỴ能ຊ育成 

基♏ゼミ ２ ２ ۼ 

専門ゼミ ３   ４ ۼ 

༞◊ゼミ ４   ４ ۼ 

自
由
専
門
科
目

  

⤒῭ᩘ学入門演習 １ １ ۼ 

▷期ᾏ外◊修Ϩ ２ ۼ �・�・�・� 

▷期ᾏ外◊修ϩ ２ ۼ �・�・�・� 

 �・�・� ２ ۼ インࢨࢹリࣕ࢟

インターンシࢵプ ３ ２ ۼ 

（注１）授業科目名の直後のۼは，上限༢ᩘに⟬入しない科目であることを♧す。 

（注２）᪩期༞業をண定している者は，༞◊ゼミを 3 年次にᒚ修しなけれࡤならない。 

（注３）自由専門科目に関しては，ู⾲➨１の（注）を参照のこと。
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ู⾲➨ � 

ᑓ 㛛 ᩍ ⫱ ⛉ ┠ 䛾 ༊ ศ 䠈 ྡ ⛠ 䠈 ༢  ᩘ ཬ 䜃 ᶆ ‽ ᒚ ಟ ᖺ ḟ 㻔 ኪ 㛫  䝁 䞊 䝇 㻕

⥲ྜ⤒῭コーࢫ

༊分 テ ー 授 ࣐ 業 科 目 名 
༢ᩘ 

標‽ᒚ修年次 
必修 㑅ᢥ 

学
部
導
入
科
目

専門教育への導入 

⌧௦⤒῭ᴫㄽ  ２ １ 

⤒Ⴀᴫㄽ  ２ １ 

法学ᴫㄽ  ２ １ 

ᅜ際関係ᴫㄽ  ２ １ 

㔠⼥ᴫㄽ  ２ １ 

学
部
共
通
科
目

専門教育の基♏ 

簿記  ４ １ 

⤒῭学 A  ２ １ 

⤒῭学 B  ２ １ 

⤒Ⴀ学  ２ ２ 

コ

䤀

ス

科

目

⤒ ῭ 学 

⤫計学Ϩ ２ ２・３

⤫計学ϩ ２ ２・３

⤒῭ᨻ⟇ A ２ ２・３

⤒῭ᨻ⟇ B ２ ２・３

㈈ᨻ学 A ２ ２・３

㈈ᨻ学 B ２ ２・３

⤒῭ྐ ２ ２・３

㔠⼥ㄽϨ ２ ２・３ 

計㔞⤒῭学Ϩ ２ ３・４

計㔞⤒῭学ϩ ２ ３・４ 

ປാ⤒῭学 ２ ３・４ 

⏘業ᵓ㐀ㄽ ２ ３・４ 

公共⤒῭学 ２ ３・４ 

ᆅᇦ⤒῭ㄽ ２ ３・４ 

᪥本⤒῭ㄽ ２ ３・４ 

᪥本⤒῭ྐϨ ２ ３・４ 

᪥本⤒῭ྐϩ  ２ ３・４ 

ୡ⏺⤒῭ྐ ２ ３・４ 

㔠⼥システムㄽ ２ ３・４ 

㖟行ㄽ ２ ３・４ 

ಖ㝤ㄽ ２ ３・４ 

⤒ Ⴀ 学 

業ㄽ A ２ ２・３

業ㄽ B ２ ２・３

⤒Ⴀ⟶理ㄽ ２ ２・３

㈈務会計ㄽϨ ２ ２・３

㈈務会計ㄽϩ ２ ２・３

原価計⟬ㄽϨ ２ ２・３

原価計⟬ㄽϩ ２ ２・３

⤒ႠྐϨ ２ ３・４ 

⤒Ⴀྐϩ ２ ３・４ 

中ᑠ業ㄽ ２ ３・４ 

⤒Ⴀ⤌⧊ㄽ ２ ３・４ 

⤒Ⴀᡓ␎ㄽ ２ ３・４ 

ປ務⟶理ㄽ ２ ３・４ 

業フイナンス ２ ３・４ 
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 ング ２ ３・４テࢣー࣐

 ４・３ ２ ࢳーࢧング・リテࢣー࣐

オペࣞーションࢬ・リࢧーࢳϨ ２ ３・４ 

⤒Ⴀ情報ㄽ ２ ３・４ 

⤒Ⴀ情報ฎ理 ２ ３・４ 

コ

䤀

ス

科

目

グࣟーバル⤒῭ 

ᅜ際関係ㄽϨ ２ ２・３

ᅜ際関係ㄽϩ ２ ２・３

開Ⓨ⤒῭学Ϩ ２ ３・４ 

開Ⓨ⤒῭学ϩ ２ ３・４ 

ᅜ際⤒῭学Ϩ ２ ３・４ 

ᅜ際⤒῭学ϩ ２ ３・４ 

ㄽ῭⤒ジ A ２ ３・４ 

ୡ⏺⤒῭ㄽ ２ ３・４ 

ᅜ際༠ຊᶵᵓㄽ ２ ３・４ 

ᅜ際⤒Ⴀㄽ ２ ３・４ 

ᅜ際㔠⼥ㄽ ２ ３・４ 

ⱥㄒࣅジࢿスコミࣗࢣࢽーションϨ ２ ３・４ 

ⱥㄒࣅジࢿスコミࣗࢣࢽーションϩ  ２ ３・４ 

␗ᩥ化コミࣗࢣࢽーションㄽ ２ ３・４ 

法 ᚊ 

᠇法 ２ ２・３

Ẹ法Ϩ ２ ２・３

Ẹ法ϩ ２ ２・３

ၟ法Ϩ ２ ３・４ 

ၟ法ϩ ２ ３・４ 

⊂༨⚗Ṇ法Ϩ ２ ３・４ 

⊂༨⚗Ṇ法ϩ ２ ３・４ 

行ᨻ法 ２ ３・４ 

⛒⛯法 ２ ３・４ 

演  

習 
課㢟ゎỴ能ຊ育成 

演習Ϩ３ ４ ۼ 

演習ϩ４ ４ ۼ 

（注１）ኪ間主コースのࠕ⤫計学Ϩ 計学ϩࠖの⤫ࠕࠖ 2 科目は間コースのࠕ⤫計学ࠖの 1 科目分に相当する。

（注２）授業科目名の直後のۼは，上限༢ᩘに⟬入しない科目であることを♧す。
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ู⾲➨ �

≉ ู ᣦ ᐃ ⛉ ┠

༊分 各科目にྵめることが必要な事項 授業科目名 ༢ᩘ ഛ⪃ 

教科及び教科の

指導法に関する

科目 

⫋業指導 ⫋業指導 ４ ۼ 

各教科の指導法（情報通ಙᢏ⾡の活

用をྵむ。） 
ၟ業教科教育法 ４ ۼ 

教育の基♏的理

ゎに関する科目 

教育の理ᛕ୪びに教育に関するṔ

ྐ及びᛮ 

教育原理（教育課⛬の意⩏及び⦅成

の方法の内容をྵむ。）ۼ 
 ۑ ２

教⫋の意⩏及び教員のᙺ・⫋務内

容（ࢳーム学ᰯ㐠Ⴀへの対応をྵ

む。） 

教育⫋業ㄽ ２ ۼ 

教育に関する♫会的，ไ度的ཪは㐠

Ⴀ的事項（学ᰯとᆅᇦとの㐃携及び

学ᰯᏳ全への対応をྵむ。） 

教育♫会・ไ度ㄽۑ ２ ۼ 

ᗂඣ，ඣ❺及び生ᚐのᚰ㌟のⓎ達及

び学習の㐣⛬ 
教育ᚰ理学ۑ ２ ۼ 

≉ูのᨭを必要とするᗂඣ，ඣ❺

及び生ᚐに対する理ゎ 

≉ูなᨭを必要とするᏊどもの

理ゎ ۼ 
 ۑ ２

道ᚨ，⥲合的な

学習の時間等の

指導法及び生ᚐ

指導，教育相談

等に関する科目 

⥲合的な学習の時間の指導法 
≉ู活動及び⥲合的な学習の時間

の指導法 ۼ 
 ۑ ２

教育の方法及びᢏ⾡ 教育方法・ᢏ⾡ㄽ ۑ ۼ 

情報通ಙᢏ⾡を活用した教育の理

ㄽ及び方法 

㹇㹁㹒活用の理ㄽと実㊶ ۑ １ ۼ 

生ᚐ指導の理ㄽ及び方法 生ᚐ・㐍㊰指導ㄽ ۑ ２ ۼ 

教育相談（࢘࢝ンセリングに関する

基♏的な知㆑をྵむ。）の理ㄽ及び

方法 

教育相談ۑ ２ ۼ 

教育実㊶に 

関する科目 

教育実習

事前・事後指導 １ ۼ 

教育実習 ２ ۼ 

教⫋実㊶演習 教⫋実㊶演習（㧗等学ᰯ） ２ ۼ 

（注１）ഛ⪃ḍ䛾䕿༳䛿䠈ᩍ㣴ᩍ⫱⛉┠䛸䛧て㛤ㅮ䛥䜜䜛ᤵ業⛉┠䜢⾲䛩䚹 

（注２）授業科目名の直後のۼは，上限༢ᩘに⟬入しない科目であることを♧す。

㸯�
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ู⾲➨㸴

ᅜ㝿䝡䝆䝛䝇䠄SOXV䠅䝥䝻䜾䝷䝮⛉┠

༊  ศ ᤵ 業 ⛉ ┠ ྡ 
༢ᩘ 

ᶆ‽ᒚಟᖺḟ 
ᚲಟ 㑅ᢥ 

䝁䞊䝇⛉┠ 

ཪ䛿 

⮬⏤ᑓ㛛⛉┠ 

Introduction to Academic Reading ۼ 䠎 䠍 

Introduction to Academic Writing ۼ 䠎 䠍 

Academic Presentation & Discussion ۼ 䠎 䠎 

Intermediate Academic Reading and Writing ۼ 䠎 䠎 

Advanced Academic Writing 䠎 ３・４

Economics Subjects in English(ESE) 䠎 ２・３

▷ᮇㄒᏛ◊ಟ 䖪 䠎 䠍 䞉 䠎 

Global Business Communication Ϩ 䠎 䠎 

Global Business Communication ϩ 䠎 ３・４

Global Business Communication Ϫ 䠎 ３・４

ᾏእ䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥 㻛 業◊ಟ 䖪 䠎 䠏 

₇    ⩦ 
GSR ▷ᮇᾏእ◊ಟ 䖪 䠎 䠍 

␃Ꮫ⏕䛸䛾ඹಟ䝊䝭 䖪 䠎 䠎 

（注１）授業科目名の直後のۼは，上限༢ᩘに⟬入しない科目であることを♧す。

（注２）ᅜ際ࣅジࢿス（plus）プࣟグラム参加者で，次にᥖࡆるすての要௳を‶たしたものに対して，プࣟグラ

ムの修を認定する。

(1) ➨ 23 ᮲のつ定により༞業を認定されていること。

 (2) 以下の科目の༢を修ᚓしていること。

ᅜ際関係ᴫㄽ(GSR  ㄽ) 
イ GSR ▷期ᾏ外◊修 やむをᚓない事情があると教授会が認めた場合は，▷期ᾏ外◊修Ϩ

 Advanced Academic Writing ࢘
次の科目中から ࢚ 8 ༢以上

Introduction （）       to Academic Reading 
（イ） Introduction to Academic Writing 
Academic （࢘） Presentation 㸤 Discussion 
Intermediate （࢚） Academic Reading and Writing 
（オ） Global Business Communication Ϩ

Global （࢝） Business Communication ϩ

Global （࢟） Business Communication Ϫ

Economics （ࢡ） Subjects in English（ESE）

 (3) 通⟬３᭶以上のᾏ外␃学を行い，␃学ඛの大学で༢を修ᚓしていること。ただし，やむをᚓない事情が

あると教授会が認めた場合は，ูに定める௦᭰活動をもって௦えることができる。

(4) GSR 関㐃テー࣐でⱥㄒの༞業ㄽᩥをస成していること，ཪは㹅㹑㹐関㐃テー࣐で᪥本ㄒの༞業ㄽᩥ及び

ⱥㄒの要⣙ᩥをస成し，これについてプࣞゼンテーションを行っていること。
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ู⾲➨㸵

䝡䝆䝛䝇ᐇ㊶ຊ⫱ᡂ䝥䝻䜾䝷䝮⛉┠

༊  ศ ᤵ 業 ⛉ ┠ ྡ 
༢ᩘ 

ᶆ‽ᒚಟᖺḟ 
ᚲಟ 㑅ᢥ 

䝁䞊䝇⛉┠ 

ཪ䛿 

⮬⏤ᑓ㛛⛉┠ 

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䞉䝸䝔䝷䝅䞊 䠎 䠎 

䝡䝆䝛䝇䞉䝸䝃䞊䝏 䠎 䠎 

䜻䝱䝸䜰䝕䝄䜲䞁 ۼ 䠎 䠎 

⟶⌮ィ論 A 䠎 ２・３・４

⟶⌮ィ論 B 䠎 ２・３・４

⤒Ⴀሗ論 䠎 ２・３・４

⤒Ⴀᡓ␎論 䠎 ２・３・４

⤒Ⴀ⤌⧊論 䠎 ２・３・４

⤒Ⴀ⟶⌮論 䠎 ２・３・４

ᆅᇦ⤒῭論 䠎 ２・３・４

䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾 䠎 ２・３・４

業䝣䜯䜲䝘䞁䝇 䠎 ２・３・４

୰ᑠ業論 䠎 ２・３・４

₇    ⩦ 

ᇶ♏䝊䝭 䖪 䠎  䠎 

ᑓ㛛䝊䝭 䖪 䠐  䠏 

䝥䝻䝆䜵䜽䝖₇⩦ 䖪 䠐 䠏 

（注１）授業科目名の直後のۼは，上限༢ᩘに⟬入しない科目であることを♧す。

（注２）ࣅジࢿス実㊶ຊ育成プࣟグラム参加者は，以下の科目の中から，12 ༢以上を修ᚓすること。

    ⟶理会計ㄽ A，⟶理会計ㄽ B，⤒Ⴀ情報ㄽ，⤒Ⴀᡓ␎論，⤒Ⴀ⤌⧊論，⤒Ⴀ⟶⌮論，ᆅᇦ⤒῭論，

 ⩦イナンス，中ᑠ業ㄽ及び䝥䝻䝆䜵䜽䝖₇ング，業フテࢣー࣐

（注３）ࣅジࢿス実㊶ຊ育成プࣟグラムにヱ当する基♏ゼミ，専門ゼミ及びプࣟジࢡ࢙ト演習については，ู ㏵通

知する。
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考査及びその成績に関する内規

平成１５年３月１９日 教授会決定

一部改正 平成２４年２月２２日

一部改正 平成２６年１月２９日

一部改正 令和元年１２月１１日

第１条 この内規は，考査及びその成績に関して必要な事項を定めるものとする。

第２条 考査は，試験，論文，報告書その他の方法により行うものとする。

第３条 試験は，各学期末若しくは各クォーターの期間末に期日を定め，各授業科目につ

いて，その学期若しくはクォーターの担当教員がこれを行う。ただし，授業科目によっ

ては，随時に試験を行うことができる。

２ 授業の出席回数がその学期若しくはクォーターの担当教員の定める回数を下回る授業

科目については，受験を認めないことがある。

３ 教員の異動，その他特別な事情により，試験を行うことが困難である場合は，教務委

員会の議決によって特別の措置を講じる。

第４条 次の各号のいずれかに該当する場合には試験を受けることができない。

(1) 試験を受けようとする授業科目を，その学期若しくはクォーターにおいて履修し

ていないとき。

(2) 受験の際に有効な学生証を携帯していないとき。

(3) 試験開始後２０分を経過したとき。

第５条 次のいずれかの事由により各学期の中間および学期末に行われる試験若しくは各

クォーターの期間末に行われる試験を受けることができない，又は受けることができな

かった者が追試験期間開始日の２日前までに証明書等を添えて学務係に追試験願を提出

したときは，学部長の許可を得て，追試験（報告書その他の方法により行うものを含

む。）を行う。

(1) 病気・負傷

(2) 就職試験，国家試験（税理士等）

(3) 忌引

(4) 交通機関のストライキ等

(5) 不慮の災害

(6) 裁判員

(7) 学業及び大学の活動に関わる九州地区大会，全国大会への出場

(8) その他教務委員会においてやむを得ない事由と認められたもの

２ 追試験期間は当該年度の学事暦により定めるものとする。

３ 追試験は原則として追試験期間に実施するが、教務委員会がやむを得ないと認める場

合は，当該授業科目の成績入力終了日までに実施するものとする。
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第６条 合᱁Ⅼを得た授業科目は，履修することはできない。

第㸵条 試験場に入ᐊし試験をᲠᶒする者若しくは⟅⏝⣬を提出しない者は，その授業

科目をኻ᱁とする。

第㸶条 考査において不正行Ⅽを行った者には，その学期に履修したᑓ㛛教⫱科目及び特

別ᣦ定科目の全授業科目の༢をえないか，学則第５０条に定めるᠬᡄのᑐ㇟とす

る等，必要なฎ置を行うことができる。

２ 前項に定めるᑓ㛛教⫱科目には次の各号にᥖࡆる授業科目は含まないものとする。

(1) 間ࢥース学生が履修するᑓ㛛࣑ࢮ及び༞◊࣑ࢮ

(2) ኪ間ࢥース学生が履修する₇⩦Ϩ

㝃 則

１ この内規は，和２４年５月３１日から施行する。

２ この内規の改ᗫは，教授会の議決によってこれを行うものとする。

（和２６年４月１日改正㹼平成㸶年５月２２日改正 内ᐜ┬␎）

㝃 則

この内規は，平成１０年４月１日から施行する。

㝃 則

この内規は，平成１１年１月１３日から施行する。

㝃 則

この内規は，平成１４年４月１日から施行する。

㝃 則

この内規は，平成１５年４月１日から施行する。

㝃 則

この内規は，平成１㸵年４月１日から施行する。

㝃 則

この内規は，平成１９年４月１日から施行する。

㝃 則

この内規は，平成２４年４月１日から施行する。

㝃 則

この内規は，平成２６年４月１日から施行する。

㝃 則

この内規は，令和元年１２月１１日から施行し，改正後の考査及びその成績に関する内

規は，令和元年㸶月１日から㐺⏝する。
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早期卒業に関する内規

➨ 1 ᮲ この内規は，長ᓮ大学経済学部規⛬（ᖹ成 16 年経済学部規⛬➨ 1 ྕ。以下「規⛬」

という。）➨ 23 ᮲➨ 2 項にᐃめる早期卒業に関し，必要な事項をᐃめるものとする。

➨ 2 ᮲ 早期卒業の時期は，3 年次⤊時ཪは 4 年次๓期⤊時とする。

➨ 3 ᮲ 昼間コースに 3 年以上 4 年ᮍ‶ᅾ学し，規⛬➨ 23 ᮲➨ 2 項に掲げるすての要௳を

‶たす⪅を早期卒業対㇟⪅という。早期卒業対㇟⪅に対しては，早期卒業をㄆᐃし，学ኈ(経
済学)の学を授する。

2  規⛬➨ 23 ᮲➨ 2 項に掲げる要௳のうࡕ‶たさないものがあるときは，早期卒業対㇟⪅とは

ならࡎ，卒業については規⛬➨ 23 ᮲➨ 1 項を適用する。

➨ 4 ᮲ 早期卒業を⏦ㄳできる⪅は，次の各ྕに掲げるすての要௳を‶たすものに㝈る。

(1)  本人が早期卒業をᕼᮃしていること。

(2)  2 年次๓期⤊時の修ᚓ༢ᩘが 64 ༢以上であること。

(3)  2 年次๓期⤊時の✚⟬ GPA が 3.2 以上であること。

➨ 5 ᮲ 早期卒業をᕼᮃする⪅は，2 年次後期のᡤᐃの時期にᡤᐃの様ᘧを経済学部長にᥦฟ

する。

2 経済学部教授会は，早期卒業ᕼᮃ⪅の⏦ㄳに基づき，早期卒業௬ணᐃ⪅とすることについ

てᑂᰝ・ㄆᐃを行う。

➨ 6 ᮲ ➨ 5 ᮲で早期卒業௬ணᐃ⪅となった⪅のうࡕ次の各ྕに掲げるすての要௳を‶たす

ものを早期卒業ணᐃ⪅とする。

(1) 2 年次⤊時の修ᚓ༢ᩘが 86 ༢以上であること。

(2)  2 年次⤊時の✚⟬ GPA が 3.2 以上であること。

(3)  規⛬➨ 18 ᮲➨ 2 項のࢮミ履修要௳を‶たしていること。たࡔし，国際ビジネス（plus）
プログラムཧຍ⪅は「国際ビジネス（plus）プログラムに関する内規」➨ 12 ᮲➨ 2 項のࢮ

ミ履修要௳を‶たしていること。

2 ๓項の要௳のうࡕ‶たさないものがあるときは，早期卒業ணᐃ⪅とはならࡎ，卒業につい

ては規⛬➨ 23 ᮲➨ 1 項を適用する。

➨ 7 ᮲ 早期卒業ணᐃ⪅においては，専門ࢮミᣦ導教ဨと卒◊ࢮミᣦ導教ဨが␗なるሙྜもㄆ

めるものとする。

2  早期卒業ணᐃ⪅は，3 年次に専門ࢮミと卒◊ࢮミをྠ時に履修しなࡅれࡤならない。

3  早期卒業ணᐃ⪅の専門ࢮミ及び卒◊ࢮミに関しては，本人のᕼᮃと◊✲内ᐜ等に応じたᣦ

導体ไをྲྀるため，早期卒業ணᐃ⪅は本学部のᣦ示に従うこと。

➨ 8 ᮲ 国際ビジネス（plus）プログラムに関する内規➨ 8 ᮲➨ 1 項➨ 2 ྕの㑅⪃で国際ビジ

ネス plus プログラムのཧຍをㄆめられた⪅には，➨ 4 ᮲➨ 3 ྕ，➨ 6 ᮲➨ 1 項➨ 2 ྕの✚⟬

GPA として 3.0 以上を適用する。

➨ 9 ᮲ この内規にᐃめるもののか，早期卒業に関し必要な事項は，ูにᐃめる。
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国際ビジネス（plus）プログラムに関する内規

ᖹ成㸰㸴年㸱᭶㸴日 教授会決ᐃ

ᖹ成㸱㸮年㸱᭶㸯㸲日 一部ᨵṇ

௧㸱年㸰᭶㸷日 一部ᨵṇ

௧㸱年㸱᭶㸯㸶日 一部ᨵṇ

➨㸯᮲ この内規は，長ᓮ大学経済学部規⛬（ᖹ成㸯㸴年経済学部規⛬➨㸯ྕ。以下「規

⛬」という。）➨㸰㸯᮲にᐃめる「国際ビジネス（plus）プログラム」（以下「国際ビジ

ネスプログラム」を「プログラム」，「国際ビジネス plus プログラム」を「plus プログ

ラム」，୧プログラムを⥲⛠して「（plus）プログラム」という。）に関して必要な事項を

ᐃめるものとする。

➨㸰᮲ （plus）プログラムは昼間コースに㛤設され，昼間コースの学生のࡳཧຍするこ

とができる。

➨㸱᮲ （plus）プログラムへのཧຍをᕼᮃする学生は，๓期に㛤ദされる「国際ビジネ

ス（plus）プログラム説明会」にฟᖍし説明をཷࡅた上で，ᡤᐃの期間にᡤᐃの様ᘧで

ཧຍᕼᮃ⏦ㄳを行う。

㸰 ཧຍᕼᮃ⏦ㄳ⪅に対して㑅⪃を行い，ཧຍをㄆめられた⪅を「国際ビジネス（plus）
プログラムཧຍ⪅」（以下「（plus）プログラムཧຍ⪅」という。）という。

㸱 ๓項の㑅⪃においては，（plus）プログラムཧຍを通じて後ྲྀり⤌ࡳたいこと，ᑗ᮶

の目ᶆ，その他を⥲ྜ的に຺する。

➨㸲᮲ （plus）プログラムは 1 年次後期より㛤ጞし，➨㸴᮲ཪは➨㸵᮲➨㸯項にᐃめる

修ㄆᐃ要௳を‶たしたとき，修となる。たࡔし，➨㸱᮲のᡭ⥆きを‶たす㝈り，㸰

年次以降からのཧຍをጉげるものではない。

➨㸳᮲ （plus）プログラム修⪅には，卒業時に修ド᭩を授する。➨㸴᮲にᐃめる

修ㄆᐃ要௳を‶たした⪅には「国際ビジネスプログラム修ド᭩」を，➨㸵᮲➨㸯項

にᐃめる修ㄆᐃ要௳を‶たした⪅には「国際ビジネス plus プログラム修ド᭩」を授

する。

➨㸴᮲ （plus）プログラムཧຍ⪅で，規⛬ู⾲➨㸴（ὀ㸰）に掲げるすての要௳を‶

たした学生に対して，プログラム修をㄆᐃする。

➨㸵᮲ （plus）プログラムཧຍ⪅で，次の各ྕに掲げるすての要௳を‶たした学生に

対して，plus プログラム修をㄆᐃする。

こと。

(1) ➨㸶᮲のᡭ⥆きに従い，plus プログラムཧຍ⪅となっていること。

(2) 「早期卒業に関する内規」に基づき，早期卒業対㇟⪅となること。

(3) 卒業ㄆᐃ時に，規⛬ู⾲➨㸴（ὀ㸰）の➨㸰ྕから➨㸲ྕをすて‶たしている
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(4) 卒業ㄆᐃ時までに，本学大学院経済学◊✲科༤ኈ๓期課⛬ⱝしࡃは本学を含めた

国内外の大学のいࡎれかの༤ኈ๓期（修ኈ）課⛬，ཪはこれらとྠ等⛬度以上のỈ‽

を有する国内外の高等教育ᶵ関への進学が内ᐃཪは決ᐃしていること。

㸰 ๓項の要௳のうࡕ‶たさないものがあるሙྜは，（plus）プログラムに関しては➨㸴᮲

のプログラム修要௳を適用する。

➨㸶᮲ （plus）プログラムཧຍ⪅で，plus プログラムをᕼᮃする⪅は，以下のᡭ⥆きに

従うこと。

㸰 ๓項➨㸯ྕ及び➨㸰ྕによりཧຍをㄆめられた⪅を「国際ビジネス plus プログラムཧ

ຍ⪅」（以下「plus プログラムཧຍ⪅」という。）という。たࡔし，๓項➨㸱ྕを‶たさ

ないሙྜ，plus プログラムཧຍ⪅ㄆᐃをྲྀりᾘし，以降，plus プログラムཧຍ⪅とは

。ないものとするࡤ

㸱 ➨㸯項➨㸰ྕの㑅⪃においては，本人のᕼᮃ，語学力，⏦ㄳ時の成⦼，ᡤᒓコース，

ᑗ᮶の目ᶆ，その他を⥲ྜ的に຺する。

➨㸷᮲ 規⛬ู⾲➨㸴に掲載された「国際ビジネス（plus）プログラム科目」（以下

「（plus）プログラム科目」という。）は，（plus）プログラムにཧຍしない昼間コースの

学生の履修もㄆめる。たࡔし，履修ไ㝈を行うときには，（plus）プログラムཧຍ⪅をඃ

ඛする᪉ᘧで履修⪅を決ᐃするものとする。

㸰 履修ไ㝈の他，履修に関する᮲௳は（plus）プログラム科目のシラバス等で࿌知す

る。

➨㸯㸮᮲ 海外␃学を行うには，ᡤᐃの期間にᡤᐃの様ᘧで⏦ㄳを行う。

㸰 ⏦ㄳにあたり，本人のᕼᮃ，海外␃学ඛ大学等の課す要௳，語学力，その他を⥲ྜ的

に຺し，海外␃学ඛのೃ⿵を決ᐃする。

㸱 海外␃学ඛでྲྀᚓした༢のྲྀりᢅいはูにᐃめるとこࢁによるため，海外␃学๓及

び␃学中に，海外␃学ඛでの履修科目に関する本学部のᣦ導をཷࡅること。

➨㸯㸯᮲ （plus）プログラム科目の「ᾏእ䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥 / ᴗ◊ಟ䛃に関するヲ⣽

は，掲示等及び説明会で説明する。

㸰 ᾏእ䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥を行うには，ᡤᐃの期間にᡤᐃの様ᘧで⏦ㄳを行う。

㸱 ᾏእ䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥ඛの決ᐃにおいては，本人のᕼᮃ，ཷࡅ入れඛの課す要௳，語学

力，ᡤᒓコース，その他を⥲ྜ的に຺する。

㸲 ᾏእ䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥๓・後，及びᾏእ䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥中に本学部のᣦ導をཷࡅるこ

と。

(1) 㸱年次進⣭๓のᡤᐃの時期にᡤᐃの様ᘧで plus プログラムཧຍᕼᮃ⏦ㄳを行うこ

と。

(2) plus プログラムཧຍᕼᮃ⏦ㄳ⪅に対して行われる㑅⪃で plus プログラムཧຍをㄆ

められること。

(3) 「早期卒業に関する内規」に従い，早期卒業௬ணᐃ⪅となること。
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➨㸯㸰᮲ （plus）プログラムにおいては，（plus）プログラムཧຍ⪅の専門ࢮミのᣦ導教

ဨと卒◊ࢮミのᣦ導教ဨが␗なるሙྜもㄆめるものとする。

㸰 plus プログラムཧຍ⪅は，㸱年次に専門ࢮミ及び卒◊ࢮミをྠ時に履修する。

㸱 （plus）プログラムཧຍ⪅の専門ࢮミ及び卒◊ࢮミに関しては，本人のᕼᮃ，海外␃

学㛤ጞ時期・海外␃学⤊時期等に応じたᣦ導体ไをྲྀるため，本学部のᣦ示に従うこ

と。

➨㸯㸱᮲ ๐㝖

この内規にᐃめるもののか，（plus）プログラムに関し必要な事項は，ูにᐃ➨㸯㸲᮲

める。

㝃 ๎

㸯 この内規は，ᖹ成㸰㸴年㸲᭶㸯日から行する。

この内規は，ᖹ成㸰㸴年㸲᭶㸯日以降入学⪅に適用する。㸰

㝃 ๎

㸯 この規⛬は，ᖹ成㸱㸮年㸲᭶㸯日から行する。

㸰 ᖹ成㸱㸮年㸱᭶㸱㸯日現ᅾ本学部にᅾ学している⪅（以下この項において「ᅾ学⪅」

という。）及びこの規⛬行後ᅾ学⪅のᒓする年次に⦅入学，㌿入学ཪは入学する⪅

については，ᨵṇ後の長ᓮ大学経済学部規⛬の規ᐃにかかわらࡎ，なお従๓のによ

る。たࡔし，ᨵṇ๓の➨㸯㸱᮲➨㸱ྕについては，ᖹ成㸰㸷年度入学⪅及びこの内規

行後ᖹ成㸰㸷年度入学⪅のᒓする年次に⦅入学，㌿入学ཪは入学する⪅には適用しな

い。

㝃 ๎

この規⛬は，௧㸱年㸲᭶㸯日から行する。㸯

㸰 この規⛬は，௧㸱年㸲᭶㸯日現ᅾ本学部にᅾ学している⪅及びこの規⛬行後ᅾ学

⪅のᒓする年次に⦅入学，㌿入学ཪは入学する⪅に適用する。

㝃 ๎

この規⛬は，௧㸱年㸲᭶㸯日から行する。㸯

㸰 この規⛬は，௧㸱年㸲᭶㸯日現ᅾ本学部にᅾ学している⪅及びこの規⛬行後ᅾ学

⪅のᒓする年次に⦅入学，㌿入学ཪは入学する⪅に適用する。
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外国の大学において修ᚓした༢をㄆᐃするᡭ⥆に関する࢞イドライン

ᖹ成㸰㸴年㸰᭶㸯㸷日 教授会決ᐃ

ᖹ成㸰㸶年㸳᭶㸯㸶日 全部ᨵṇ

␃学に関する⏦しྜわࡏにᐃめるὴ㐵学生の༢のㄆᐃについては，次のとおりྲྀ

りᢅう。

（༢ㄆᐃのための事๓相ㄯ）

㸯 ὴ㐵ඛ大学で修ᚓする༢を本学部で修ᚓした༢としてㄆᐃすることをᕼᮃする学

生（以下「学生」という。）は，ᙜヱ␃学に係るฟⓎ๓に༢ㄆᐃに関する相ㄯを学ົ係

に行わなࡅれࡤならない。

（事๓相ㄯの時期）

㸰 事๓相ㄯは，ཎ๎としてฟⓎ๓のྍ能な㝈り早い時期に行わなࡅれࡤならない。たࡔ

し，やむをᚓない事によりฟⓎ๓に事๓相ㄯがฟ᮶なかったሙྜは，ฟⓎ後に㟁Ꮚ࣓

ール等により相ㄯを行わなࡅれࡤならない。

（事๓相ㄯの対応）

㸱 教ົጤဨ会ጤဨは，学生からの事๓相ㄯがあった日から㸯㸲日以内に応じるものとす

る。事๓相ㄯをᢸᙜした教ົጤဨ会ጤဨは，その⤖ᯝを㐜なࡃ教ົጤဨ会にሗ࿌しな

。ならないࡤれࡅ

（༢ㄆᐃの⏦ㄳ等）

㸲 学生は，ཎ๎としてᖐ国後㸯㸲日までの間に，ὴ㐵ඛ大学で修ᚓした༢をド明する

成⦼ド明᭩，シラバス等及びその他教ົጤဨ会がồめる᭩㢮をῧえて༢ㄆᐃの⏦ㄳを

しなࡅれࡤならない。

（教ົጤဨ会でのᑂᰝ）

㸳 教ົጤဨ会は，学生からの⏦ㄳに基づき，༢ㄆᐃのྍྰについてᑂᰝしなࡅれࡤな

らない。また教ົጤဨ会は，必要に応じて教ົጤဨ会ጤဨ以外の⪅にຓゝをồめること

ができる。

（༢ㄆᐃ）

㸴 教ົጤဨ会は，成⦼ド明᭩等に基づき修ᚓ༢のうࡕ授業時間及び授業内ᐜから本学

部の専門教育科目としてㄆめられるものに㝈り，༢をㄆᐃするものとする。たࡔしㄆ

ᐃする༢ᩘは学部規⛬➨㸰㸮᮲にᐃめる㸱㸮༢以内に含めるものとする。

（༢ㄆᐃする授業科目）

㸵 ༢ㄆᐃしようとする授業科目は，学部規⛬ู⾲➨㸱ཪは➨㸲にᐃめる専門教育科目

にㄞ᭰ࡳえるものとする。たࡔし，専門教育科目にㄞ᭰ࡳえられないሙྜは，⮫時に授

業科目を㛤設するものとする。この⮫時に㛤設する授業科目は、ཎ๎⮬⏤科目とする。
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（༢ㄆᐃの時期）

㸶 ༢ㄆᐃの時期は，学生からの⏦ㄳ日がᒓする࣓ࢭスࢱーとする。たࡔし，⏦ㄳ日が

ー⤊日までの間のሙྜは，༢ㄆᐃ時期をࢱス࣓ࢭー⤊日の㸴㸮日๓からࢱス࣓ࢭ

。ーにすることができるࢱス࣓ࢭ⩣

（履修Ⓩ㘓上㝈༢ᩘとの関連）

㸷 ༢ㄆᐃされた授業科目の༢は，༢される࣓ࢭスࢱーの履修Ⓩ㘓上㝈༢ᩘ

に⟬入しない。

（ㄆᐃされた授業科目の成⦼のホ語）

㸯㸮 㸴及び㸵により༢ㄆᐃされた授業科目の成⦼は，「ㄆ」のホ語をもって⾲す。

（修ᚓした༢の授業科目の学業成⦼⣼ຍグ㘓⡙へのグ載）

㸯㸯 修ᚓした༢のうࡕ，༢ㄆᐃされた授業科目については「専門教育科目ྡ（ྲྀᚓ

大学ྡ）」を，ㄆᐃされなかった授業科目については卒業要௳に含めないᰝᐃ外とし，「ཎ

文の授業科目ྡ（ྲྀᚓ大学ྡ）」を学業成⦼⣼ຍグ㘓⡙にグ載する。

（༠ᐃを⥾⤖していない外国の大学で修ᚓした授業科目の༢ㄆᐃ）

㸯㸰 学生から༠ᐃを⥾⤖していない外国の大学において修ᚓした授業科目の༢ㄆᐃの

⏦ㄳがあったሙྜは，外国語修ᚓに資するとㄆめられるものに㝈り，๓㸴中「本学部の

専門教育科目として」とあるのは「本学部の語学に関する専門教育科目として」とㄞࡳ

᭰えて‽用するものとする。

㝃 ๎

㸯 この࢞イドラインは，ᖹ成㸰㸴年㸲᭶㸯日より行する。

㸰 この࢞イドラインは，上グ行日以降にᖐ国した学生に対しても，適用する。

㸱 ␃学生の༢ㄆᐃ࢞イドライン（ᖹ成㸯㸶年㸵᭶㸯㸷日教授会ไᐃ）は，ᗫṆす

る。

㝃 ๎

㸯 この࢞イドラインは，ᖹ成㸰㸶年㸳᭶㸯㸶日より行する。

㸰 ᖹ成㸰㸶年㸳᭶㸯㸶日現ᅾ本学部にᅾ学する⪅についても適用する。
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ビジネス実践力育成プログラムに関する内規

➨ 1 ᮲ この内規は，長ᓮ大学経済学部規⛬（ᖹ成 16 年経済学部規⛬➨ 1 ྕ。以下「規⛬」とい

う。）➨ 21 ᮲の 2 にᐃめる「ビジネス実践力育成プログラム」に関して必要な事項をᐃめるもの

とする。

➨ 2 ᮲ ビジネス実践力育成プログラムは昼間コースに㛤設され，昼間コースの学生のࡳཧຍする

ことができる。

➨ 3 ᮲ ビジネス実践力育成プログラムへのཧຍをᕼᮃする学生は，㸯年次後期に㛤ദされる「ビ

ジネス実践力育成プログラム説明会」にฟᖍし説明をཷࡅた上で，ᡤᐃの期間にᡤᐃの様ᘧでཧ

ຍᕼᮃ⏦ㄳを行う。

2 ཧຍᕼᮃ⏦ㄳ⪅に対して㑅⪃を行い，ཧຍをㄆめられた⪅を「ビジネス実践力育成プログラム

ཧຍ⪅」という。

3  ๓項の㑅⪃においては，プログラムཧຍを通じて後ྲྀり⤌ࡳたいこと，ᑗ᮶の目ᶆ，その他

を⥲ྜ的に຺する。

➨ 4 ᮲ ビジネス実践力育成プログラムは㸰年次๓期より㛤ጞし，➨ 6 ᮲にᐃめる修ㄆᐃ要௳を

‶たしたとき，修となる。

➨ 5 ᮲ ➨ 6 ᮲にᐃめる修ㄆᐃ要௳を‶たしたプログラム修⪅には，卒業時に「ビジネス実践

力育成プログラム修ド᭩」を授する。

➨ 6 ᮲ ビジネス実践力育成プログラムཧຍ⪅で、規⛬ู⾲➨㸵に掲げるすての要௳を‶たした

学生に対して、プログラム修をㄆᐃする。

➨㸵᮲ 規⛬ู⾲➨ 7 に掲載された「ビジネス実践力育成プログラム科目」は，ビジネス実践力育

成プログラムにཧຍしない昼間コースの学生の履修もㄆめる。たࡔし，履修ไ㝈を行うときには，

ビジネス実践力育成プログラムཧຍ⪅をඃඛする᪉ᘧで履修⪅を決ᐃするものとする。

2 履修ไ㝈の他，履修に関する᮲௳はビジネス実践力育成プログラム科目のシラバス等で࿌知す

る。

➨ 8 ᮲ この内規にᐃめるもののか，ビジネス実践力育成プログラムに関し必要な事項は，ูに

ᐃめる。
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全学的休講措置の申合せ

平成１６年８月２３日教務委員会決定

平成１９年１０月２２日教務委員会一部改正

平成２３年８月２２日教務委員会全部改正

平成２６年７月２８日教務委員会一部改正

平成３０年９月１０日教務委員会一部改正

この申合せは，特別警報発令，台風，積雪その他の不測の事態による学生の事故の発生を防止するた

め，全学的に統一した授業及び定期試験（以下「授業等」という。）の休講又は延期（以下「休講等」と

いう。）の措置に関し，必要な事項を定める。

１．特別警報発令による休講等の措置

長崎県南部に長崎地方気象台が発表する特別警報が発令された場合は，学長が休講等の措置を決定

するものとする。

２．台風又は積雪（以下「台風等」という。）による休講等の措置

台風等による授業等の休講等の措置は，学長が次の(1)及び(2)を勘案して決定するものとする。

(1) 気象警報

台風等により，長崎県南部に長崎地方気象台が発表する暴風警報，大雪警報，暴風雪警報等が発

令されている場合

(2)  公共交通機関

台風等により，次の２つ以上の公共交通機関が長崎市内全線不通の場合

長崎バス

長崎県営バス

長崎電気軌道

ＪＲ長崎本線（諫早～長崎間）

３．その他不測の事態による授業等の休講等の措置

１．及び２．に規定するもののほか，地震，洪水その他の不測の事態が発生した場合における授業

等の休講等の措置は，学長が適宜状況を判断の上，決定するものとする。

４．休講等の措置の周知

１．及び２．により決定した休講等の措置は，次の表に掲げる時間帯に応じ，同表の右欄に掲げる

時間までに学生支援部教育支援課が，ＮＵ－Ｗｅｂシステム（学務情報システム）の「お知らせ」及び

大学ホームページの携帯サイトを使用して周知を行うとともに，学内においては掲示により周知を行う

ものとする。
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休講等の時間帯 時間

༗๓の授業等 ༗๓７時

༗ᚋの授業等（⤒῭学部ኪ間ࢥースの授業等を㝖�。） ༗๓１１時

⤒῭学部ኪ間ࢥースの授業等 ༗ᚋ４時

㸳．教育ᐇ⩦等の場合のྲྀᢅい

教育ᐇ⩦，⮫ᗋᐇ⩦，ㆤ等య験ᐇ⩦，イࣥࢱーࣥシࣉࢵ等の場合は，ྛᐇ⩦ඛのᣦ示にᚑうもの

とする。

   㝃 ๎

この申合せは，平成３０年９月１０日から行する。
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長ᓮ大学∦ῡ地༊構内におࡅる通規ไに関する規⛬

ᖹ成㸯㸴年㸲᭶㸯日

規⛬➨㸯㸮㸲ྕ

ᨵṇ ௧ඖ年㸷᭶㸱㸮日規⛬➨㸯㸴ྕ

（㊃᪨）

➨㸯᮲ この規⛬は，長ᓮ大学∦ῡ地༊構内（以下「構内」という。）におࡅる教育◊✲上の環境をಖ全し，

及び通行のᏳ全を確ಖするため，⮬動㌴等の構内り入れ，㥔㌴等に関する規ไについて必要な事項をᐃ

めるものとする。

（ᐃ⩏）

➨㸰᮲ この規⛬において「⮬動㌴等」とは，⮬動㌴，⮬動㍯㌴及びཎ動ᶵ⮬㌿㌴をいう。

㸰 この規⛬において「部ᒁ」とは，経済学部及び㝃ᒓ図᭩㤋経済学部ศ㤋をいう。

㸱 この規⛬において「学部長」とは，経済学部長をいう。

（入構規ไ）

➨㸱᮲ ⮬動㌴等を構内にり入れ及び㥔㌴（以下「入構」という。）することができる⪅は，入構チྍド

（以下「チྍド」という。）のをཷࡅた⪅とする。

㸰 チྍドのをཷࡅた⪅は，入構に際してチྍドをᥦ示し，ᡤᐃの㥔㌴ሙに㥔㌴しなࡅれࡤならない。

（チྍドの✀㢮，⏦ㄳ資᱁等）

➨㸲᮲ チྍドの✀㢮，⏦ㄳ資᱁及び有ຠ期間は，次の⾲のとおりとする。

✀㢮 ⏦ㄳ資᱁ 有ຠ期間

チྍドA 㸯 部ᒁにົする職ဨ（㠀ᖖㅮᖌを㝖ࡃ。以下ྠじ。）の 㸯年以内とし，チྍ

ドにᣦᐃする期間

とする。

うࡕ，次の各ྕの一にヱᙜする⪅

㸰 経済学部にᅾ⡠する学生（経済学◊✲科の学生，◊✲生及

び科目等履修生を含む。以下ྠじ。）のうࡕ，次の各ྕの一

にヱᙜする⪅

㸱 構内にある事業ᡤの関係⪅（以下「事業ᡤ関係⪅」という。）

については職ဨのሙྜに‽ࡎる。

(1) ㌟体㞀ᐖ⪅，ᙅ⪅等で⮬動㌴等による通を必要とす

る⪅

(2) 次のア及びイにヱᙜする⪅で⮬動㌴等により通する

もの

ア බ共通ᶵ関を用したሙྜの∦㐨の通ᡤ要時間が

㸱㸮ศ以上で，かつ，通༊間の∦㐨の㊥㞳が㸲キロ࣓

ートル以上であること。

イ ⮬動㌴のಖ⟶ሙᡤを現ఫᡤཪは現ఫᡤから㸳㸮㸮࣓ー

トル以内に有していること。

(3) その他≉ูの理⏤により学部長が適ᙜとㄆめた⪅

(1) ㌟体㞀ᐖ⪅，ᙅ⪅等で⮬動㌴等による通学を必要とす

る⪅

(2) 次のア及びイにヱᙜする⪅で⮬動㌴等により通学する

もの

ア බ共通ᶵ関を用したሙྜの∦㐨の通学ᡤ要時間が

㸱㸮ศ以上で，かつ，通学༊間の∦㐨の㊥㞳が㸲キロ࣓

ートル以上であること。たࡔしኪ間において教育をཷࡅ

るため通学する⪅にあっては，⮬Ꮿཪはົඛからのᡤ

要時間及び㊥㞳とする。

イ ⮬動㌴のಖ⟶ሙᡤを現ఫᡤཪは現ఫᡤから㸳㸮㸮࣓ー

トル以内に有していること。

(3) その他≉ูの理⏤により学部長が適ᙜとㄆめた⪅
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チྍドB ᕤ事，≀ရ⣡入等のため，一ᐃ期間にわたり入構する業⪅ ᙜヱ用ົに係る期

間。たࡔし，ᙜヱ年

度のᮎ日を㉸える

ことができない。

チྍドC 㸯 ∦ῡ地༊以外の地༊の職ဨ，学生及び事業ᡤ関係⪅で，ᡤ

用のため入構する⪅

㸰 㠀ᖖㅮᖌ

㸱 ⮫時の用ົのため入構する⪅

ᙜ日㝈り

（チྍドの⏦ㄳᡭ⥆）

➨㸳᮲ チྍドのをཷࡅようとする⪅は，入構チྍド㢪及び次の⾲に掲げる᭩㢮等を，ྠ ⾲に掲げ

るᢸᙜ係にᥦฟ及びᥦ示しなࡅれࡤならない。

✀㢮 ᭩㢮等 ᢸᙜ係

チྍドA 部ᒁにົする職ဨ及び事業ᡤ関係⪅に
あっては，人文社会科学域事ົ部༡地༊事
ົ課⥲ົ係
経済学部にᅾ⡠する学生にあっては，人

文社会科学域事ົ部༡地༊事ົ課学ົ係

チྍドB 
人文社会科学域事ົ部༡地༊事ົ課⥲ົ係

チྍドC ㌟ศをドする᭩㢮 人文社会科学域事ົ部༡地༊事ົ課⥲ົ係

ഛ⪃ この⾲において「⮬動㌴᳨ᰝド」とあるのは，㸰㸳㸮CC以下の⮬動㍯㌴にあっては，「⮬動㌴ᦆ

ᐖ㈺ൾ㈐௵ಖ㝤ド明᭩」とㄞ᭰ࡳえるものとする。

㸰 学部長は，๓項にᐃめるもののか，必要に応じ関係᭩㢮等のᥦฟཪはᥦ示をồめることができる。

（⮬動㌴等の入ฟ構門）

➨㸴᮲ ⮬動㌴の入ฟ構門は，⾲門とする。

（㥔㌴ሙ）

➨㸵᮲ ⮬動㌴用㥔㌴ሙ並びに⮬動㍯㌴及びཎ動ᶵ⮬㌿㌴用㥔㌴ሙの置は，ูにᐃめる。

（通規ไ対策ጤဨ会）

➨㸶᮲ 部ᒁに，チྍドAのをཷࡅる⪅の㑅⪃及び⮬動㌴等に対するᣦ導等通規ไの実上必要な事

項をᑂ㆟するため，通規ไ対策ጤဨ会（以下「ጤဨ会」という。）を置ࡃ。

㸰 ጤဨ会に関し必要な事項は，学部長がูにᐃめる。

（チྍドの）

➨㸷᮲ 学部長は，チྍドAのሙྜにあってはጤဨ会の㑅⪃⤖ᯝに基づき，チྍドB及びチྍドCのሙྜにあ

っては➨㸳᮲の規ᐃによりᥦฟ及びᥦ示された᭩㢮等を確ㄆの上，チྍドのを行うものとする。

（チྍドのㆡΏ，㈚等の⚗Ṇ）

➨㸯㸮᮲ チྍドのをཷࡅた⪅は，これを他人にㆡΏし，ⱝしࡃは㈚し，ཪはグ載事項を᭩きえて

はならない。

（チྍドの，㏉⣡等）

➨㸯㸯᮲ チྍドをởᦆ，◚ᦆཪは⣮ኻしたときは，学部長にの⏦ㄳを行うことができる。

㸰 チྍドのをཷࡅた⪅が次の各ྕの一にヱᙜするときは，チྍドを㏿やかに㏉⣡しなࡅれࡤならない。

㸱 チྍドのグ載事項にኚ更が生じたときは，㏿やかに学部長にᒆࡅฟなࡅれࡤならない。

(1) 運㌿චチド
(2) ⮬動㌴᳨ᰝド
(3) ⮬動㌴のಖ⟶ሙᡤをドする᭩㢮
(4) 学生ド

(1) 運㌿චチド
(2) ⮬動㌴᳨ᰝド
(3) ㌟ศをドする᭩㢮

(1) チྍドの有ຠ期間が‶したとき。

(2) チྍドのをཷࡅたとき。

(3) チྍドを必要としなࡃなったとき。
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（㑂Ᏺ事項）

➨㸯㸰᮲ チྍドのをཷࡅた⪅は，㐨㊰通ἲ等の関係ἲ௧にᐃめるもののか，次に掲げる事項を㑂

Ᏺしなࡅれࡤならない。

➨㸯㸱᮲ 入ฟ構門及び構内におࡅる⮬動㌴等に対するᣦ導は，ጤဨ会ጤဨ及び事ົ職ဨ（以下「ጤဨ会ጤ

ဨ等」という。）によって行う。

㸰 ๓項のጤဨ会ጤဨ等は，この規⛬の規ᐃに㐪する⮬動㌴等を確ㄆしたときは，ᙜヱ⮬動㌴等の用⪅

のẶྡ，㌴✀，ナンバープࣞートの␒ྕ等をグ㘓の上，㆙࿌᭩を㈞して㆙࿌を行うとともに学部長にሗ

࿌しなࡅれࡤならない。

㸱 この規⛬の規ᐃに㐪した⪅に対しては，学部長がチྍドののྲྀᾘし，⮬動㌴等のᙉไ㝖その他

必要なᥐ置を行う。

（様ᘧ）

➨㸯㸲᮲ チྍド，入構チྍド㢪及び㆙࿌᭩の様ᘧは，ูにᐃめる。

（⿵๎）

➨㸯㸳᮲ この規⛬にᐃめるもののか，この規⛬の実に関し必要な事項は，学部長がูにᐃめることが

できる。

㝃 ๎

この規⛬は，ᖹ成㸯㸴年㸲᭶㸯日から行する。

㝃 ๎（௧ඖ年㸷᭶㸱㸮日規⛬➨㸯㸴ྕ）

この規⛬は，௧ඖ年㸯㸮᭶㸯日から行する。

(1) Ṍ行⪅のᏳ全を➨一とし，事ᨾ㜵Ṇに␃ពすること。

(2) 構内に設置した㐨㊰ᶆ識及び㐨㊰ᶆ示に従うこと。

(3) ⮬動㌴等の᭱高㏿度は，時㏿㸰㸮キロ࣓ートルをཝᏲすること。

(4) Ẽ㡢，㆙➜，カース࢜ࣞࢸ等により，ࡔࡳりに㦁㡢をⓎ生さࡏないこと。

(5) ᡤᐃの㥔㌴ሙ以外のሙᡤに㥔㌴しないこと。

(6) ⮬動㌴等による構内移動は行わないこと。

(7) ⮬動㌴等を構内にᨺ置しないこと。

(8) チྍドはᣦᐃする⟠ᡤに明示しておࡃこと。

(9) 本学等の行事，⥭ᛴ事ែのⓎ生等のため，⮫時の規ไを行うときは，ᣦ示に従うこと。

（ᣦ導及びᥐ置）
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   長ᓮ大学におࡅる学生のᠬᡄに関するᣦ㔪

                            ᖹ成㸰㸮年㸷᭶㸰㸴日

学  長    ᐃ

                             ᨵṇ ᖹ成㸰㸯年㸵᭶㸰㸲日

                             ᨵṇ ᖹ成㸰㸴年㸰᭶㸰㸮日

ᨵṇ ᖹ成㸰㸵年㸯᭶㸰㸷日

ᨵṇ ᖹ成㸱㸮年㸯᭶㸯㸴日

ᨵṇ ௧ඖ年㸵᭶㸯㸴日

ᨵṇ ௧㸰年㸷᭶㸯㸳日

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

㸯 目的

  このᣦ㔪は，長ᓮ大学学๎（ᖹ成 16 年学๎➨㸯ྕ。）以下「学๎」という。）

➨㸳㸮᮲及び長ᓮ大学大学院学๎（ᖹ成 16年学๎➨㸰ྕ。）以下「大学院学๎」

という。）➨㸱㸶᮲に基づいて行う学生のᠬᡄฎศの適ṇ及びබṇを図るために

必要な事項をᐃめることを目的とする。

㸰 ᠬᡄの対㇟

  ᠬᡄの対㇟となりうる事௳・事ᨾ等は次の各ྕに掲げるものとする。

（㸯）ฮ事事௳

（㸰）通事ᨾ

（㸱）その他ᠬᡄฎศに相ᙜする事௳・事ᨾ等

㸱 ᠬᡄの✀㢮

  ᠬᡄの✀㢮は，㏥学，学及びカ࿌とする。

（㸯）㏥学 学生としての㌟ศをዣする。

（㸰）学 確ᐃ期㝈をす有期の学と↓期の学からなり，学期間中はⓏ学

を⚗Ṇする。

（㸱）カ࿌ 文᭩によりὀពをえ，ᑗ᮶をᡄめる。

㸲 ᠬᡄの要ྰ等の決ᐃ

学๎➨㸳㸮᮲及び大学院学๎➨㸱㸶᮲に規ᐃするᠬᡄ対㇟行ⅭのᏑྰをㄆᐃす

る必要があり，ᠬᡄの✀㢮及び内ᐜを決ᐃするにᙜたっては，ཎᅉ行Ⅽの「ᝏ㉁ᛶ」

を判断した上で，⤖ᯝの「㔜大ᛶ」を⥲ྜ的に຺して決ᐃするものとする。

㸳 ᠬᡄの対㇟となる事௳事ᨾ

（㸯）ᠬᡄの目Ᏻ

ձ 事௳事ᨾのཎᅉ行Ⅽがᝏ㉁で，その⤖ᯝに㔜大ᛶがㄆめられるሙྜ

     ㏥学ཪは学

  ղ 事௳事ᨾのཎᅉ行Ⅽはᝏ㉁であるが，その⤖ᯝに㔜大ᛶがㄆめられないሙྜ

     学ཪはカ࿌

ճ 事௳事ᨾのཎᅉ行Ⅽはᝏ㉁なものではないが，その⤖ᯝに㔜大ᛶがㄆめられ

るሙྜ
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     カ࿌

  մ ๓ձ，ղ，ճのいࡎれにもヱᙜしないሙྜ

学部，◊✲科，⇕ᖏ་学◊✲ᡤ，␃学生教育・ᨭࢭンࢱー及び大学教育

イノ࣋ーシࣙンࢭンࢱー（以下「学部等」という。）のᣦ導（学部等の長

のཝ㔜ὀព）

（㸰）ᝏ㉁ᛶの判断

ཎᅉ行Ⅽの「ᝏ㉁ᛶ」の有↓は，ຍᐖ⪅たる学生のᙜヱ行Ⅽに対するែ度，

行Ⅽのᛶ㉁及びᙜヱ行Ⅽに⮳る動ᶵ等を຺して判断するものとする。

（㸱）㔜大ᛶの判断

⤖ᯝの「㔜大ᛶ」の有↓は，⢭⚄的ᦆᐖを含めた人㌟ᦆᐖ，≀的ᦆᐖの有↓，

その⛬度及びその行Ⅽが社会にえたᙳ㡪等を຺して判断するものとする。

（㸲）㐣ཤにᠬᡄฎศ等をཷࡅたものに対するᠬᡄ

   㐣ཤにᠬᡄฎศをཷࡅ，ཪは学部等でᣦ導をཷࡅた⪅が，びᠬᡄに相ᙜす

る行Ⅽをしたሙྜは，より「ᝏ㉁ᛶ」の高いものとࡳなし，๓ᅇのฎศを㉸え

る㔜いฎศをすることができる。

㸴 ᠬᡄのᡭ⥆き

  （事௳・事ᨾ等のሗ࿌及び調ᰝ等）

（㸯）学生は事௳・事ᨾ等を㉳こしたሙྜ，学生ᨭ部ཪはᡤᒓする学部等に㐜

なࡃᒆࡅなࡅれࡤならない。

（㸰）学部等の長は，学生のᠬᡄに相ᙜするとᛮわれる事௳・事ᨾ等がⓎ生したሙ

ྜ，㏿やかに学生ጤဨ長にሗ࿌する。

（㸱）学生ᨭ部は，事実関係の調ᰝ及び関係する学部等によるᙜヱ学生からの事

⫈ྲྀ⤖ᯝを基に，諸ᶵ関との連⤡調ᩚを図りながら，その⤖ᯝを㏲次，学生

ጤဨ長にሗ࿌する。ᮍ成年⪅については，必要と判断されれࡤ，事実調ᰝの際

にಖㆤ⪅をྠᖍさࡏる等の㓄៖を行う。

（㸲）学生ጤဨ長は，ᙜヱ事௳等の内ᐜを学長にሗ࿌する。

（ᠬᡄのᑂ㆟）

（㸳）学長は，学生ጤဨ長からሗ࿌のあった内ᐜの中に，ᠬᡄについて᳨ウすき

事が含まれているとㄆめたሙྜ，学生ጤဨ会に対しᙜヱ事௳等に係わる学生

へのᠬᡄの要ྰ，ᠬᡄの✀㢮及び内ᐜ等についてᑂ㆟をồめるものとする。

（㸴）学生ጤဨ会は，ᙜヱ事௳等に係わる学生へのᠬᡄの要ྰ，ᠬᡄの✀㢮及び内

ᐜ等についてᑂ㆟する。ᠬᡄ対㇟行Ⅽに係る事実調ᰝ，ᠬᡄฎศの内ᐜ及びᇳ

行にకうᥐ置の判断にᙜたっては，事๓にᙜヱ学生に࿌知し，ཱྀ㢌によるពぢ

㝞㏙のᶵ会をえなࡅれࡤならない。たࡔし，学生が心㌟のᨾ㞀，㌟ᣊ᮰，

長期᪑行その他の事⏤によりཱྀ㢌によるពぢ㝞㏙ができないときは，これに᭰

えて文᭩によるពぢᥦฟのᶵ会をえるものとする。学生ጤဨ長は，学生ጤဨ

会のᑂ㆟⤖ᯝ及び学生のពぢ㝞㏙等の⤖ᯝを学長にሗ࿌するものとする。

（㸵）学長は，学生ጤဨ会からሗ࿌のあったᑂ㆟の⤖ᯝを，ᙜヱ学生がᡤᒓする学

部等の長に通知する。

（㸶）学部等の長は，学部教授会等において，学長からの通知に基づき，事実ㄆᐃ

とᠬᡄの✀㢮及び内ᐜについて᳨ウを行い，ᠬᡄฎศをస成し，学長に上⏦す

る。
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（㸷）学長は，学部等の長からの上⏦に基づき，教育◊✲ホ㆟会の㆟を経て，ᠬᡄ

ฎศを決ᐃする。

  （ᠬᡄฎศの࿌知及びⓎຠ日）

（10）ᠬᡄฎศの࿌知は，学部等の長がᙜヱ学生及びಖド人に対してᠬᡄฎศ᭩を

することにより行う。

   たࡔし，ᠬᡄฎศ᭩のによる࿌知が不ྍ能なሙྜは，他の適切な᪉ἲによ

り࿌知する。

（11）ᠬᡄฎศのⓎຠ日は，ᙜヱ学生にᠬᡄฎศの࿌知が行われた日とする。

（␗㆟⏦し❧てに係わるᑂ㆟等）

(12) ᙜヱ学生は，事実ㄗㄆ，᪂事実のⓎぢ等のṇᙜな理⏤があるときは，ᠬᡄฎ

ศのⓎຠ日の⩣日から㉳⟬して 14 日以内に文᭩によりᠬᡄฎศに対する␗㆟

⏦し❧てをすることができる。このሙྜ，学長は，学生ጤဨ会にᑂ㆟をồめ

る。学生ጤဨ会は，ᑂ㆟を行い，その⤖ᯝを学長にሗ࿌する。学長はᑂ㆟

の⤖ᯝを教育◊✲ホ㆟会に㆟し，そのᑂ㆟⤖ᯝに基づき，ᨵめてᑂ㆟⤖ᯝを

ᙜヱ学生に通知する。

  なお，ᑂ㆟の期間は，ᠬᡄのຠ力をጉげないものとする。

㸵 ᠬᡄฎศのᇳ行等

（㸯）学ฎศの✀㢮

学は，有期ཪは↓期とし，次の通りとする。

   ձ 有期学は，6 か᭶ᮍ‶の期㝈をすものとする。たࡔし，学期間が‶

することによりฎศを解㝖することが適ᙜでないと判断されるሙྜは，学

長は教育◊✲ホ㆟会の㆟を経て，期間のᘏ長を決ᐃすることができる。

   ղ ↓期学は，期㝈をさないものとする。

（㸰）学ฎศの解㝖

  ձ有期学のฎศ解㝖

    有期学のฎศは，学期間の‶をもって解㝖する。なお，ᙜヱ学生が

ᨵᝂしたこと等により，学部教授会等において，教育的㓄៖から早ᛴに学

ฎศの解㝖がጇᙜであると判断したときは，学部等の長からの学生の学ฎ

ศ解㝖⏦ㄳ᭩のᥦฟに基づき，学長は，教育◊✲ホ㆟会の㆟を経ることなࡃ

学ฎศの解㝖を決ᐃすることができる。これらのሙྜにおࡅる教育◊✲ホ

㆟会へのሗ࿌は，事後に行うこととする。

  ղ↓期学のฎศ解㝖

    ↓期学のฎศは，ᙜヱฎศをཷࡅた学生の┬の⛬度，学習ពḧ等を⥲

   ྜ的に判断して次のとおりฎศを解㝖することができる。

ア 学部等の長は，学部教授会等の㆟を経て，学長に学ฎศの解㝖の⏦ㄳ

を「学生の学ฎศ解㝖⏦ㄳ᭩」により行うものとする。

イ 学長は，学部等の長からの⏦ㄳがあったሙྜ，↓期学のฎศ解㝖に

ついて᳨ウが必要であると判断したときは，学生ጤဨ会にᑂ㆟をồめる

ことができる。

࢘ 学長は，学生ጤဨ会の⟅⏦を踏まえ，教育◊✲ホ㆟会の㆟を経て，

学ฎศ解㝖のྍྰを決ᐃする。その後学部等の長にᑂ㆟⤖ᯝを通知する。
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エ 通知に基づき学部等の長は，ᙜヱ学生及びಖド人に対して文᭩で

する。

    （㸱）ㅽៅ

    学部等の長は，学生の行Ⅽがᠬᡄ対㇟行Ⅽにヱᙜすることが明ⓑであり，か

つ，ᠬᡄฎศがなされることが確実であるሙྜは，ᠬᡄฎศの決ᐃ๓にㅽៅを

ゝいΏすことができるものとする。このሙྜにおいて，ㅽៅの期間は，㸯か᭶

を㉸えないものとする。なお，この間は，ཎ๎として学生としての活動をไ㝈

する。また，ㅽៅの期間は学期間に⟬入することができる。

（㸲）ᠬᡄฎศと⮬㏥学・ఇ学

ձ 学部等の長は，ᠬᡄ対㇟行Ⅽを行った学生から，ᠬᡄฎศの決ᐃ๓に⮬

㏥学の⏦ㄳがあったሙྜには，この⏦しฟをཷ理しないものとし，ᠬᡄฎศ

の決ᐃ後に⮬㏥学の⏦しฟがあったሙྜは，ཷ理することができる。

ղ 学部等の長は，ᠬᡄ対㇟行Ⅽを行った学生から，ᠬᡄฎศの決ᐃ๓にఇ学

の⏦ㄳがあったሙྜには，この⏦しฟをཷ理しないものとする。

ճ ఇ学中の学生に対して学ฎศが決ᐃされたሙྜには、ᙜヱ学ฎศの決

ᐃの日をもってᙜヱ学生のఇ学チྍをྲྀりᾘすものとする。

（㸳）学中の学生ᣦ導

学中の学生に対するᣦ導は，ᙜヱ学生がᡤᒓする学部等の教ဨがᢸᙜする

ものとする。なお，ᙜヱ学生の⢭⚄的なࢣアについては，ᡤᒓ学部等が学生ᨭ

部，ಖ・་⒪᥎進ࢭンࢱー等と༠力して行う。

㸶 ᠬᡄฎศに関するሗの㠀බ㛤

（㸯） 㠀බ㛤のཎ๎

ᠬᡄฎศを実したሙྜ，学生のẶྡ，学生␒ྕ，ᠬᡄの✀㢮は，ᙜヱ学生

及びಖド人以外には明らかにしないものとする。たࡔし，学長が必要とㄆめ

たときは，この㝈りでない。

（㸰） ド明᭩㢮等へのグ載の⚗Ṇ

本学がస成する成⦼ド明᭩等にᠬᡄの有↓，その内ᐜ等をグ載しないこと

をཎ๎とする。

㝃 ๎

このᣦ㔪は，ᖹ成㸰㸮年㸷᭶㸰㸴日から実する。

  㝃 ๎

このᣦ㔪は，ᖹ成㸰㸯年㸵᭶㸰㸲日から実する。

㝃 ๎

このᣦ㔪は，ᖹ成㸰㸴年㸰᭶㸰㸮日から実する。

   㝃 ๎

このᣦ㔪は，ᖹ成㸰㸵年㸯᭶㸰㸷日から実する。

   㝃 ๎

このᣦ㔪は，ᖹ成㸱㸮年㸯᭶㸯㸴日から実する。

   㝃 ๎

このᣦ㔪は，௧ඖ年㸵᭶㸯㸴日から実する。

㝃 ๎

このᣦ㔪は，௧㸰年㸷᭶㸯㸳日から実する。
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長ᓮ大学におࡅる学生のᠬᡄに関するᣦ㔪についての⿵㊊説明

ձ ᠬᡄฎศの判断は，㐣ཤのල体もཧ↷して，ཎᅉ行Ⅽの「ᝏ㉁ᛶ」，⤖ᯝの「㔜

大ᛶ」を຺して判断するものとする。

ղ 1か᭶以上の有期学はཎᅉ行Ⅽが≉にᝏ㉁なሙྜで，その⤖ᯝに㔜大ᛶがㄆめ

られるሙྜに㝈るものとする。

ճ ᙜヱ学生がฎศの有↓が決ᐃされるまで，不Ᏻᐃな状ែで長期間㐣ࡈすことが

  ↓いように㎿㏿なฎศの有↓の決ᐃがなされなࡅれࡤならない。

մ 学生の通事ᨾに関するもののうࡕ,「学生の通事ᨾに関するᠬᡄ࢞イドライ

ン（ᖹ成 15 年 11 ᭶ 28 日学長ᐃ）」にᐃめがあるものについては,ᙜヱᠬᡄ࢞イ

ドラインを適用する。このሙྜにおいて，実際にฮ事ッ㏣がなされるかうかをฎ

ศ決ᐃの⤯対的な基‽とはしないものとする。また，大学内の調ᰝで事実関係を

ศにᢕᥱできない事௳・事ᨾに関してはᣋ㏿なฎศを᥍える。

յ  ヨ㦂等におࡅる不ṇ行Ⅽに関するྲྀᢅい

  ヨ㦂等に係る不ṇ行Ⅽについては，教養教育の⪃ᰝに係る学生の不ṇ行Ⅽのྲྀ

   ᢅいに関する⣽๎ཪは学部等がᐃめたヨ㦂等におࡅる不ṇ行Ⅽに関する規⛬等に

よるものとする。

ն 学部等の␃学生に係るᠬᡄのᡭ⥆きについては，学生ᨭ部，␃学生教育・ᨭ

ࢭンࢱー，関係学部等との༠力のもと進めるものとする。

շ  ᠬᡄはᠬᡄ対㇟の行Ⅽ，⤖ᯝ，ᙳ㡪を⥲ྜ的に⪃៖し，教育的㓄៖をຍえた上

  で，学生に課される不┈は，ᠬᡄ目的を達成するために必要な㝈度に␃めるも

のとする。

ո  ᠬᡄฎศに対する␗㆟⏦し❧てをᠬᡄฎศのⓎຠ日の⩣日から 14日以内にする

ことができない≉ูの事が文᭩により明確に示されたሙྜには，学生ጤဨ会の

㆟を経て，ᠬᡄฎศのⓎຠ日の⩣日から㉳⟬して 30日以内を㝈度として␗㆟⏦し

❧てをㄆめることができる。

չ ㅽៅ期間があるሙྜは，学生ጤဨ会におࡅるᠬᡄฎศのᑂ㆟の際に，ㅽៅ期間

の学期間への⟬入のྍྰについてもᑂ㆟を行い，その⤖ᯝを学長にሗ࿌する。

また，学部等の長は，ㅽៅ期間の学期間への⟬入の有↓及び日ᩘも含めてᠬ

ᡄฎศをస成し，学長に上⏦する。

պ 学生ጤဨ長ྡでのὀពႏ㉳において，掲載事とするかのྍྰ及び内ᐜ等につ

いては，ಶูのᠬᡄฎศにおࡅる各ᑂ㆟の㒔度，ಶ人≉ᐃのᜍれ，⿕ᐖ⪅へのᙳ

㡪等を⪃៖して᳨ウを行うものとする。
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学生のᠬᡄฎศについて

通ᖖのᠬᡄฎศᡭ⥆のὶれ図（ᣦ㔪㸴関係）

(1) 学生は事௳・事ᨾ等を㉳こしたሙྜ，学生ᨭ部

ཪはᡤᒓする学部等にᒆฟ。

(2) 学部等の長は学生のᠬᡄ相ᙜ行ⅭのⓎ生のሙྜ，

  学生ጤဨ長にሗ࿌。

(3) 学生ᨭ部は事実関係の調ᰝ及び関係する学部等

によるᙜヱ学生からの事⫈ྲྀ⤖ᯝを基に，諸ᶵ関と

の連⤡調ᩚを図りながら学生ጤဨ長にሗ࿌。

  ᮍ成年⪅については，必要と判断されれࡤ，事実調

ᰝの際にಖㆤ⪅ྠᖍの㓄៖。

(4) 学生ጤဨ長から学長に内ᐜሗ࿌。

(5) 学長はᠬᡄについて᳨ウすき事が含まれてい

るとㄆめたሙྜ，学生ጤဨ会にᠬᡄの要ྰ，ᠬᡄの

✀㢮及び内ᐜ等についてᑂ㆟をồめる。

(6)  学生ጤဨ会はᠬᡄの要ྰ，ᠬᡄの✀㢮及び内ᐜ等

についてᑂ㆟する。事๓にᙜヱ学生に࿌知し，ཱྀ 㢌等

によるពぢ㝞㏙ཪは文᭩によるពぢᥦฟのᶵ会を

える。学生ጤဨ長は学生ጤဨ会のᑂ㆟⤖ᯝ及び学生の

ពぢ㝞㏙等の⤖ᯝを学長にሗ࿌。

(7) 学長は学生ጤဨ会のᑂ㆟⤖ᯝをᙜヱ学生がᡤᒓす

る学部等の長に通知。

(8) 学部等の長は学部教授会等で事実ㄆᐃとᠬᡄの✀

㢮及び内ᐜについて᳨ウを行い，ᠬᡄฎศをస成

し，学長に上⏦。

(9) 学長は学部等の長からの上⏦に基づき，教育◊✲

ホ㆟会の㆟を経て，ᠬᡄฎศを決ᐃ。

(10) 学部等の長はᙜヱ学生及びಖド人に対して，文᭩

によりᠬᡄฎศの࿌知。
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学生の交通事故に関する懲戒ガイドライン

平成��年��月��日
                  学  長  裁  定

                 改正平成��年� � 1月��日
                  平成��年� � 1月��日

１．目 的

本懲戒ガイドラインは，長崎大学学則（以下，「学則」）第��条に基づいて行う学生の交通事件に関す

る懲戒処分の適正と公正を図るために必要な事項を定める。

２．懲戒処分の種類と内容

（�）懲戒の種類

 学則第��条第2項に従い，学生の懲戒は退学，停学及び訓告とする。

（�）退学

退学は，学生としての身分の剥奪である。

（�）停学

停学は確定期限を付す有期の停学と，確定期限を付さない無期の停学（以下，「無期停学」）からなる。

① 停学の種類

1.6 か月以上の停学を無期停学とし，確定期限を付さず，指導の状況及び生活態度等を勘案しながら解

除の時期を決定するものとする。

2.6か月未満の停学を有期の停学とし，確定期限を付すものとする。

② 当該学生が所属する学部及び大学院研究科（以下，「学部等」）の長（以下，「学部長等」）は，無

期停学を受けた学生について，その反省の程度及び学習意欲等を総合的に判断し，その処分の解除が

適当であると考えられるときは，教授会の議を経て，学長に対し，その処分の解除を上申することが

できる。

③ 無期停学の解除は，学部長等からの上申により，学長が長崎大学教育研究評議会（以下，「教育研

究評議会」）の議を経て，これを行う。

④ 無期停学は，原則として6か月を経過した後でなければ，解除することはできない。

⑤ 無期停学解除の告知は，学部長等により当該学生及び保証人に対して行われる。

（4）訓告 

訓告は，処分としての大学の教育的意思表示である。

３．懲戒の対象となる交通事件

（�）懲戒の基準

① 事故の態様が悪質である交通死亡事故（交通事故による受傷を原因として被害者が事故後��日以内

に死亡した事故）に対する懲戒処分は，退学，又は無期停学とする。

② 事故の態様が悪質である交通傷害事故に対する懲戒処分は，有期停学又は訓告とする。ただし，

情状によりその処分を減ずることができる。

    また，1か月以上の有期停学は，態様が特に悪質で結果が重大な場合に限るものとする。

③ 再犯の場合はより重い処分とすることができる。
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（�）懲戒の対象とならないもの

༢⣧な㐨㊰交通ἲ㐪反ࡸ，交通事故の態様が悪質でないものについては�懲戒処分の対象とはしない。

ただし，重大な結果をច㉳した交通事故に対しては，必要にᛂࡌて学部等の指導（学部長等によるཝ重

ὀ意等）を行う。また懲戒の基準に該当しないものの事故の態様が悪質である交通事故に対してもྠࡌ

。て学部等の指導を行うࡌ必要にᛂࡃ

（�）悪質ᛶの判断基準

交通事故に対する懲戒処分は，学則��条に定める「学生の本分に反する行Ⅽ」として科ࡏられるもの

であることに㚷ࡳ，態様が悪質な交通事故とは㐨㊰交通ἲに㐪反するようなḟの行Ⅽがあࡗた場合を指

すものとする。

① 㓇㓉い㐠㌿

② 㯞⸆等㐠㌿

③ ඹྠ༴㝤行Ⅽ等⚗Ṇ㐪反

④ 無චチ㐠㌿

⑤ 大ᆺ⮬ື㌴等無㈨᱁㐠㌿

ն ௬චチ㐠㌿㐪反

շ 㓇Ẽᖏび（����以上）㐠㌿

ո 過ປ㐠㌿等

չ 大ᖜな㏿度㉸過㐠㌿

պ ᩆㆤᥐ⨨⩏ົ㐪反

（�）上グ①㹼պの⏝ㄒの意は，それࡒれḟに定めるとこࢁによる。

①「㓇㓉い㐠㌿」とは，㐨㊰交通ἲ第��条第１項のつ定に㐪反する行Ⅽのうࡕ，㓇に㓉ࡗた状態（

。それがある状態をいう）で㐠㌿する行Ⅽをいう࠾のᙳ㡪により正ᖖな㐠㌿ができない࣮ࣝࢥࣝ

②「㯞⸆等㐠㌿」とは，㐨㊰交通ἲ第��条のつ定に㐪反して㯞⸆，大㯞，あࢇ，ぬࡏい又はẘ

≀及び≀ྲྀ⥾ἲ行௧第��条の２につ定する≀のᙳ㡪により正ᖖな㐠㌿ができない࠾それがある

状態で㐠㌿する行Ⅽをいう。

③「ඹྠ༴㝤行Ⅽ等⚗Ṇ㐪反」とは㐨㊰交通ἲ第��条のつ定に㐪反する行Ⅽをいう。

④「無චチ㐠㌿」とは，㐨㊰交通ἲ第��条のつ定に㐪反する行Ⅽをいう。

⑤「大ᆺ⮬ື㌴等無㈨᱁㐠㌿」とは，㐨㊰交通ἲ第���条の㸲第１ྕに該当する行Ⅽをいう。

ն「௬චチ㐠㌿㐪反」とは，㐨㊰交通ἲ第��条第２項後ẁのつ定に㐪反する行Ⅽをいう。

շ「㓇Ẽᖏび（����以上）㐠㌿」とは身యに⾑ᾮ１ࣝࢺࢵ࣑ࣜࣜにつきࢢ࣑ࣜ���ラ࣒以上又は

Ẽ１ࣜࣝࢺࢵにつきࢢ࣑ࣜ����ラ࣒以上の࣮ࣝࢥࣝを保有する状態で㐠㌿する場合をいう。

ո「過ປ㐠㌿等」とは，㐨㊰交通ἲ第��条のつ定に㐪反して過ປ，Ẽそのの⌮⏤により正ᖖな

㐠㌿ができない࠾それがある状態で㐠㌿する行Ⅽをいう。

չ「大ᖜな㏿度㉸過㐠㌿」とは，㐨㊰交通ἲ第��条のつ定に㐪反する行Ⅽのうࡕ㉸過㏿度が㧗㏿㐨

㊰に࠾いてࣟ࢟��以上，それ以እの㐨㊰に࠾いてࣟ࢟��以上である場合をいう。

պ「ᩆㆤᥐ⨨⩏ົ㐪反」とは，㐨㊰交通ἲ第��条第１項のつ定に㐪反する行Ⅽをいう。

（�）上グの悪質ᛶの判断基準については，ἲ௧の改正及び♫会的状況のኚにᛂࡌ，ἲᚊのᑓ㛛ᐙと┦ㄯ

の上，適ᐅ改正するものとする。
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㸲．交通事件に࠾ける懲戒のᡭ⥆とᇳ行

（�）交通事件のሗ告

① 学生による交通事件は，学生ᨭ部で୍ඖ的に対ᛂする。

② 学生による交通事件がⓎ生した場合，ྛ学部等及び大学関ಀ者はᐹ知した情ሗを㏿ࡸかに学生ᨭ

部通ሗする。

③ 学生ᨭ部は㏿ࡸかに学生ጤဨ長に通ሗするとともに，事ᐇ関ಀのᢕᥱにດめ，当該事件にಀわる

学生が所属する学部等の㐃⤡，関ಀㅖᶵ関との㐃⤡ㄪᩚを行い，その結果を㏲ḟ学生ጤဨ長にሗ告

し，ྠ時に学部等通知する。

④ 学生ጤဨ長は，学生による交通事件に関して学長にሗ告を行う。

⑤ 当該事件にಀわる学生が所属する部ᒁは，通知された交通事件について，当該学生と㐃⤡をとると

ともに指導にດめ，必要にᛂࡌて学長のሗ告，学生ጤဨ長及び学生ጤဨ会のㄝ᫂，学生ᨭ部と

の㐃⤡を行うものとする。

（�）事ᐇ関ಀのㄪᰝと当該事件にಀわる学生の教育的指導

① 学እでの事ᐇ関ಀのㄪᰝは，学生ᨭ部がᢸ当する。また必要があれば当該事件にಀわる学生の所

属する学部等の教ဨ及び⫋ဨはそれを⿵బすることができる。

② 学内での学部等による事ᐇ関ಀのㄪᰝは，原則として当該事件にಀわる学生からの事情⫈ྲྀを行う

ものとする。ただし，当該学生が事情⫈ྲྀにᛂࡌない場合は，学部等はその᪨を学長にሗ告するとと

もに，学生ጤဨ長及び学生ጤဨ会にㄝ᫂するものとする。また，学生が身ᚰの故㞀，身のᣊ᮰，長

期᪑行そのの事⏤により，当該学生に事情⫈ྲྀできない場合は，事情⫈ྲྀがྍ⬟になるまでの㛫，

学部等はㄪᰝ及びそのሗ告等を␃保するものとする。

（�）学生ጤဨ会によるᑂᰝ

① 学長は学生ጤဨ長からሗ告のあࡗた交通事件の୰に，懲戒について᳨ウすき事案がྵまれている

とㄆめた場合，学生ጤဨ会に対し当該事件にಀわる学生の懲戒の要ྰ，懲戒の種類及び内容等につ

いてᑂ議をồめるものとする。

② 学生ጤဨ長は，㏿ࡸかに学生ጤဨ会内にㄪᰝᑠጤဨ会をタ⨨する。な࠾，大学に࠾いていたずらに

処分の㠀の決定を長ᘬかࡏることのないように，ㄪᰝᑠጤဨ会は定の学生ጤဨ会㛤ദ以๓にタ⨨

することができ，学生ጤဨ長はそのᵓ成ဨを指ྡすることができる。

③ ㄪᰝᑠጤဨ会のᵓ成ဨは，ຍ害者又は被害者と関ಀが無いか，そのᜍれの無いように㑅௵され，

また被害者及びその関ಀ者と᥋ゐの無いように⟶⌮されなければならない。

④ ㄪᰝᑠጤဨ会は，学生ᨭ部及び学部等による事ᐇ関ಀのㄪᰝ及びㄪᰝሗ告について，必要にᛂࡌ

てㄝ᫂及び㏣ㄪᰝをồめることができる。

⑤ 学生ጤဨ会はㄪᰝᑠጤဨ会のሗ告に基づき，当該事故にಀわる学生の懲戒の要ྰ，懲戒の種類及

び内容等についてᑂᰝし，その結果を学長にሗ告するものとする。

（�）ᑂᰝ結果の通知

 学長は，学生ጤဨ会からሗ告のあࡗたᑂ議の結果を，当該学生が所属する学部長等に通知する。

（�）懲戒のᑂ議

学部長等は，学長からの通知に基づき，事ᐇㄆ定と懲戒の種類及び内容について教授会に付議の上，

。かに学長に懲戒を上申するものとするࡸ㏿ 

（6）懲戒の決定

① 学長は，学部からの上申事項を教育研究評議会の議に付し，懲戒処分を決定する。

② 学長は，教育研究評議会の付議に㝿し，懲戒の対象とされる学生に対して，ཱྀ㢌又はᩥ᭩によ
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 る意ぢ㝞㏙のᶵ会をえるものとする。

（�）懲戒処分の告知とᇳ行

懲戒処分の告知は，学部長等が，当該学生及び保証人にᩥ᭩をもࡗて行い，その内容を学内に公示す

る。な࠾，懲戒をᐇした場合，学生のẶྡ，学生␒ྕ等，本人を特定できる情ሗは᫂らかにしないも

 のとする。ただし学長が必要とㄆめた場合は，この限りではない。

（�）懲戒処分に関するᩥ᭩

 懲戒処分に関するᩥ᭩は，ู㏵様ᘧに定める。

（�）懲戒に関するグ㘓の保Ꮡと㛤示

① 懲戒原因たる事ᐇ୪びに決定された処分の内容及び⌮⏤をグ㍕したᩥ᭩は学生ᨭ部で保Ꮡする。

ᩥ᭩⟶⌮の㈐௵者は学生ᨭ部長とする。

② 学長は，被処分者からㄳồがあࡗた場合には，当該ᩥ᭩を㛤示しなければならない。

㸳．学生に対する教育と指導

（�）本ガイドラインの事๓࿘知

① 懲戒対象行Ⅽと懲戒処分の種類と内容に関しては，ᥖ示ならびにྛ部等の学生౽ぴ等により学生に

࿘知されなければならない。

② 学生は人身事故を㉳こした場合は，㐜無ࡃ学生ᨭ部ないしは所属する学部等にᒆけなければな

らない。またこのᒆฟ⩏ົはᥖ示ならびにྛ学部等の学生౽ぴ等により学生に࿘知されなければなら

ない。

（�）教育と指導

 ① 事件後୪びに処分後に࠾いて，当該学生に反省をಁし，また学習意欲を⥔ᣢさࡏるための指導は，

当該学生の所属学部等がᢸ当するものとする。

 ② 当該学生の⢭⚄的ࢣについては所属学部等とともに学生ᨭ部，保࣭་⒪᥎㐍ࢭン࣮ࢱ等，大

学も༑分な༠ຊを行わなければならない。

（�）ᒚಟの㓄៖

停学期㛫୰の期ᮎヨ㦂又はᒚಟᡭ⥆期㛫については，停学の懲戒処分の申しΏしの期日によࡗて，学

生の受ける┈の平等が無いようにしなければならない。
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